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明暦の大火消防の図

江戸時代初期の消防は火を消すことより も延焼

を防ぐ点に章ー点を置く、 いわゆる破壊消防であっ

た。この 2枚の木版画は明暦の大火 （併に振袖火

事）における消防の様子で、おそら く江声の火災

を描写したも っとも古いものであろう。はしご ・

高張じようちん ・さすまたなどを持った大名火消

が出動している。蛇の目の円板に長い柄をつけた

ものは大うちわで、これで火をあおぎ返そうとし

た。強風下の火災を防ぐにはあまりにも貧弱な装

備である。事実、 明暦の大火では消防隊の活躍は

ほとんど見られなかった。

明暦3年 （1657）王月 18日の昼過ぎ、激しい北

西季節風が吹きまくるさなか、本郷の本妙寺より

出火、たちまち湯島・駿河合 ・鷹匠町・鎌合河岸

に火があふれた。 夕刻になると風は西に変わり、

火の手は八丁堀方面をなめ尽くした。海辺の霊厳

寺では数干の死者が出た。西風はますます吹きつ

の り、神田明神や西本願寺が炎上した。 やがて猛

火が小伝馬町の牢獄に迫ったので、囚1款の石出帯

刀は囚人を角平放した。囚人たちは涙を流し手をあ

わせて喜んだ。 ところが、この帯刀の決断が誤解

されて、囚人が逃亡したといううわさになった。

そのため、浅草門が閉鎖されて逃げ場を失 った大

群衆が煙にまかれて死んだ。 この日の火災は、翌

日の午前4時ごろ、やっと鎮火した。

19日午前10時ごろ、小石川伝通院表門下の新府

慌て日T大番与力の1i'i所よ り出火、激しい北風に乗っ

て吉祥寺や小石川の水戸屋敷を全焼し、その火は

堀を越えて江戸城に入った。天守閣や本丸・ 二の

丸の焼失はこの時のこ とである。午後4時になる

と、また風向が西 に変わっ た。おかげで江戸域内

の紅葉山や西の丸は焼失を免れた。かわ りに火の

手は下町を直撃し、京橋付近では火に固まれた人

人が大勢焼死した。 そして、さら に新橋や鉄砲州｜

まで延焼して夕方に亙って鎮火した。

一方 、午後4時ごろ、麹町 5丁目の町家から発

した火は、桜田方面から愛宕下にかけて大名屋敷

100か所以上を灰じんにした。山王権現もこの火事

でり 災した。 さらに海俸にも燃え！l:がって下屋敷

18か所が壊滅。午前 2時には増上寺に火が入った

が、幸い風が静ま っていたので主な建物は事なき

をえた。 こうして20日の未明までに江戸の大半が

焼失、死者も 10万という未曽有の惨事となったの

であるa

fむさしあぷみ』は、 この日月1替の大火の様子を

活写 したものである。上下2巻を通じて15枚のさ

し絵があり、火災の状況や逃げ惑う群衆の姿を一

径の雅味をたたえた筆法で伝えている。

古来、火災を詳述した記録は意外に少ない。 さ

らに、その記録を文芸化したものとなると、きわ

めてまれである。 fむさしあぷみ』はその稀少な

作品のーっと雪ってもいいであろう。 この書は方

治 4年 (1661）、京都で板行されている。執筆者の

名はどこにも記されていないが、北条秀雄氏が浅

井了意の作品と主張して以来、それが定説になっ

た。了意は↑専覧強記をもって知られた仮名草子の

作者で、代表作には 『江戸名所記』 r東海道名所

言己』 『御伽稗子』などがある。了意の生涯は不明

なところを残しつつも次第に解明されている。 し

かし、このさし絵画家については一切が謎に包ま

れたままなのである。 （黒木喬）

関連記事は本文44ページ
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古くて新しい交通安全問題

交通事故発生の状況が容易ならざる事態に立ち至っている。全国

の死者数で見た場合、 1年間の最高を記録した昭和45年の16,765人

以来、昭和54年の 8466人まで、 9年間減少し続け、ほぼ半数にま

で到達したのであるが、昭和55年から増勢に転じ、昭和56年はわず

かながら減少したものの、昭和57年は再び 354人（約 4%）増加し

た。今年に入ってからも増勢が続いており、 3月末現在で、昨年同

期に比し、すでに 5.4%増となっており、国民生活の安寧に対する

大きな脅威として、再び我々の前に立ちはだかつてきつつある。

最近の死亡事故の主な特徴点を拾ってみると、

。二輪車関連事故が目立つこと。この事故は、 57年急増したが、対

策がようやく実を結び始め、今年に入ってはやや鎮静化しつつあ

り、自転車や原付の乗車中の事故は現在やや減少に向かっている

が、自動二輪車の、しかも 125c.c.以上の中・大型のものの事故

が大きな問題である。

0自動車乗車中の死者数の割合が大きくなっており、車両相互事故、

車両単独事故の割合が増加し、いわゆる「かんおけ型」の状態が

進んでいる。

0死亡事故の際の違反事項として最高速度違反が増加傾向にあり、

カーブ地点での事故、単独事故等の増加は、スピードの出しすぎ

を中心とした無謀運転の実態を反映しているものと考えられ、夜

間での発生割合が多くなっていることとともに、事態の厳しさを

感じさせる。その他、酒気帯び、酒酔い運転もその割合がなかな

か減少しない。

。以上のような事故の年齢構成では、特に10歳代（16歳以上）、 20歳

代といった若年層の増加が目立ち、世代の推移に伴う問題点の所

在を感じさせる。

。歩行者や自転車の関連事故においては、 60歳以上の老人の死者が

増加していること、および、信号無視の歩行者の死亡が増加して

いることが目立つ。また、横断歩道外横断中の事故も相変わらず

かなりの数にのぼっている。

以上のような状況をみてみると、これまでに営々として築かれて

きた「よき交通マナー」の状態に幾ばくかの陰りがでているのでは

ないかと感じられる点が幾つか見い出される。それは、死亡事故連

続減少の現実にひたって、国民の聞に心の緩みが出ている結果と考

えられないであろうか。現に、交通安全の問題はもういいではな

いかといった趣旨のことも 時たま耳にしたことがある。

交通安全の確保は、みんなが力を合わせて粘り強く行う努力の上

に勝ち取られるものであるという、昭和40年代の貴重な体験を今こ

そ思い出して、もう一度ふんどしを締め直すべき時であると思われ

る。

’83予防時報134

防災言

岡本博之
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ずいひつ

コンビュータ才巴罪

と防災

宮津浩一
臣慮義塾大学教授

我が国は、アメリカに次いで世界第 2位の

コンビュータ普及台数を誇っているが、同時

に、それを悪用する犯罪の増加に直面してい

6 

る。コンビュータを操作する銀行員などが、

端末器を不正に使用して架空口座に入金した

り、不正貸付を犯す形で情報管理面の間げき

をつく犯行も少なくないが、今のところ、圧

倒的多数はキャッシュカードを不正に使用し

て現金を引き出す手口を用いる。 1977年から

’81年までの 5年間に約 5倍増えて、’81年には

288件記録され、そのうち、他人の CDカード

を盗用した者が80%をこえている。

昨年 2月に、コンビュータの修理・保守サ

ービスの専門家が電話回線を流れる某銀行の

暗号をテープコーダーに記録し、手製の暗号

解読装置で解読したデータをプラスティック

のカードに打ち込み、他人の預金口座から現

金を引き出したという事件が発覚したが、こ

れは本格的なコンビュータ犯罪の幕明けを告

げるような出来事であった。

コンビュータ犯罪先進国のアメリカには、

業務用・個人用コンビュータが350万台、さら

に無数の端末器が稼働し、その操作技術をも

っ広義のプログラマーが 2000万人もいると

いう。端末器を操作してコンビュータに接近

し、パスワードを解読して他人のシステムに

「侵入J するいたずらが若者の聞に流行して

いるという。現に、昨年 3月、アメリカのカ

リフォルニア大学の電算機研究室の学生がC

I A、金融機関、海軍などの秘密ファイルの

中味でさえも外部から簡単に侵入できる技術

を開発し、「極秘ファイルの安全性」の神話が

簡単に破られた旨が一部の新聞紙上に報じら

れた。

我が国でも、通信回線が自由化され、電話

回線を利用して容易にデータ・ファイルに接

近できる時代になっている。それに、パソコ



ンが大量に売られる一方、プログラミングの

知識・技術を身につけた若者が増えている。

銀行・企業・官庁のデータ・ファイルに次第

に大量の情報が蓄積・保存され、利用されて

いるから、接近の自由化に伴う悪用の自由化

に対して、チェック・システムの確立が望ま

れる。アメリカはもとより、日本よりもコン

ビュータの普及に遅れをとっている西ドイツ

でも、コンビュータ犯罪への法的保護を厚く

しているのに、日本では、コンビュータで利

益を得ている者、企業が自力で秘密を守れば

よいではないかという考えが、殊に刑法学者

には多い。

しかしながら、コンビュータ犯罪は単に私

企業の利益を害するだけにとどまらない。そ

の普及に伴い、一国の経済に大打撃を加え、

飛行中の航空機を衝突させ、新幹線を脱線さ

せ、国際電話回線を利用して外国の軍事警戒

システムを混乱させることも可能である。犯

人はピストルや日本刀の代わりに、自室で端

末器をいじり、攻撃する相手方のコンビュー

タ・ファイルに接近すべく、パスワードの解

読に精を出せばよいのである。

アメリカの中学生が学校の実験室にある端

末器を用いてカナダの20社ほどの会社のデー

タ・ファイルに接近して、その一部を破壊し

たというし、アメリカ留学から帰国した日本

人学生が、帰国後、国際電話凪線を利用して

留学先の大学のコンビュータを呼び出し、それ

と結ぼれている他大学の大型コンビュータを

無断で利用して大目玉を食った事件も起きた。

コンビュータ犯罪人として登場する犯人像

は、社会の底辺に生きる者ではなくて、頭の

良い、少し偏執狂的な若者が多いという。コ

’83予防時報134

ンビュータの魅力にとりつかれ、他人の考案

した複雑な安全システムの解読に熱中したあ

げくの逸脱という例が多いという。彼らも同

じだが、一般によく多発する金融機関の従業

員で、端末器を操作し、オンラインを悪用し

て銀行の金や他人の預金を着服する「犯人」

は、その大部分の過程で「現ナマ」に直接手

を触れず、現実に動くのは、磁気テープやフ

ァイルの上を移動する数字や記号にすぎず、

いわば「電子のお金」を動かして犯行に及ぶ

ために、「人の物」に手をつけたという罪の感

覚が希薄なのかもしれない。コンビュータ犯

罪の犯人は、コンビュータという正確無比な

共犯者を仲間に引き込む。この「人」は、大

変有能だが「自分の意志と判断力」を持ち合

わせない。しかし、「忍びの者」のように敵味

方の双方につき、言われたとおりの仕事に全

力を尽くす。

外部から回線を利用して侵入する犯人には、

スクランプル化、暗号化などの技法を用いて

対抗し、侵入しにくくすればよいであろう。

だが、内部の敵に対してどう防ぐか。内部監

査の強化、警報プログラムや使用者識別プロ

グラムの開発など、いろいろあるだろう。し

かし、現実に端末器を操作したり、機械が完

全に機能するよう地味な仕事を担当する技術

者やプログラマーの努力に応え、その苦労に

報い、将来に希望が持てるような人事管理を

確立し、士気を高めることの方が先決問題で

ある。男だから、一流大学を出たからという

だけで、あまり大した人物でもない上役の出

世の踏み台にさせられている者のささやかな

反抗が、コンビュータに言tされた犯罪で、ある

といえないこともあるまい。

7 
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権現堂

安藤隆夫
気象評論家

8 

私は東京の下町に生まれた。台風や秋雨の

ころには、家の近くを流れていた忍ぶ川があ

ふれた。そんな時、母などは、まだ降りやま

ない空を見上げて、 「権現堂」が切れなけれ

ばよいがといった。

私は長じて中央気象台に入った。そして、

昭和22年 9月、カスリン台風による関東の大

水害を経験した。初めて「権現堂」が、江戸

の防水上の最大のとリでであることがわかった。

この時の利根川の破堤は、権現堂より約10キ

ロ上流の東村付近ではあったけれど、洪水は

権現堂が切れたのと同じ径路をたどって東京

まできている。まさに「権現堂が切れれば水

は江戸までやってくる」ことを実証したので

ある。

昭和54年の秋に、私はこの権現堂の堤を訪

れた。そして驚いたことには、昔、利根川の

水と渡良瀬川の水を合わせて疏（そ）通させた

権現堂川は、利根川本流から切り離され、わ

ずかに旧河道が運河のようによどんだ水をた

たえているだけであった。

しかし、利キ良川とj度良j頼川とのプkをj前々と

たたえて権現堂川を南下してきた奔流を、両

手を広げるようにして遮リ、これを太日（ふ

とひ）川の方へ東流させていた権現堂堤は残

っていた。高さ 10m、幅も10m程度はあろう



かと思われる大堤防は、見事な桜の古木を茂

らせて、延々とその雄姿を東西にのばしてい

た。いまは幸手から五霞村に通ずる県道が、

この堤を横切って南北に通じている。県道の

南側の堤内地に、熊野神社といういかにもひ

なびた宮岡がある。土地の人の話では、この

社が権現堂の名の起こりだといった。

文禄 3年（1594）、関東に入った家康は、利

根川の東遷に着手した。当時、荒川の流れを

支流として江戸湾に流れていた利根川は、毎

年はん濫して江戸の下町を侵した。これを防

ぐ手だてとして、利根川を渡良瀬川に放流し、

現在の江戸川にこの水を流して江戸を守ろう

とした。

さらに元和 7年（1621）、武蔵と常陸との聞

に横たわる下総の低い丘陵を横切って、赤堀

川をうがち、利根川の水を常陸の野に放遂し

ようとする。しかし 低い丘陵ではあっても

これを越させることは非常な難事業で、あった。

水は、常陸の野へは流れないのである。赤堀

川を広げ、水路を深くし、やっと現在の利根

川の姿が実現したのが承応 3年（1654）、これ

を企図してから実に34年の悪戦苦闘の歳月が

たっていたのである。

しかし、利根川の東遷はこれで終わったわ

けではない。関東の北東の山地に雨が降れば
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水は白然の理を求めて、葛飾の野にあふれ、

江戸川筋に奔流してくるのである。その時、

これを両手を広ろげ、精一杯に押し返そうと

したのが、この権現堂堤であった。この堤が

破れれば、水は昔の利根川に沿って、東京ま

で流れ込んでくるのである。

私は権現堂の堤の上に憩って、堤外地に放

牧された牛や羊のいるのどかな姿を眺めてい

た。確かに利根川水系には 8つの大きなダム

が完備して、洪水調節を行っているから、昭

和22年のような大洪水は起こらないかもしれ

ない。しかし半面、年々ダムは埋まり、流出

土砂は利根川を浅くしていることも確かであ

る。堤防は高くすれば、洪水を防ぐ期間は長

くなる。しかしその反面、災害のポテンシャ

ルはますます大きくなっていく。しょせんは

自然と人間の力とのイタチごっこではないか。

しかも、この利根川は、水理に反して山を

越えて放流されている川である。元和の昔か

ら昭和の現在まで 300余年、その水と人間と

の苦闘の歴史がそれをもっともよく物語って

いる。

いつの日か、眼前ののどかな風景を、狂うよ

うな濁流が奔とうして、堤を押し流すような

日のないことを祈って、家路についた。

9 
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ずいひつ

長崎水害のその後

片寄俊秀
長崎総合科学大学教授

hi11 

1982年 7月23日に長崎を襲った集中豪雨禍

は、人間一生の間にあれほどの大事件に出遭

うことがあるかないかというほどの大豪雨で

あり、大災害であった。筆者は宅造災害問題

10 

の研究に従事したことがあり、長崎の都市環

境からしてその危険を憂慮して、幾つかの事

例に取り組んでいたが、それはあくまで「通

常豪雨」レベルを対象としたものであり、今

回の超ド級に関しては、宅造乱開発が被害拡

大要因であったことは認めるが、それをすべ

ての「原因」に帰することはできないと考え

ている。それほどの豪雨であった。

ところで、環境問題の研究者が災害のまさ

にその現場にいたという事例もまためったに

なく、ここでしっかりとi動かねば男がすたる

という気持ちもあって 災害の当日から今日

までほとんど休みなくこの災害問題を追うと

ともに、力の及ぶ限り都市の再生復興に向け

ての提言なども行ってきた。正直いって、今

はいささかくたびれたという状況にあるが、

復興の本番はいよいよこれからであり、気を

抜くことは許されない。

問題の焦点は次の三つに要約される。

第 1は直接のり災者の救援の問題、第 2は

来るべき次の災害にどう備えるかという問題、

第 3は長崎という歴史的文化的伝統をもった

都市の再生復興を、安全性確保と両立させっ

つどう進めていくかという問題である。どれ

も難しい問題であるが、）｜民を追って述べてみ

よう。

第 1のり災者救援の問題で最大の矛盾は、

最もダメージの大きかった階層への支援体制

が弱く、どうしてもそのあたりが見捨てられ

てしまっている点である。災害の階層性とい

われるように、特に水災害の場合の被害層は

貧しい階層に偏るのが特徴で、社会的にも発

言力が弱い階層であるがゆえに、災害を機に

極貧層への転落という状況が起こっている。



今次災害では 300人近い死者の 9割近くが

土石流や山崩れ、がけ崩れによるものであっ

たが、被災の現地を歩いてみると、やはり自

然は正直だなあとつくづく思う。つまり、土

質工学や地盤工学には素人の眼にも、やられ

るべきところがやられているのである。富裕

層の多くは初めからそういう危い所には住ん

でいないのであって そういう戸斤に｛主まざる

を得なかった階層がやられている。

現行の災害救援体制等においては、原則と

して問題はすべて個人の責に帰せられるため、

転落者の救われる道はほとんど無い。その矛

盾が集中的に現れているのが住宅の問題であ

り、たとえば、応急仮設住宅が市内に 4戸建

てられたが（たった 4戸というのも問題）、そ

の内容たるやウサギ小屋どころか物置き小屋

以下のプレハブハウスであった。これだけプ

レハブ住宅の技術が進み、ちまたには余って

困っているという日本においてである。その

他、倒壊住宅のローンに追われる人、急場し

のぎで入れてもらった公営住宅から追い立て

をくっている人等々、住宅問題の現実は誠に

厳しい。

第 2は、第 3の問題と深く関連するのであ

るが、都市の防災性と安全性の確保といえば

大土木事業である、という誤った「常識」が

依然として大手をふってまかり通っていると

いう点に問題がある。

集中豪雨は地震に比したとき格段に予知予

報が可能な自然現象である。端的にいえば、

現在の技術水準で、さほど大金をかける必要も

なく、 30分から 1時間前に「逃げろ」という

最終警報（避難命令）を出すことが可能であ

り、 「死亡ゼロ」は決して夢ではないのであ
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る。大土木事業はさておいて、応急復旧とこ

の微気象観測、予報、警報、避難システムの

確立に全力をあげるならば、ほんの数億の投

資でも相当な効果があり人の心も落ち着く。

そうしたうえで大土木事業も含めた都市の再

生復興事業に着実に取り組んでいくべきでは

ないだろうか。だが、現実には、気象庁は微気

象観測の抜本的強化のための予算要求すらし

ていないらしいし 県も市も表向きはともか

く、実際の動きは誠に鈍い。そして、早くも

ホあの日グが再び、巡ってきつつあるのである。

第 3の問題については、広範な市民による

ねばり強い運動がようやく行政を動かし、全

国に先駆けて都市河川治水と文化財保全の両

立問題に新しい地平をひらいた。具体的には、

長崎市の中心部を流れて長崎港に注ぐ中島川

という小河川と、そこに架かる眼鏡橋などの

江戸期のアーチ石橋群の修復・復元問題につ

いてである。

かつて、高度成長期に市民から見捨てられ

てドブ川と化していたこの川は、近年の「中

島川を守る」市民運動などによって次第に清

流を取り戻し、都市内のオアシスとして市民

に愛されていた。そこへあの大災害である。

自慢の14橋のアーチ石橋群のうち 6橋流失、

2橋大破という大損害が出た。辛うじて残っ

た眼鏡橋のアーチリングを撤去しようとする

国・県の原案は、市民の強い声を受けて修正

され、現地修復して、なおかつ安全性を確保

する案を採用することとなった。

セキュリティ（安全性）とアメニティ（住

み良さ、美しさ）の統一的達成という 21世紀

の都市づくりへの道はなお遠いが、明かりは

少し見えてきたというべきか。
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今年の 9月10～ 15日の間に、 90%以上の確率で、

富士山が山体を吹き飛ばす大爆発を起こし、 M8

級の東京大地震も発生するという、気象庁OBの

相楽正俊氏の著書「富士山大爆発」（昨年 8月初版

発行）が大評判になり、世間を騒がせた。ついに

地元の鈴木強代議士が、昨年末、相楽説の信ぴょ

う性の有無などについて、政府に質問主意書を提

出し、政府も、約 1か月後に「その風説には科学

的根拠はない」などという答弁書を出して、相楽

説を真っ向から否定した。

確かに、相楽説は独断と偏見にみちた人騒がせ

なはったりで、不謹慎のそしりを免れない。

し、この騒ぎは 9月まで尾を引きそうである。

月は「防災の月」である上に、今年は関東大震災

60周年で、マスコミは地震・火山問題も特ににぎ

やかに取り上げそうだからである。

そのうえ、富士火山問題は、相楽説を葬リ去リ

さえすれば事足りるというものではない。つまり、

富士山はれっきとした活火山であり、相楽流に次

しか

9 
富士山須走口 3合目付近での噴気・地熱による

融雪（ 1957年｜月）、富士山測候所

の噴火発生の具体的時期を予言するのは無謀であ

るが、今後も噴火する恐れは多く、その総合的な

対策を着実に推進しなければならない。そのため

には、まず、相手の素性を正しく知ることが肝要

であろう。

富士山は肩車に乗っている

秀麗を東海の空にかけるこの成層・円錐火山は、

古来、日本の象徴として仰がれ、親しまれ、海外

にもよく知られている。その傾斜は山頂部で33':._

38°＇すそ野では 20～ 3。で、美しい対数曲線を描

この火山の生い立き、底面は直径約30kmもある。

ち、成り立ちは、 そオ1をライフワークとしてこら

れた津屋弘達東大名誉教授や、近くは町田洋東京

都立大教授らによって究明されてきた。

諏
訪
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富士山は日本の最高峰（3,776m）であるが、実

は、その下により古しユ小御岳・古富士の両火山が

存在し、富士山自身の厚さは最大 1,500m足らず

である。つまり、私たちが仰ぎ見る富士山は、先

代の肩車に乗っているのである。

新生代新第三紀の主に海底火山噴出物からなる

「f卸坂層」と呼ばれる地層の上に、第四紀洪積世

の中ごろ、今からおよそ70万年前に、まず小御岳
あしたヵ、

火山が誕生し、南方の愛鷹山と噴火を競演した。

この成層火山の頂部は、現在、河口湖からの登山

自動車道「スバルライン」の終点・小御岳（ 5合

目）付近に露頭している。

その後、静穏な時代が長く続いてから、洪積世

末期、つまり、今から約 8万年前に古富士火山が

活動を始め、激しい爆発型噴火をしきりに反復し、

南関東にも盛んに火山灰砂を降らせ、いわゆる関

東ロームを堆積させた。関東ロームは「赤土」と

俗称され、京浜地域の台地面をつくっている。そ

の火山灰は、東京付近では、肉眼では個々の粒を

識別しかねるくらい細かく、層厚も数m であるが、

それを富士山方向へたどっていくと、次第に粒が

粗くなり、層厚も増していく。東ふもとの御殿場・
すはし り

須走付近などでは、褐色で粗粒の火山喋が数十m

の厚い層を成している。

古富士火山は、今から約 1万年前、つまり、洪

積世から現世に移るころ、噴火活動の様相が急変

した。以後約 1000年にわたり、主に多量の溶岩

を流出させる噴火が繰り返され、現在の富士山の

原形がほぼできあがった。現在、この火山の頂部

は、 1707 （宝永 4）年の大噴火で生じた火口に露
あかいわ

出している赤岩で、標高 2,700mほどである。

図！ 富士山の断面図

富士山頂
車問 ／～へ 北

西空 f ど3ゐh 荒

,F二 － －－：－：＇：己記号1:\::::·H.;::::::::\j;引 li<IT汁~～ － 

t:行方持：.；：：・：：：.・：：：：：.：・：・：・：・：・：：；：；；長三ー当面定三一一ーH.斗当T出品理主因

H1：富士山 H2：古富士火山

I：岩洲火山群噴出物 F：；富士川

K：小御岳火山 T：基盤の新第三紀層
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それから約 4000年も静穏な時代が続いたが、

今から約 5000年前、つまり、縄文前期末に、古

富士火山の山頂にほど近い所で噴火活動が再開さ

れた。現在、私たちが富士山と呼んでいる新富士

火山の誕生である。なお、この約 4000年の静穏

期は、火山の寿命からみるとごく短いので、古富

士火山と新富士火山を継続的な一連の活動とする

学者もある。とにかく、新富士火山は、近くは前

記の宝永大噴火まで幾度となく噴火を繰り返して、

徐々に背丈を伸ばすとともに、火山砕屑物や溶岩

流で古富士火山を覆い穏していった。

2 富士火山の前科表

富士山の噴火の最古の記録は、万葉歌人高橋虫

麻呂の作と伝えられる「木点山を詠う歌」の中の「燃

ゆる火を雪もち消ち 降る雪を火もち消ちつつ」

と書かれた部分で、養老年間の西暦 720年前後の

噴火であろうと推察されている。しかし、歴史書

に残された噴火は、「読白未記」に記された781（天

応元）年を皮切りに、 800（延暦19）年・ 864 （貞

観 6）年・ 1707 （宝永 4）年の 3大噴火など計17

回ほどである。

13回目の1083 （永保 3）年までは平均約30年ご

とに噴火を繰り返したのに、それから1707年大噴

火までの 6世紀余の間にはわずか 4回しか噴火せ

ず、ことに1083年の噴火の後は 428年間も噴火が

見られなかった。さらに、 1707年の大噴火の後も

すでに 276年も噴火していない。しかも、 1083年

までの噴火は概して勢いが盛んで、しばしば溶岩

流も発生したが、その後は爆発型噴火に限られ、

また、噴火規模の点でも、 1707年を除けばさした

る噴火はなかった。

また、訴j長舎の本朝文粋の「富士山記」、作者

不明の「竹取物語」など多くの文献からみて、富

士山は有史時代に入ってからも長く煙をはき続け

ていたようである。その噴煙活動が画期的に衰え

始めたのは、前記の1083年の噴火の後である。そ

13 
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れでも、以後 1世紀ばかりの聞は連続的に多少と

も噴煙していたことが、西行法師の「山家集」な

どからうかがい知られるが、阿仏尼の「十六夜日

記」などからみて、平安・鎌倉両時代の交に富士火

山の噴煙はまったく途絶えてしまったようである。

ところで、「日本後記」などによれば、 800 （延

暦19）年の大噴火では山頂や山腹で爆発活動と溶
あLカζり

岩流出活動が盛んに展開された。東海道の足柄路

図2 1707（宝永 4）年大噴火の降灰分布（堆積の厚さ）津屋弘達

博士による

， ， 
， ， ， ， 

， ， ， 

太

平

も多量の降灰砂でふさがれたので、 802年に箱根路 ｜静岡

が新しく聞かれた。 803年には足柄路も再開された

が、箱根路にお株を奪われたまま現在に至ってい

る。 864（貞観 6）年の山腹噴火の様子は「三代実

録」などに記されているが、地質調査からもその

活動の激しさが推察され、まさに、富士山の有史
けんまるひ

以来最大の噴火であった。青木ヶ原・剣丸尾など
せの今み

の大溶岩流が発生し、前者は北ふもとの剃海を西

湖と精進湖に 2分した。

1707 （宝永4）年の大噴火は、山腹での激しい

爆発活動に終始し、まず、富士山としては異例の

石英安山岩質の軽石や黒曜石が噴出され、ひき続

いて玄武岩質の火山砕屑物が噴出された。噴出物

総量は約 8億 5,000万maて＼東方約90kmの川崎で

も約 5cmも積もった。当時の状況は、新井白石の

「守斤たく柴の記」などに記されてあり、江戸でも

地震や爆発音がしきりに感じられ、黒雲が天を覆

い、昼間も灯を用いたという。降灰のため関東一

円に風邪が大流行したそうである。

3 難しい噴火の予知・予報

富士山でも、ときには地下のマグマの活動によ

ると考えられる、いわゆる火山性地震が幾つか観

測されている。しかし、近年、多数の死傷者を出

した富士山の落石事件は火山性地震の多発による

もので、この火山の地下活動が不穏化している証

拠だという、相楽氏の主張は事実誤認である。相

楽氏は、他の 2、3の地学者たちが、この落石事故

が火山性地震に誘発されたかのごとく報じている

14 

。 j羊

。大島

のを有力なよりどころとしているようである。け

れども、気象庁の「火山報告」 20巻 3号（1980年

7 ~ 9月）や、日本気象協会の月刊誌「気象」 282

号（1980年10月号）で、気象庁地震課は、事故当

時、そのような地震は発生していなかった旨、明

記している。とにかく、富士山では、近年、火山

性地震が多発したことはないようである。

そのうえ、富士山では、今のところ近々噴火す

る前兆らしい他の異常現象もまったく認められて

いない。山頂の成就岳の荒牧、山腹の宝永火口、

須走口 3合目などに散在している噴気・地熱部の

温度も、近年はかなり低下している。つまり、体

温が冷え切ったとはいえないが、発熱状態でもな

いようである。

しかし、老若男女を問わず全国民の関心の的で

あるこの火山だけに、戦後にも、しばしば噴煙の

発生や地温の上昇、噴気の活発化といった火山性

異常現象の発現が報じられた。もっとも、調べて

みると、強風やつむじ風で砂じんが吹き上げられ

噴煙に見間違えられたり、積雪が強風ゃなだれで

吹き飛ばされたりして、局所的に地膚が露出した

のを、地温の上昇や噴気の活発化のためと早合点

されたものばかりであった。なお、富士山は、海

抜2,450m( 5合 5勺）以高は露岩地帯で、強風な

どによって砂じんが吹き上げられやすい状態にな

っている。



とにかく、火山活動の監視 噴火の予知・予報

は、いろいろな面でなかなか一筋縄にはいかない

難問である。噴火予知の戦略としては、各火山の

氏素性・持病・体質などの的確なカルテを作成し、

それに基づいて火山の地下の動きを監視し続け、

噴火の前兆らしい各種の異常現象をなるべく早期

に捕そくし、追跡していくほかはない。しかし、

「噴火予知の観測・研究のゆりかご、」といわれ、

全国の諸活火山中でも、この方面の観測・研究が

最も進んでいるはずの浅間山でさえ、昨年4月の

中噴火も、本年4月の中爆発も、予知・予報し得

なかったのである。 「まして、富士火山において

おや」というところである。

4 予想される噴火の様相

既に多々述べてきたことからみて、富士火山は

まだ生きており、いずれまた暴れ出すと覚悟しな

ければならない。残念ながら、その噴火発生の具

体的時期については、今のところ、いわば五里霧

中で、何ともいえない。その点、東海大地震の予

知・予報問題とよく似ている。しかし、富士山が

将来噴火した場合の様相については、ある程度ま

で子想することができる。それを、思い付くまま

に列挙してみよう。

1 ) 新富士火山の噴出物は大体流動性にとむ玄

武岩質で、大規模な溶岩流出が起こりやすい。こ

の火山には、風穴・氷穴と呼ばれる溶岩トンネル

が発達した大溶岩流が広く各所に分布しており、

有史以後にもしばしば溶岩を流出し、 800（延暦19)

年、 864（貞観 6）年の両大噴火がその著しい前例

である。

2) ごく激烈な大爆発も起こり得る。800年、1707

（宝永 4）年の両大噴火がその好例である。特に

後者で、多量の玄武岩質の噴出物に先だち、粘り

気の強い石英安山岩質の軽石や黒曜石が噴出され

たことは、爆発の激しさを裏付けている。

3) 富士山の有史以後の諸噴火の間隔は概して
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次第に長くなっているが、今回のように休眠期が

長いことはまれであり、むしろ警戒を要する。ど

んな岩質の火山でも、休眠期が長いほど次の噴火

はより激しくなる傾向があるからである。

4) 山頂よりも山腹から噴火する可能性が大き

い。富士山は寄生火山が60以上もあるのが著しい

特徴で、なかには長尾山（864年）・宝永山（1707

年）のように、有史以後の噴火でできたものも少

なくない。現在のように、長い休眠期の後の噴火

は、特に山腹噴火の恐れが多い。なお、寄生火山

の過半数は山頂を通る北北西一南南東方向に分布

し、この方向に特に噴火を起こしやすい弱線が存

在することがうかがわれる。

5) 爆発による噴出物は、火口の東方に降下す

る確率が大きい。日本付近の高空では偏西風が卓

越しているためであるが、その好例は800年、1707

年の両大噴火である。

1 ）ー5）を総括すると、次の噴火は山腹噴火の恐

れが多く、大噴火の場合には、大爆発に始まり溶

岩流出型の噴火に移行する公算が大きく、また、

南関東も降灰砂で荒廃させられる恐れがはなはだ

多い。昔と違って、そのような大噴火が起こった

ら、日本の大動脈のみならず心臓までとどめをさ

され、繁栄を誇っている日本全体の機能もストッ

プしかねない。油断は大敵である。

鈴木代議士の質問に対して政府は、 「富士山の

火山現象については、富士山およびその周辺に各

種の観測施設を設置しており、所要の観測体制の

整備を図っている」と答弁した。確かに、富士山

では、近年、山梨大学・東京大学が地震計による

観測を続けており、また、この付近には、東海大

地震に備えての関係諸機関の各種の観測網も張り

めぐらされている。しかし 富士火山にふさわし

い万全の備えができているとはとてもいえない。

相楽氏の「富士山大爆発」のような荒唐無けいの

説を世にはびこらせないためにも、本格的な火山

観測体制の整備が是非必要であろう。

（すわ あきら／地震火山学者）

15 
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高齢者と労働安全

高橋恒彦氏

昭和19年 9月 慶応義塾大学工学部卒

同24年米極東空軍指令部安全部技術顧問

同31年全日本産業安全連合会調査課長

同39年 中央労働災害防止協会調査研究部研究課長

次長をへて、現在同協会嘱託

横溝克巳氏

昭和23年 3月 早稲田大学理工学部工業経営学科卒

同25年 3月 同理コ：学部応用化学科大学院卒

同40年 4月 同理工学部教授

現在学科主任 人間工学会常任理事

主な著書「人間工学入門」（日刊工業新聞社）

「労働と入間行動」 （泉文堂）

1. 高齢者の労働災害の実態

高橋 我が国がこれから迎える高齢化社会は、諸

外国に比べるとそのスピードは速いし、高齢化の

程度も高いということで、各方面で議論が盛んに

なっていますから、予防時報の読者としても関心

が高いんでしょうね。そこで「高齢者と労働安全」

というテーマで対談を、というわけですが、この

問題は、中央労働災害防止協会としてもこれから

取り組もうとしているもので、今現在はあまり多

くのことがわかっていませんで、具体的なお話が

できる段階じゃないんです。しかしまあ、一般的

な話ならできるだろうというととでお受けしたん

16 

ですが・・・・

横 溝 たしかに日本の社会の高齢化はすさまじい

ようです。ちょっと数字的にみてみますと、たと

えば、 65歳以上の人が 8%から 18%になるのに何

年かかるかというのをみると、フランスやスウェ

ーデンでは 100年から 170年ぐらいかかっている

し、イギリスにしても60年ぐらいかかっている。

それに対して日本は40年ぐらいで到達するだろう

といわれている。その20%になるのが2000年ごろ

と予想されています。

2010年になると、日本の生産年齢人口（ 15～ 64



歳）に対する65歳以上の人口比率（老齢人口指数）

は26.6%ですから、 3.7人で 1人の老人を扶養しな

ければならなくなる。実際には18歳以上でなけれ

ば労働をしないと思われるので、 3人で 1人を養

うようになってしまうでしょう。ですから、いま、

政府も積極的に勧奨しているように、定年延長の

問題がどんどん進行しているわけです。定年制を

実施している企業はいま 74%ありますが、そのう

ちで55歳定年は47%、60歳定年が33%、65歳定年

は3.3%というのが現状です。

それで現実には定年が延長されても、 55歳で職

種が変わるとか、定年後再就職というようなこと

で慣れない職種に移るという問題があります。も

う一つは、人間は加齢によっていろいろな機能レ

ベルが低下することです。そこで、そういう人が

増えると安全の問題にどんな影響があるかという

のが、今日のテーマですね。

ところで、高齢者の労働災害の現実の統計はど

うなっているんでしょう。

高橋 高齢者の労働災害の傾向というのは、率直

にいうと現在はあまりよくわかっていないんです。

私どもは労働省の災害統計を使わせてもらうわけ

ですが、今までは特に高齢者の災害を分析すると

いう考えで災害統計が処理されていないんですね。

最近この問題が重要だということで、これから手

掛けるというのが実態です。

今わかっていることを大雑把に申し上げると、

たとえば昭和55年の統計を見ると、製造業では、

休業災害は50歳以上の人が30.7%となっています。

このうち永久全労働不能、これは、たとえば両眼

が失われたとか、両腕あるいは両足が失われたと
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いうことで、永久的に全く労働ができなくなるとい

う障害ですが、そういう災害については50歳以上

の人が占める割合が75%ぐらいと、 30.7%を大幅

に上回っています。死亡は思ったほど多くないん

ですが、業干重によっては多いものもあるようです。

また、この統計でみますと、 1か月以上の休業

が33～ 34%と、これも30.7%を上回っています。

これは労働災害全般にいわれることなんですが、

高齢者は一度災害を起こすと休業日数が多い。こ

れを重篤度といっているんですが、高齢者は重篤

度が高いんです。現場を調査してみましても、若

い人、あるいは壮年なら 3日か 4日の休業ですむ

ようなものが、高齢者ですと 2、3週 間 休 業 す る 場

合がかなりあります。このようなことが高齢者災

害の一つの特徴ですね。

それから、どういう型の災害が高齢者に多いか

という問題ですが、これは詳しくは職種別に調べ

ないといけないんですが、現在はそういうデータ

はありません。ただ、大雑把に申しますと、やや

常識的かもしれませんが、墜落とか転落、転倒が

非常に多い。それから、物に挟まれたというのが、

高齢者にかなり片寄って発生しているといえます。

感電災害、これは前からいわれていたことですが

著しく低いんです。感電災害が一番多いのは電気

工事業で、柱の上に上がって作業をするケースで

すが、こういう作業は高齢者はあまりやらないと

いうことかもしれません。また、高齢者は用心深

いので災害にならないということかもしれません

が、その辺はあまりはっきりしていません。

非常に大雑把な話ですが 今わかっているのは

こんな程度です。

2. 心身機能の低下と災害の関係

高橋 ところで、高齢者というと心身機能の低下

という問題があります。これが労働災害とどうい

う関係があるのか、その辺の問題を、横溝先生が

研究されている加齢による心身機能の変化そのも

のについてお話し願えませんか。

横溝 心身機能と労働災害との関係はまだはっき

りわかつてはいません。

労働安全の研究をしていくとき、いろんなアプ

ローチの仕方があります。たとえば機械装置の面

から考える。あるいは、暑さ、寒さ、湿度、汚れ、

17 
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床の状況とか、そういう職場の環境の面から考え

る。またあるいは、タスクといっている生産能率

を上げなさいという企業の要請とか勤務条件とか

いう問題、このようないろいろなことが安全にか

かわってくるんです。個人の心身機能の問題も、

その中のーっということです。

ですから、心身機能の低下が労働災害とどうい

う関係があるかは、現実の災害を年齢別、職種別j

に分析して、その結果と我々の研究をすり合わせ

てみるとか、あるいは、個々の災害事例を詳細に

原因調査するということをもっとやってからでな

いとはっきりしたことはいえません。

私たちの研究している加齢による心身機能の変

化というのは安全にも密接な関係がありますが、

それ以前に、高齢者の労働能力は生産性と非常に

関係が深いので、大手企業などで積極的に研究し

ているところもかなりあるわけです。

それでは、研究の内容を2、3ご紹介しましょう。

まず肉体的な劣化ということでは、よくスポー

ツ選手の年齢が話題になりますね。たとえば、水

泳の短距離（女子）の最高記録年齢は17～ 21歳と

か、ボクシングなら軽量級は19～ 22歳、重量級で

26～ 30歳、野球のピッチャーは27歳、その他は28

歳、あるいはゴルフならアマは25～ 29歳、プロは

30～ 34歳というようにいわれています。こういう

スポーツでは、今挙げたような年齢がピークで、

それ以後は能力が低下するんだといわれています。

ピーク年齢は知的な要素が多く要求されるスポー

図 l 粗大動作（モダブツ評価法）
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ツほど高くなります。これは、仕事でも同じことが

いえるわけで職種によって異なるということです。

肉体的能力についていうと、一般には20歳ぐら

いがピークでそれから先は 1年に 1%ぐらいずつ

落ちていくといわれています。そうすると、 20歳

の最大能力が lOOkgだとすると、 50歳では70kgぐ

らいが最大能力になります。これに20kgの仕事を

与えますと、 20歳の人は20%の負担率ですが、 50

歳の人は28.5%の負担になります。ですから、年

をとった人に若い人と同じ条件で仕事をさせると

キツイということになります。仕事のスピードそ

の他の条件を一定にして負担率を軽減させるには、

50歳の人には 14kgの仕事を与えなければならな

い。ただし、これは時間とかその他の条件を同じ

に考えたものですが、年をとった方にはもっと時

間をかけていいとか、そういう仕事の与え方をす

れば、若い人と比較的似た形の仕事ができるとい

うことになります。

それでは肉体的機能というのは年と共に一様に

落ちるかというとそうじゃない。子を使う動作で

は図 1に見るように、それぞれの動作能力の落ち

方はかなり違います。一番落ちるのは肩のあたり

で、重い物を持てなくなる原因はここにあります。

それからだんだん手先の方にいきまして、上腕、

前腕、手首、指ということになる。ですから、手

先の仕事というのは年をとっても、昔からやって

いた仕事は相当能率ょくできるということがあり

ます。

高橋 工芸面で名人というのは高齢者が多いですね。

横溝 工芸の分野では、手先の問題もありますが、

芸術的な能力が大きい。これはあまり年齢とは結

びつきません。

手を使う仕事では、企業の現場でも実際に労働

表｜ 最高記録年齢（レーマン）

水泳（女） 17～ 21歳アイスホッケー（プロ） 24～ 28歳

（男） 20～ 24 ライフル、ピストル 25～ 29 

ローラースケート 14～ 18 マラソン 26～ 30 

500 mまでのレース 21～ 24 野球 ピッチャー 27 

ボクシング（軽量） 19～ 22 その他 28 

（重量） 26～ 30 ゴルフ（アマ） 25～ 29 

テニス（シングル） 22～ 26 （プロ） 30～ 34 

フットボール（プロ） 23～ 27 



能力を調べるテストが行われています。たとえば、

ボルトとナットを組み立てるというような単純な

仕事ですと、 l年に 1 %も落ちません。 0.7～ 0.75

%ぐらいで、加齢と共にわずかに落ちていくとい

う形です。そのほか、機械加工では60歳になっても

2%ぐらいしか落ちない。板金、機械の組み立て

で10%前後です。ただし、巻線とか細結線とかい

う作業となりますと、大体20～ 30%ぐらい落ちて

しまうということです。

これは、年をとると指先の震えが出てくるとい

うこともありましょうが、日め機能、視覚が衰え

るということが大きいようです。視覚の衰えは40

歳になると出てきます。

目の鋭敏さの比較というのがありますが、これ

をみると、 20歳のときを100とすると30歳では95、

40歳では90、50歳では83、60歳では75、70歳では

62、80歳では42というように大幅に落ちこみます。

視覚の衰えを補うには、照明を明るくしてやるこ

とが必要となります。
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視覚に限らず聴覚や触覚でも同じですが、人間

の五感というのは、 2倍の感覚を得るためには 4

倍の刺激が必要だということがあります。これは、

明るさを 2倍に感じるようにするためには照度を

4倍にすることが必要なわけです。そんなことが

ありますから、環境づくリのときに考慮、をすれば、

感覚機能の衰えはかなり補いがつきます。

3. 災害にかかわるメンタルな要素

高橋 メンタルな面では加齢による変化はどうな

んでしょう。

横溝 メンタルな機能の方が低下度は大きいとい

えるでしょうね。特に大きいのが頭の柔らかさで

す。柔らかさを測るいろんなテストがあるんです

が、たとえば乱数を言わせるという方法がありま

すが、私たちが実験したのでは、 18～ 19歳（学部

の 1年か 2年）を100としますと、 4年ぐらいにな

りますと80近くに落ちてきます。大学院生になる

ともう少し落ちる。 60歳近くになると大体50ぐら

いになってしまいます。図 2は、トランプをたく

さん並べておいて、そのうち 1枚だけ違うのを見

つけるテストの結果ですが、 20代を 100とすると

30代；では70～ 60ぐらい、 40イtになりますと50ぐら

いに落ちる。 50代ではあまり変わらないが60代に

なるとまた30ぐらいに落ちます。

こういうことが労働災害の面でどう響くかとい

うことですが、肉体的にはそんなに落ちなくても、

ぱっと何かが起こってたくさんの情報がある中で、

図2 卜ランプ識別
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瞬間的に判断して行動しなければならないという るいは行動が遅れて間に合わないとか。

時、判断とか指令の面で現れると考えられます。 高橋 瞬間的にたくさんの情報を判断して対応す

危険がわかっていながら行動ができないとか、 あ るという日寺、 反応時間が長くなることが大きく影

図 3
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ワ カビリティ テスト項目（テスト No.) j邑 力IJ

テストm日

ワー力ビリティテスト項目とテスト内容

使 用身体部位と動作 使用器具

片手動作 指先で軽い物を滑らせて移動させる チェッカー盤、チップ

If 指で軽い木片をつかんで机上におく 製氷皿、木片

II If 別の十$内におく II II 

If 指でビ 玉をつかみ枠内におく II ビー玉、椀

両手動作 II " II 

If II ビー玉の運搬距離はテスト 5より長い II II 

／／ ボルト、ナットの組み合せ ボルト ナット

If アダプタ にプラグのさし込み 3 pプラグ、 3pアダプター

両手歩行 4 kgのレンガの運搬 4 kgのレンガ 6j周

” レンガを棚に並べる If 栂］

片手動作 落下する定規をつかむ 定規

両手動作 トランプの区分け、封筒入れ トランプ、封筒

目、識別 トランプの違いの判別、 4稜ある トランプ

簡単な加算、記入 サイコロ 3個の目の加算、記入 サイコ口、椀、秒時計

読解力 文章を黙読し内容の聞に答える 文章

筆記（転写） 短い文章の活字体、筆記体の転写 文章

筆 算 加減乗除の手計算 計算問題

索 ヲ｜ 電話帳より索引 電話帳

追加テスト 数と型との照合、短期記憶 テスト問題

／／ 注意力集中、弁別能力、 2種ある 抹消テスト問題

If 深い体の屈伸動作、木片拾い 木片
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響するんですか、それと

も情報の選択とか判断に

時間がかかるんですか。

横溝瞬発的にかわすと

いうように筋肉を働かせ

る動作は、前からわかっ

ていることなら若くても

年とってもそう変わらな

いんです。 神経の伝達速

度はやはり加齢によって

落ちますから、多少の影

響はありますが、それほ

と、、変わらない。それより

とっさの判断に時間がか

かるんじゃないかという

ことです。

高橋 先程、製造業の災

害統計でお話ししたよう

に、高齢者の場合、挟ま

れ事故が多いんですが、

これは、瞬間的な反応が

j~いからではないかと想、

｛象しているんです。 もう

少し中身を調べないとわ

からないんですが。

横溝 メンタルな問題で

はもう一つ、肉体的に非

常に疲れてくるとメンタ

ルな機能が低下するとい

う事実があります。 飛行

機のパイロットが長時間

操縦して着陸する時、 あ

るいは戦闘でくたくたに

なって帰ってきた時など

疲労してメンタルな能力

が小さくなるんです。そ

うすると、 高度だけと



か、速度だけとか、一点にこだわって集中してし

まい着陸事故が多くなるのです。

年をとってくると、頭脳的能力が小さくなりま

すから、この例のように何か一つのことに集中し

てしまう。そうすると、安全のためには全般に気

配りしていなければいけないのに、それが若い人

のようにはできなくて、その結果災害につながる

ということが考えられます。

毛よなんかも、よくキ凡の角にぶつかるということ

があります。若いころはぶつからなかったのに、

何か手元が見えなくなるというんですか、物理的

に見えなくなるんじゃなくて、知覚の上で配慮、が
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表れてこなくなるというのが一つあるんじゃない

かと考えてます。

高橋 今のお話の集中するというのは、安全の世

界では一点集中といっているんですが、これは確

かに高齢者にありそうな感じはします。

それから肉体的な能力の問題ですが、墜落、転

落、転倒が多いというのは、脚力が落ちるという

こと、平衡感覚が落ちるということがいえると思

うんですが。

横 溝 そうですね。まず手よりも足にきまして、

脚力の劣化度が高い。足の方は手より 2倍ぐらい

の速さで落ちます。

4. 何歳まで安全に働けるかー65歳は安全労働年齢

高橋 先程のお話ですと、機械加工や組み立て作

業というのはかなり高齢になっても充分できるよ

うですね。

横溝 ええ、経験充分な仕事なら大丈夫です。経

験の豊かな事柄は、頭にパターン化されて組み込

まれているからアウトプットしやすいということ

でしょう。

頭脳の働きをよくするためには、頭への血流量

が多い方がいいんですが、この頭へ行く血の量と

いうのは、大人は20歳ぐらいから大体安定してい

て55歳ぐらいまでほぼ同じです。そして55歳ぐら

いから落ち始めます。 65歳になると相当落ちる。

ただし、これは落ちる人は落ちますが、落ちな

い人は落ちない。非常に個人差があります。この

個人差が60～ 65歳では非常に出る。プラスマイナ

ス10歳だという人もいるくらいです。

高橋 そうすると、これから高齢者の方に働いて

いただく時に、やはり個別に心身機能といいます

か、そういう能力を測定して配置することが必要

になってくるわけですか。

横溝私は必要だろうと思います。実は別な面で

70歳ぐらいのいろんな方の能力を測定したことが

ありますが、それぐらいの年齢になりますと、能

力のある方は何に関してもあるんですが、ない方

は全然ない。それで調べてみると、それは前歴に

左右される面があるようです。

どちらかというと、肉体労働を主体にして過ご

してきた方は、メンタル面での衰えは大きい。逆

に非常に頭脳を使うような仕事をしてきた人は、

能力があるということです。これは、軽い肉体作業

および事務的な各種の作業をテストしたもので、マ

イクロタワー法という職能評価の一つの手法です。

このような調査から、高齢者の労働能力という

のは、人によつて違うし、前歴によつて違うとい

うことカfいえると

高橋 前歴によつて違うということは、結局世代

図4 年齢と
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によって変わってくるということですね。現在の

60歳と 10年後の60歳のそういう能力、機能は違う

んだということがいえるんですか。

横溝 その辺はちょっとわかりませんが、恐らく

これからは肉体労働はどんどん機械に変わって、

頭を使う仕事に変わっていくだろうと考えられま

す。寿命はさらに伸びるでしょうし、生活条件も

よくなるでしょうが、逆にあるいはストレスが多

くなるかもしれませんし、どういう影響が出るか

ははっきり予測できませんね。

高橋 いま労働省で60歳定年というのを勧奨して

いますが、いずれは65歳定年を勧奨するんではな

いかという話まで出ております。しかし一方、中

小企業では大企業が60歳定年となって、 60歳にな

ってから転職して来たのでは困ると、 50歳ぐらい

で来てもらいたいといっておられる方が多いんで

すが、やっぱり 50歳と60歳では随分違うんでしょ

うね。

横溝私は違うと思いますね。 50歳といったら一

番いい時期といえるでしょう。さっきもお話しし

たように、 50歳なら頭へいく血流量も 20代と変わ

らないんですから新しい仕事への転換もできる年

齢です。

また、会社のいろいろな仕事をうまくやってい

くには年とった人だけこられでも困るんで、やは

り若い人もいれば年とった人もいる、中年の人も

いる、というように混合した状態で、ないとうまく

運営できないんで、そういったことも併せて考え
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ると、中小企業の方のいうことはもっともだと思

いますね。

高橋 50歳なり 60歳なりで新しい会社に移られる、

あるいは同じ企業に残る場合でも高齢になったら

職務の再設計をする、そういう時にどう考えるか、

事例を 2、3お話しくださいませんか。

横溝 スウェーデンの鉄鋼会社とカナダの航空機

製造会社の例ですが、本人の医学的所見に基づい

て工場作業はあなたはダメですとか、能力を測定

して、仕事の要求する能力と本人の能力がマッチ

するように職務の再配置をするというようなこと

をやっています。

高橋 先生がお書きになったもので拝見したんで

すが、作業改善の手法を高齢者が習得して非常に

効果があったという事例がありましたね。

横溝 これはテストケースみたいな形なんですが、

2泊 3日の作業改善手法の研修会に現場の方が出

たんです。非常にモチべーションのある方だった

んですが、ずっと現場を通してきたものですから、

宇を読んだり覚えたり、そういうことが大変だっ

たんです。その方は結局 5回目にやっと受かった

んですが、それからは大変活躍しているんです。

資格をとるのに苦労したけれども、改善手法を身

につけたら今度は現場に明るいということが大き

な武器となったんですね。

また、こういう例もあります。ある鉄鋼会社の

炉前工だったんですが、その方がキーパンチャー

に配置替えになったんです。それで、若い女性だ

ったら 2週間ぐらいで覚えちゃうことを、 2か月

もかかったといっていました。ただ、覚えてしま

うといくら残業しでも手が痛くなるようなことは全

然ないということで、うまくいっているようです。

とにかく、意欲があって、仕事に対して丹念に

勉強していけば、ブルーカラー的な仕事からホワ

イトカラー的な仕事に移ることも可能なんです。

ただ、全部が全部そうかというとそうじゃなく

て、意欲と能力のある方だったらできるというこ

とです。そういうことは、測定の結果にもいろい

ろ出ております。

高橋 高齢者の能力とか、一般的にいって65歳ぐ



らいまでは充分に働けそうだということは、お話

を伺って大分わかってきましたが、それは安全に

働けるという意味と理解していいんでしょうか。

横溝前にも申しましたように、安全という問題

は、ただ個人の能力とか機能だけじゃなく、機械

の問題もあるし環境の問題もある、あるいはタス
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クというようなこともありますから一概にはいえ

ませんが、能力や機能の面からいえば、低下した

のを補うような配慮、たとえば最初に話したよう

に作業スピードを遅くするとか、今お話しした能

力に合った職務につかせるとか、そういう配慮が

あれば充分安全に働けると私は考えています。

5. 一般の安全対策と高齢者対策

高橋 女性の問題ですが、災害の統計を調べてみ

ると、転倒などは女性の高齢者の方が多いような

感じがするんです。

先生と調査でご一緒したときにもそういうケー

スがありましたね。 30cmぐらいの所から踏み外し

て歯を折っちゃったという・・・・・・。落っこちて、つ

まずいて、前に転んだんですね。その時、ひざを

痛めるとか、手を痛めるというのはわかるけれど

も、顔をぶつけて歯まで折っちゃった。男の人な

らそんなにはならないんじゃないかと思ったんで

すが・・

横溝 男の人は大体ずっと工場で働いていて年を

とってきますね。女性はそうじゃないんじゃない

か、途中でやめて、今度はパートか何かで入って

くる。それもどちらかというと中小企業が多いで

すから、あまり事前訓練を受けていないんですね。

そういうことがあって、プレスの仕事なんかで

も、 2回も 3回も同じ十旨をつぶしてしまうという

事故が女性に多いんです。

私がプレス工場で見た例では、非常に危い状態

で仕事をしているんです。現在は、簡単なプレス

の仕事はパートの女性が大きな戦力になっている

工場が案外多いんですね。

高橋 そういえば、洋食器の産地として有名な燕

でも最近は50歳ぐらいの女性労働者が多いんだそ

うですよ。そういう方の災害が多いんだという話

は聞きませんでしたが、ちょっと心配だというこ

とはいってましたね。

横溝 女性は男性に比べて体力が 7～ 8割ぐらい

ですから、疲れが出てきて作業の仕方が崩れてく

るというようなことが考えられます。

現実に午後から夕方になると、スイッチを入れ

る足の動作と手の動きがうまく合わなくなるとい

うことカfあります。

高橋 話は変わりますが、中央労働災害防止協会

の安全委員会で、現在企業内で行われている安全

対策のアンケート調査をやったんですね。その結

果をみますと、まずいえるのは、必ずしも高齢者

のためにやったというのでなく、一般対策として

やったんだけれども、それが高齢者の安全にも非

常に効果があったというケースです。そういうこ

とが現実には随分あるんですね。

逆に、高齢者対策としてやったことが、一般の

安全にも非常に役立っているということも多いで

すね。

ですから、高齢者の安全対策というのも、それ

だけを考えるのではなく、総合的に人間工学の面

から研究していただくことが大事じゃないかと考

えているんですけど。

横溝確かにそういうことがありますね。安全対

策といっても、多くは平均値でやっているんです

ね。たとえばさくの高さなどは、背の高い人には

低すぎるし、低い人には高すぎる、そういう平均

｛直みたいな形で作ってますから、必ずしも個々の

高齢者にすべてぴったりとはいきません。ある会

社ではlQcm高くするだけで事故が減ったというこ

ともありますね。

そういうことが随所にあるんじゃないかと思い

ますね。

高橋 いまのさくの高さというのは法令で＇ 75cmと
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決まっているんですが、これは終戦直後ぐらいに

決めたんです。その後、日本人の体位が非常に向

上してきて、しかも上体よりむしろ足が長くなっ

ている。だから重心がますます高くなっているん

ですけれども、そういうことで一般の工場では、

最近ではさくの高さを90cmにしている。しかしそ

れでいいのかというと、まだ問題はあると思うん

ですね。人間工学的にみて、 95パーセンタイル等

を使うことは、まだ充分徹底していません。

横溝網の目なんかも、普通じゃ入らないんだけ

ど、どうしたわけか手がすっと入ってしまって事

故になるというケースがありますね。

話はちょっと飛びますが、精神薄弱者の働く現

場では、頭で考えるべきことを、目で見てわかる

ように、絵や記号で表示しているんですね。この

ような、見やすくするとか、色をうまく使うとか、

そういうことは高齢者対策に限らず、一般の安全

対策としてこれからいろいろ考えられるんじゃな

いかと思うんですね。

高橋 私どものアンケート調査でも、見やすくす

るとか、字を大きくするというのはかなりあります。

6. 調査・研究のこれからの方向

横溝 食品関係も案外災害が多いんですね。聞い

てみると、なるほどと思ったのは、 J令J東肉やまぐ

ろを切るのにチェーンソーを使うんですが、それ

を未経験の素人が使う。それで事故を起こしたり

しているんです。

高橋 食品関係も高齢者や女子が多いですから、

これから目を向けなければいけない分野と考えて

いるんです。

横溝 エレベーターというかリフトですね。レス

トランなどで料理を運ぶリフトなんかでも事故が

起こってますね。こういう 2次産業から 3次産業、

中間のいわば 2次半産業というところで事故が増

えている。

高橋 旅館業でも高齢者が相当にいますね。旅館

の災害というのは女性が大半ですが、配ぜん中に

階段で転んだりするわけですね。この問、石川県

に行ったら、基準局の課長がいうには一番災害が

多いのは製造業で、それと肩を並べるのが旅館業

だといってました。

横溝今までは災害というと l次産業、 2次産業

だったのが、だんだん視点が変わってきた。

高橋 これから高齢者の安全対策を固めていくの

に、どういう方向から研究を進めていったらいい

んでしょうか。

横溝 私個人の立場からいうと、まずいっておき
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たいのは、あまり規制して欲しくないということ

ですね。

高橋 今の時点では、労働省としても規制する方

向では考えていないようです。安全の最低基準と

して安全衛生規則がある。その上、高齢者対策と

してさらにこれだけのことをやれということにな

ったら、それは今の段階では少なくとも強制には

しないと，思います。

横溝 あとは私どもの研究としては、能率を落と

さないでやっていく。先程いったように、高齢者

にはいろんな弱点がありますね。そういう点を何

か別の面で補っていくということですね。

それからもう一つは、先程も出ました本人の能

力と仕事のマッチングといいますか、そういうこ

とを白守石在にできるような古lg力言平｛面のしっかりした

基準を作りたいですね。

高橋 私の方は統計の面でもうちょっとしっかり

したものをつかみたいと思いますね。業種あるい

は職種別に、高齢者になるとどういう問題がある

のかということをf甫らえてみたいとd思っています。

横溝 あと、社会科学的には、気分の落ち込みみ

たいなことですね。これは非常に大きいようです

から、研究したいですね。

高橋 それは福祉政策が絡んでくるんでしょうが

とにかく、やるべきことは山干責していますね。



はじめに

昭和48年から49年にかけて、我が国の代表的な

化学工場、特に石油化学コンビナート、たとえば、

徳山・千葉・京浜・鹿島・水島等の各コンビナー

トや直江津地区において、大規模化学工場におけ

る火災・爆発、大量油流出等の災害事故が連続し

て生じ、安全上、環境上の大きな問題となり、世

間の注目を集めたことはまだ記憶に華庁しい。しか

も、その後、石油ショックや景気の停滞等、世の

中の移り変わりとともに、連続的な大型の災害の

発生は化学工場においてはあまりみられなくなっ

た感があり、当時の災害を教訓として法的規制の

強化、自主保安の確立等の努力が実ったかにみえ

たのである。

ところで、石油化学コンビナートにおける事故

発生があまり目立たないまま年を経てきた昭和55

年において、住宅密集地域に立地した中小化学工

場で相次いで爆発事故の発生をみたのである。住

宅地域での突然の化学物質、それも法的には危険

物として規制されていないものによる大爆発の発

生は世間をゆるがし、コンビナートの事故とはま

た別の衝撃を与えることになって、業界や監督機

関がその対応に追われるはめとなったのである。

かくして、石油化学コンビナートについては、
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軍喧の化学工場の
事故の傾向

内藤道夫

大事故の発生はもう終わったかの感があったので

あるが、災害年という年は不思議と周期的に巡り

くるようで、昭和56年秋の北海道の炭坑における

大突出事故と、それに続く火災で大量の犠牲者を

出し、しかも、同炭坑は閉山という悲惨な結末に

端を発し、翌年昭和57年には、 2月早々からホテ

ルの大火災、大型旅客機の墜落と始まり、 3月末

日、一晩経れば新年度という夜半に、 9年振りと

もいえる大爆発火災が鹿島コンビナートで発生し

て大量の犠牲者を出した。しかも、 8月には、そ

れに輪をかけるように大阪地区の化学工場の大爆

発火災、四日市地区の合成樹指保管倉庫の大爆発

と相次いだのである。

これらの事故は、いずれも事故による被害が大

きく、第 3者も大きな被害を受けている。このこ

どはL昭和48年の爆発火災事故とも酷似している

だけでなく、さらに、 9年前の昭和39年において、

昭和38年秋の鉄道事故や炭坑の炭じん爆発大災害

の後に続いて、化学プラントや化学品倉庫の大爆

発、新潟地震による石油タンク群の壊滅的な大火

災の発生という、連続した大型化学災害の再現を

ほうふつさせるものである。

昔の産業環境や安全技術とはまったく異なって

いる現在でも、なお、このような酷似した災害の

パターンがみられるのはまったく不思議である。

25 
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2 石油化学コンビナートにおける

事故の傾向

自然とは異なる人工そのものの化学工場で、周期

的に大型事故の発生をみるというのは、何か大き

な理由がありそうであるが、特に、工場開に因果

関係があるわけでなし、偶然であろう。しかし、

他の業種、たとえば造船業や穀物倉庫業、木材加

工業等でも、火災爆発事故の発生は周期的に多発

する傾向があり、社会的にある因子があるかもし

れない。

そこで、筆者が知り得た範囲での最近の化学工

場における災害事故の傾向について、筆者の主観

という形で論じてみたい。ただ、筆者自身は災害

の原因を追求したわけでもなく、事故調査に当た

ったわけではないので、新聞等の情報やその他の

文献類から適当に判断しているので、当を得てい

ない部分もあると思われるが、事故対策上何等か

のお役に立てばと思い筆をとった次第である。

我が国の各地に散在する石油化学コンビナート

の事故の状況は、通商産業省の要請を受けて、高

圧ガス保安協会にコンビナート保安調査小委員会

が常置され、同委員会委員により、毎年 1コンビ

ナートごとにコンビナートの事故の状況とその原

因や保安管理状況の調査が行われ、結果が調査報

告書として公開されているので、これらの報告書

を参照すればよくわかるわけである。昭和56年ま

で、水島・千葉・堺泉北・四日市・鹿島の 5コン

ビナートについて報告書がまとめられていて、徳

山や京浜地区のコンビナート等、今後も調査が行

われるようである。

以上の 5コンビナートの事故状況については、

表 2 最近の石油化学コンビナートにおける主要な漏えい事故例

発生
業 種 事 自主 松t 要 損害程度

漏えい原因 中V’宇百' 果
No. 

年月 （一次原因） （着火源）

昭和
アルデヒド分離塔のオ パヘッドコンデンサーまでの聞に、水が張られてい

バルブ開放（内
るかどうか確認のため、当コンデンサーのべントバルブを開放したところ、 火災

53. 5 石油化学
水洗作業が不充分だったため、アルデヒドと水の混合物がミス卜状に噴出し

死傷なし 容物未確認ミ
（自然発火）

1 

て直下に敷設されているスチームラインに触れ発火した。
ス）

岸g~出荷設備の配管ピット内において、定期修理の一環としてピット内配管

53 11 JI 
受け架台を更新作業中、スチレン配管をクレーンで数cm吊ったところ配管に

i*.L 1 
配管長皮煩（無理 グく ＇.｝，《三

2 
きれつが生じ、漏えいしたスチレンがア ク溶接の火花により引火した。原 な外力ミス） (i存 接）

因は配管内の液抜きをやらずに工事にかかったため。

エチルアルコ ル貯蔵タンクの蒸気消火配管に逆流していたエチルアルコ

ル蒸気がドレン抜きより漏れていたところへ、その近くの解体作業のアセチ
ドレンJ友き開放

レンパーナ から引火しタンクが爆発、上部鏡板が飛び火災となった。ドレ ・！）手 発
53. 10 発酵工業

ン抜きバルブは蒸気のウオータハンマ現象を防ぐため、常時開放とされてい
死向なし （逆説L未確認ミ

（ ィ容 断）
3 

るが、ここからアルコール蒸気が漏れることは気付いておらず、火気使用に
ス）

際しても濃度検知をしなかった。

ナフトキノンとブタジエンを反応させて、アントラキノンを製造する施設に

53. 6 環式中間物製造
おいて、粗製アントラキノン蒸留缶の上部に設けであるかくはん機の軸シー

JI 
~.w ぎ子綬む 望号5 発

4 
ル用潤滑油循環配管継ぎ手部より油がィ属えい、運転中の蒸留信と保温材の聞に （不明） （自然発生）

没入して発火爆発した。

プラスチック
F Rプラン卜の反応器に付属する熱交換器のパッキン部分から生成物が漏え

パッキン緩む 火 ソく
53. 8 

製造
いし、その中に含まれていたエチレンオキシドの蒸気に何らかの火源で着火、 II 

（不明） （不 明）
5 

火災となった。

中国船原油運搬タンカーが原油｜達持げ後パラスト用海水を注入中、ハッチか
押し出す（内容 ’P誌 発

53 1 石油精製 ら可燃ガス（原油）が噴出して、その上方にある船室に入り、何らかの着火 f{:; 3 
物未確認ミス） （不 明）

6 
源で引火爆発した。

II JI 
ナフサ；j(j系脱硫装置の熱交換器出口配管が破裂して、ナフサが噴出して蒲火

死傷なし
配管破裂（材料 火 災

7 
した。出口温度 140℃前後、高圧であった。 劣化） （自然発火）

ガソリン製造用第一接触改質装置の原料油熱父換器出口付近の 8インチパイ

53 4 JI 
プに接続する触媒活性調整用3/4インチ管からナフサ、 水素混合ガスが漏え

II 
配管損傷（腐食） 火 グく

8 
いして出火した。原因は自然発火したものと考えられる。また、パイプ損Ji，~ （自然発火）

原因は注入中の洛存固ま素による高温湿性腐食が主原因と思われる。

53. 10 II 
常圧蒸留装置のポンプケーシング部エアー抜き配管のねじ込み継ぎ手が折損

II 配管ffl傷（振動）
火 災

9 
し、重質軽油が噴出して出火した。原因は自然発火したと，思われる。 （自然発火）

54. 1 石油化学
ガスタービン運転中、バランスピストンシール部が接触して発熱し、溶融、

II 
シル部t員｛お 爆 発

10 
軸受台に穴があき、タービン油が漏出して爆燃した。 （振動） （摩 擦）

局圧法によりポリエチレン製造中、第 2次圧縮機で1,700～2 ,400kg/cmに圧

54. 10 II 
稀iされたエチレンは逆火防止器を経て反応器へ送られるが、逆火防止器に長

II 
タンク破損 Mハ羽~色r 主フロ5乙

11 
さ4mのきれつが入リ、噴出したエチレンが着火爆発した。きれつの原因は不 （不明） （自然発火）

明。

26 
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調査委員会の委員のメンバーである橋口氏が最近

発表された例がある。これによると、事故の発生

状況の年次別変化は図 1のとおりであり、コンビ

図｜ 5コンビナートにおける事故発生件数の年次別変化

※橋口幸雄：石油コンビナートの事故事例解析と今後の防災対

策、化学工学、 45巻10号（1981）。

表 1 昭和51～57年石油化学コンビナートにおける爆発火災

災害原因別件数と被害

経過号lJ 件数 着火i原別 件数 操作ミスによる件数

危険物質漏えい 35 自然発火 14 （直接間接とも）

向上 残留 12 日’r手h 電 気 10 19｛牛

同上蓄精増加 7 溶接火気 10 死 （話一 者

粉じん爆発 6 加熱炉・パナ 9 死者 18 ( 15) 

そ の 他 5 ！季 擦 4 負傷者 274 (233) 

異常反応 3 計 292 (248) 

電気火花 2 （ ）内数字昭和57年

90 

80 

定生件数発 日
40 

30 

20 

10 

不 日月 13 o, 35 40 

五十 65 計 65 （昭平日）

発生
業 手章一 事 自主 校1 要 損害紅！支

年月

昭和
常圧蒸留装置のタ ビン潤滑油系統が異常を起こし、油が漏れて発火したも

54 2 石油精製 の。原因はポンプの振動からスタットボルトが外れ、シ ルプレートとポン N:f~なし
ブケーシングの聞にすさまが生じて漏れたためである。

54. 5 II 
桟慌で原油タンクから原油を油槽船にローディングアームで送泊中に、連絡

原油流出
ミスから、アームのフランジボルトを外して漏えい。

54. 6 II 
屋外タンク（50kQ）にローリーから潤滑油を受け入れ作業中、タンク内泊量 i問滑油；~~

権認ミスから、通気管等からオーバ フローした。 til 

54. 12 II 
軽油の脱硫工程で、気i夜分離I苔に取り付けた安全弁のフランジの締め付けナ

有＝ 日月
ットが緩んでいて、作動時に噴出した。

55. 5 II 
アルキルベンゼン製造装置のスタビライザーのリボイラ 上部フランジ部の

死H~なし
保温工事中に、締め付け不良で内容物が漏れ、発火した。

各プラン卜現場から集合した廃ガス配管を、ボイラー用供給空気配管に接続
フ。ラスチック していた。そして、プラントをいったん休止した際、連絡する配管のダンパ

55. 9 
製造業 ーを閉じた時不完全であったため、運転開始時に予想以上の高濃度ガスがボ

II 

イラーに送られ、引火して配管が爆発した。

56. 2 II 
アクリル般モノマー（ドラム缶）を加熱して、凝固しないようにスチームで

II 
加熱中、ドラム缶が爆発した。原因は加熱方法が不良で異常反応発生。

56. 10 石油精製
石油移送配管の下部に電力用ケ←ブル外て装破配管の敷設作業中、原油配管の埋
設位置を確認しなかったので、当たっ 壊し油漏れ。

原油流出

豆油脱硫装置で、両温 局圧下で水添反応、を行うが、原料Mi昇圧 ポンプ出口
死 5と分離槽入口とをつなぐ6インチバイパスラインの一部が 裂して内容物が噴

57 3 II 
出し爆発した。原因は配管の水素（美食によるぜい性破壊によるものとみられ ｛話3

る。

遠心脱水機の点検時、誤って油圧バルブを開いたまま電源、を切ったため、自
57 7 有機薬品製造 動パルプが開き、水が流れ込んで内容物のTcc Aと反応して C1 2ガスが発 f1,'j4 

生し、部品が飛んで当たって、負傷および中毒した者が生じた。

A S、AB S 製造工場で、停気電事故のため重合缶のかくはん機が停止したの
フFラスチック で注水冷却を行ったが、排 ダクトで爆発が生じ、これはいったん消火した 死 6

57. 8 
製 造 ものの、重合缶に異常反応が発生し、内容物が噴出して大爆発となった。原 f~204 

困はかくはん機停止のため重合反応が異常反応に転移したものと思われる。

フタジエン精製工程で平常運転中、原料ガス蒸発器付近の配管のフランジか

57. 7 石油化学
ら内容物が噴出し火災となった。このフランジの継ぎ手の固定バンドが緩ん

H':i与なし
で継ぎ手が外れ、フタジエンが流れ、付近の加熱炉から引火したものと考え
らrtる。

工場内ポンプヤードで、ナフサタンクに接続された配管に流量計取り付け中

57. 9 II 
に、配管を閉じていたプラグからナフサガスが噴出し、付間1近の溶接の火から
づl火して火災となった。原因は窒素を吹き込んでいたが い圧力のためプラ

II 

グが抜けたためである。

発泡性ポリスチレン等、各種合成樹脂を貯蔵していた倉庫内で大爆発を生じ
57 9 営業倉庫 付近の住宅に大きな被害を与えた。原因は発泡剤のブタンガスが漏れて、冷 作~19 

凍機のサ←モスタットの火花から引火したものと思われる。

45 50 55 

→年

漏えい原凶 キ占 果
No. 

（一次原因） （着火源）

ポンプにすさま
火災

発生（振動）
（自然発火）

12 

フランジボルト
要回収 13 

外す（ j主給ミス）

オーバーフロー
要回収 14 

（油量確認ミス）

フランジより i!1i
要回収 15 

えし）（ナット綬む）

フランジより漏えい 火 グtぐtぐ

16 
（締め付け不良ミス） （不 明）

他の配管に流入
爆発

（ダンパー閉止
（ボイラー）

17 
不完全ミス）

異常反応で破裂 爆発
18 

（加熱法不良ミス） （蒸気爆発）

配位置管破未確tH （埋設
位 認ミス）

要回収 19 

配管破損（材料 爆発
腐食） （自然発火）

20 

異常反応で高圧
異常反応破

となる（操作ミ 21 
ス）

裂（中毒）

異常反応で両圧
となる（電源の 爆 7グtえ五

故障による） （不 明）
22 

かくはん機停止

フランジ継ぎ手
外れる（ノtンド 火災

23 
締め付け不良ミ （加熱炉）
ス）

配管プラグ抜け
る（高圧ガス吹 火 グく 24 
き込みで内圧上 （｛存 接）
昇ミス）

内容物からガス 燃発
25 

漏れ（換気不良） （電気火花）

27 
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ナートの合計として昭和49年が最多件数を示し、

次いで昭和50年となり、事故が多発した昭和48年

は第 3位にとどまっている。 54年までの総件数は

581件であるというが、この件数は、報告書に盛ら

れたもの以外の通報のあったものや、報告がなさ

れたものが含まれており、報告書のみの合計では

463件である。この事故原因が漏えいであるものが

213件ということで、大体原因の半数近く、また、

漏えいから火災爆発に至ったものが 145件で、火

災爆発事故の合計 282件の原因の約51%が漏えい

によるものであるという。そして、着火した原因

も、漏えい物自身が高温に加熱され、漏えいによ

って空気に触れて自然発火したという場合が最多

であるという。

以上のような事故の状況は、表 lに示す筆者が

知り得た主要な事故合計65件の経過別・着火源別

の分類結果と共通した傾向がみられる。

すなわち、漏えい事故は54%を占め、着火源と

しては自然発火が最多を占めている。

被害者の合計は死者18人、負傷者 274人、合計

292人であるが、特異なことは、昭和57年 1年間だ

けで死者15人、負傷者 233人という大量の犠牲者

が出たことであり、負傷者の大部分は爆風による

周辺住民のガラス破片等での負傷である。

事故原因のうちでは、人的な操作ミスと思われ

るものが19件でかなり多い。なお、設計や装置の

欠陥も人的ミスの色合いが濃いということであれ

ばさらに多くなるであろうし、管理ミスともなれ

ばすべてに関係するかもしれない。

表2には、以上の事故のうち昭和53年～57年ま

での危険物質漏えいの主要な事例25件の災害の概

要を示した。

この表で、漏えいの原因としては、配管やタン

ク、シール部等の破損によるものが9件であって、

そのうち材料が問題であるのは 3件、振動や外力

を加えたことによるものは 5件、不明 1件である。

異常反応から内圧上昇によるものは 3件で、操

作ミスや電源の故障から事故となっている。

次に、漏らしてはならない部分から、ミスで開

放して漏らした事故は11件ある。特にNo.17は、公

28 

害防止用排気管へ爆発限界濃度のガスが流れ込む

可能性がある配管設計になっているという設計上

の問題も示される。また、いわゆる人間の明らか

なミスと考えられる操作や、未確認といったこと

の原因で漏えいとなったものは14件であり、半数

以上である。

漏えいの結果は火災爆発が20件、中毒や公害と

なったものカi'5 f牛ということになる。

着火源としては自然発火 8件、溶接溶断 3件、

加熱炉 2件、電気火花 1件、摩擦 1件、蒸気爆発

1件、不明 4件の順となっている。

結局、科学技術の最先端をいくと信じられてい

る石油化学コンビナートの事故の大半は、操作ミ

ス、点検ミスといった人間にかかわる要因であり、

自動化の進んだプラントといえども、このような

落とし穴が隠されているわけである。また、材料

の腐食や、機械装置の振動等による破損や脱落な

どの事故も、メンテナンスの方法や異常の早期検

知のシステムが不完全であることが示されている。

また、死傷者の非常に大きな災害事例で、 No.20、

No.22は、異常を生じて危険物質が漏えいし、空間

に充満したところへ関係者が接近し、瞬時に爆発

に巻き込まれた悲惨な結末となった例で、過去の

爆発火災事例においても繰り返しみられたもので

あって、異常が何か、どういう結果になるかを充

分に心得ておけば、せめて人的被害を少なくでき

たものと思われる。

以上の漏えいによる事故以外としては、タンカ

ーの荷卸し作業中の爆発や、石油精製工場のいお

う粉、その他粉じんの爆発事故が散見できるが、

これらの事故の原因は、他の中小化学工場の場合

と同様、不明な場合が多い。なお、静電気による

着火とされるものもかなりあるが、はっきりはし

ていない。

3 その他の化学工場における事故の傾向

コンビナート以外の化学工場の爆発火災事故に

ついては、代表的な事例の要約を、表 3および表

4に示す。
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表 3は、爆発火災の原因となった危険物質の危

険性状が比較的知られている場合に生じた事故例

であり、表 4には、取り扱う物質の危険性が未知

か、自己分解や異常反応性に富んだとされている

物質に基因する災害事例である。

における突然の発火爆発による被害の発生は、現

在も昔もあまり変わっていない。

また、非定常作業中の事故は比較的少なく、定

常作業中の事故が多いのは、工程そのものの安全

上の欠陥がみられること、使用する機械装置類が

不安全な状態で使用され、これらを取り扱う作業

者に安全上の知識が欠けているといった初歩的な

安全対策の遅れが目立っている。

前者の事例では、漏えいによる着火という原因

は非常に少なく、バッチ式で危険物取扱量は比較

的少ないが、危険物が停滞していたり、または、

発生するような装置の取り扱いでの不用意な着火

源の持ち込み、乾燥作業における不安全な装置の

使用、不用意な危険物の取扱方法で静電気火花の

発生を招いて着火した例などが挙げられる。非常

に燃えやすいプラスチック類の製造工場で、溶接

作業から着火して一気に大火災となり、避難でき

ずに多くの作業者が犠牲となった例もみられるが、

建物構造の不備とともに、火気管理がまったくな

されていないような、安全の非常に遅れた中小工

場というものが印象づけられる。全般に、石油化

学コンビナートの場合と異なって、 1件当たりの

死傷者が多いのも特徴であり、自動化が進まぬ狭

い工場内の現場において、人間のハンドリング中

一方、表 4に示した事故例は、反応性（不安定）

物質に基因した爆発火災の主要なものであり、特

に昭和55年多発して注目を集めたのである。

この11件にのぼる災害で、人的被害がなかった

ものは 3件に過ぎず、 8件の人的被害は合計41人

（死者10人）の多きにのほ、り、事故 1件当たりの

被害者の多さが目立っている。

このような爆発火災はファインケミカルに属す

る工場で生じており、少量多種品目の化学製品を

パッチシステムで同一現場で製造するが、その工

程で取り扱われる物質の中には火薬類に似た爆発

性をもち、むしろ起爆薬に近いようなものさえあ

り、これらは普通の化学物質と同様な取り扱いを

表 3 最近の化学工業（石油化学コンビナート以外）における爆発火災災害事例の代表例（ただし反応性物質によるものは除く）

No. 業 種 発生年月 損害杭度 原 因 と k,v 士 i且

その他の有機化学 53 2 ｛毎：1
メチルセルローズ工場で製品の残留を確かめるため移動灯で点検中、移動灯が内部装置にぶつか

り破損し粉じん爆発を生じた。

2 高圧ガス製造 53. 3 死 l
i 55 l'.溶解アセチレン容器からアセトンを加熱→気化→冷却→液化して回収中、回収設備が爆発した。
原因は配管のつなぎからアセトンがィ届れパーナから点火したもの。

3 医薬品製造 53. 6 ｛~3 
立型流動槽乾燥機で鎮痛剤頼粒を乾燥中に爆発した。静電気によりIPAの蒸気が爆発したものと思
われる。

4 その他有機化学 53. 8 死1傷 2
現化ビニール板に接着剤を塗布し、これを乾燥中、箱引乾燥器内に溶剤蒸器が停滞し、ニクロム

線ヒータから引火爆発した。

5 If 53. 9 1g: 2 
アルキド工場内でエチレングリコール、モノフチルエーテルをドラム缶より反応缶に仕込み、キ

シレンをポンプで注入しながら無水マレイン般投入中爆発した。静電気によると思われる。

6 触媒製造＇ 53 12 死 1傷 3
ラネーニッケル製造のためハンマミルで粉砕中、パグフィルタで爆発が生じ、集じん機、ふるい

機、ダクトが爆発した。原因不明。

ゴム会社の l階ウレタンフォーム材料置場から火災が発生し、 444m＇が全焼し、作業者 7人が焼
7 コム工業 54. 5 死 7 死した。原因は工場の 4階でリフトの溶接作業中、火花が l階倉庫に落ち、ウレタンフォームに着

火して、急速な燃焼をおこしたものとみられる。

乾燥機においてコンクリートの混和剤エポロン＃313（エポ’キシ樹脂が主体となりイソブロピルア
8 薬品製造 54. 6 死傷ーなし ルコールかMIBKが溶剤として含まれている）を乾燥中、浴剤蒸気が蓄和し、乾燥器のニクロム線

ヒータから爆発した。

粗製サッカリンをメタノールから再結品し、サッカリンの精製作業を行なっていたが、フィルタ

9 /I 54. 7 死傷なし プレスの目づまりを取り除くため、メタノールのみを溶解槽とフィルタプレスの聞を循環させてい
たがメタノールが漏れ（溶解槽のふたがずれ落ちて連結管が外れたため）電気配線の火花から引火。

10 高圧ガス製造 54. 8 死傷なし
アセチレンガス発生器にカーバイドを過剰に投入したため、アセチレンガスが多量に発生し、水

と共に投入口より噴出、床にあったカーパイ卜に水がかかリ反応して発火した。

制ガン剤とトルエン、ァトラヒドロフランを反応缶に入れ、一夜放置してから遠心分離機に冷却
11 医薬品製造 55. 8 死f拐なし して注入していたが、母液タンクに排液が溜りすぎたので注入を中止したところ、しばらくして遠

心分離機が爆発した。原因は静電気の疑いがある。

ぺンタクロルニトロベンゼンを製造するため、ニトロベンゼン、 mークロルベンゼンその他を反

12 農薬製造 55. 9 死傷なし
応缶に仕込み、かくはんしてから塩素を吹き込む工程で、 No.4の反応缶から白煙があがり爆発が生
じた。原因は運転前に流量調節計の修理を行ったとき、 No.4のスイッチだけを間違って切ったため
調節不良から異常反応となったと思われる。
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受けている。 もっとされる取り扱い上厄介なものなのである。

このような物質は、爆発の用途に供するもので

はなく、触媒、染料、農薬、医薬品等の化学製品

の原料・中間物であって、工業的に価値のあるも

のであるが、その多くは危険な性質があるのかど

うか、どのような性質をもっているかもよく知ら

れていない。また、大多数は固体や粉体で、最終

製品は用途に応じてあまり危険性のない形である

が、原料や中間物の段階では非常に危険な性質を

したがって、法的規制を受ける場合もあまりな

いことから、工場当事者も情報の入手に欠けてい

て、不用意な取扱方法から思わぬ大災害を招くわ

けである。特に、中小工場でこのような物質が取

り扱われ、立地条件にも恵まれず、町や住宅地区

のど真中でいきなり爆発するといった例もあり、

世間が大いに騒ぐわけである。

このような災害の発生は決して今日だけのもの

表 4 最近の化学工業における不安定物質による火災爆発事例の代表例

No. 業 t<fi 発生年月 f員三主：私：j支 原 因 と 不壬 i邑 物質の構造式

ジエチルアミノエトキシエタノ ル組製品蒸留の

1 化学薬品製造 52. 1 1話l
ため ！.1＇.~留缶に仕込み、徐々に昇温、減圧分留中製

N一一。C2!-l30H 
品温度 140℃、圧力90mmHgとなってから 10～ 15 C2Hs 
分後蒸留缶が爆発炎上した。原因不明。 C2Hs 

農薬中間体Tp 22（有機リン系殺虫塗布液用）を製

造する工程で、プラスサイド原体を溶解槽に入れ CHi（~／、＼ ~） 2 農 薬製 造 52. 4 タ'El易なし て蒸気で加温し、溶解かくはん作業中、温度計不
CH3 ~－S-CH2一＝o

良から、加温し過ぎ、プラスサイドが分解してガ

スを発生し、原動機のスパークから引火爆発した。

ビス←3,5、5、トリメチルヘキサノイルパーオキサ

(c－~－c-bっ－クd3 触媒 製造 53. 9 死者 l
イドを純度調整のため調整槽に 800t入れ放置し

ておいたところ、異常分解を起こし、槽がli!Hl1し、

内容物が噴出して電気火花から着火爆発した。

チューゲンレッド SRの製造工程の配合物におい

。江：；H＠戸；J~~~－~~CN4 染料 製造 53. 12 ｛与 5
て、配合機にナフトールASB Sとチューラミン

スカーレット Rを粉砕混合するため、かくはんを

開始したとき突然爆発を起こした。原因不明。

煉炭の着火斉lj製造のため過塩素股カリ、硝綬カリ

5 燃料 製 造 54. 3 死 l傷 2
硝酸バリウムに木炭粉、無煙炭等の粉末を添加配 KNQ3, BaN03 

合作業中に配合器が爆発した。微量の赤燐の出入 C, P, KC103 

が原因と思われる。

パラニトロフェノ ルソーダ出工場で、乾燥後

の製品をスクリユコンペヤでストッカに扮注入中、

6 卦jミl 宇平汀ユ十 手噂2てII 1且 54. 8 死傷なし コンペヤ付近で白煙が生じ、しばらくしてストッ

カが爆発して飛んだ。原因は機械的な摩擦と思わ

れる。

5クロ口、 1、2、3、チアジアゾ ル（ 5 CT）とt夜

c1 （｝~ 7 
ヒドラジンおよ

55. 2 iお3
化アンモニアを反応させて5アミノ、 I、2、3、4チ

び誘導体製造 アジアヅール（ 5 AT）を合成する工程において、

反応缶へ供給する5CT配管が爆発した。原因不明。

午前中ストライキのため作業中止していたが、午

医薬品等の
後5日寺以降も残業して5クロ口、 1、2、3、チアジア c1（~N 8 

中間体製造
55. 5 死 2傷12 ソール（5CT）を製造していて、最ー終製品を受槽に

500 t抽出していたときに受槽が爆発し火災とな

った。原因不明。

内容積 7.5 kQの反応缶にてαーピネンに活性白土を

9 存料中間体製造 55. 6 予E6Iお6
触媒として添加し、 120° -130℃で異性化反応を

行ってカンフェン製造中、同反応缶が爆発し、同 ":8f5' 時に火災となった。原因不明。 H3C 

i品目変化べンゾイル結品の乾燥を実施中、突然、第1

｛お 2 工場で爆発が生じ、ついで第 2工場にも波及した。 ＠－~－0-0ーiくQ)10 触媒 製造 55 7 
([>;ti.の工場） 爆発当時は、終業後 1時間をへており、乾燥作業

も中止していて、温風も送っていなかった。原因

は不明。

ジアゾ系顔料を14時間乾燥中、乾燥機が発火、火災 φ噌11 ;tfi 料製泣 55. 9 予ti与なし
となった。この良県料は自然発火性のものと思われ H3C 
た。原因は温度制御（手動）に問題があったもの

と思われる。
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ではなく、昔からよくあったが、工場が、いわゆ

る工業地域にあって、あまり周辺住民とのかかわ

り合いをもたなかったり、広い田園地帯の一角を

占めていて、事故が生じても付近にはあまり影響

しなかったためそんなに目立たなかったのが、最

近では、工業地域も都市から追われ、住宅やその

他の化学とは無関係な産業の拡大で、周辺がそれら

に固まれるという望ましくない立地条件下で非常

に危険な物質が取リ扱われる結果になったものである。

これらの災害事例の大半は事故原因が不明なも

のである。これは、物質そのものの危険性がはっ

きりせず、爆発により激しい火災を生じて何も残

らないとか、被害者が全滅して事故前の状況が知

られないなど、その究明が困難なためでもある。

この種の事故の防止には、まず、不安定で反応

性の高いと思われる物質や、未知とされる物質の

特性を取り扱う以前に充分把握すべきであるが、

非常に種類が多く、また、取扱条件やその量も多

種多様であって、文献その他の情報で正確に把握

ずることが非常に困難である。表 4に示した事故

物質の構造式だけでは、ある種の爆発特有基をも

つものについてはある程度の見当はついても、実

際の取扱条件ではどのようになるかはわからない

ものが多い。

したがって、情報不足のまま工場内の操業に持

ち込むことなく、信頼できるテストで危険性を知

る必要があるが、現状では、この種物質の試験方

法に関して、世界的に統ーされた基準もまだ定め

られていないし、我が国でも主として火薬類の試

験に準じた方法で見当をつける場合も多いようで

ある。しかし、用途の目的が異なるこれらの化学

物質の危険性把握、特に、発火や分解開始の微妙

な環境変化の段階を知るためには、必ずしも妥当

な試験法とはいいがたい場合もあり、早急に最適

な試験法の確立が望ましい。

4 おわりに

以上、簡単に最近の化学工場の事故の傾向につ

いて述べてきたが、これらの事故防止、特に発災
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を防ぐための方法について、少なくとも関係者は、

工業的規模に拡大させる以前に充分な検討が必要

であろう。これは化学工場だけでなく、他の産業

や家庭における危険な物質類による事故防止とも

共通していえることであり、危険と思われる物質

類は気体、液体、粉体、固体を間わず、その危険

性状を常に把握しないと、現代のような科学技術

の進んだ世の中では事故から逃れることが困難で

ある。

特に、化学製品も新製品が次々と生まれ、また、

その製法も新技術が導入されてくるが、最終目的、

すなわちもうけのよい品物の生産だけにとらわれ

ていて物質の本性をないがしろにすると、前記の

ような大災害を招くわけである。やはり、危ない

ものは危ないなりに安全に利用できる技術を磨か

ねばならないのであって、そのためには、故障や

トラブルの発生の可能性を無視せず、また、人間

のミスの可能性を考慮して、事故発生の芽を小さ

いうちに摘み取る努力が必要であろう。

我が国の化学工場の事故発生の頻度は、外国の

それに比較してひけをとらぬほど小さく、大型化

学産業においては、むしろ安全成績が優れている

ものも少なくない。これらは関係者の努力のたま

ものであり、目立たぬ努力が実ってきているので

あるが、一方、前記のような大事故の発生もある

という事実は、優れたお手本を教訓に生かしてい

ないことや、内外を問わず、貴重な教訓となった

過去の事故例について、案外対岸の火災視する傾

向があること、自分のところは事故は起こって欲

しくないという願望が、自分のところは今まで無

事故であるから事故が起こり得ないという一種の

おごりに変化することも一因かもしれないのであ

る。したがって、関係者は事故の発生要因となり

そうなものはすべてしらみつぶしに調査し、それ

を除去し、安全化する努力を怠ってはならない。

単に物質の既存のデータの数字をうのみにすると

か、安全装置さえ取り付ければどんな場合も間に

合うとか、といった安易な安全への対応は、決し

て事故を防ぐことにはつながらないのである。

（ないとう みちお／学働省産業安全研究所化学研究部長）
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週
内航タンカー
の安全
翁長一彦

はじめに

タンカーの安全という問題には、海上輸送機関

としての運航上の安全と、危険物を積載している

ための安全措置とが含まれよう。前者の運航の安

全は、タンカーに限らず一般船舶でも同様なこと

であるが、大型船になるほど操縦性が悪くなるの

が通例のため、大型船には高度の操船技術を必要

とし、また高度の航海装置を設備する。後者の危

険物積載船のための安全措置は、船の大小とは関

32 

係なく行われるべきものであるが、大型船ほど万

一の事故の際には被害の範囲が大きくなるため、

大型船は規制が厳しく、かっ高度の安全設備が施

さオlる。

内航タンカーは一般に小型船であるため、航海

装置や危険物に対する安全設備は大型船ほどの性

能を持たず、乗組員の数も少ない。そして、内航

タンカーは精油所、貯蔵所をはじめ消費者である

プラント、工場等の岸壁に直接着桟し、場合によ

っては港湾や河川のかなり奥深くまで就航する。

これは、大型船が喫水の制約のために陸岸から遠

いパースに係留されるのに比べて、万一の災害が

発生した時には陸上にも影響を及ぼす危険性が大

きいこととなる。また、後述するように、タンカ

ーの不測の爆発事故は航海中よりも接岸中に多く

発生しており、荷役、タンク洗浄、タンクのガス

フリー等の作業中が最も危険だといわれている。

このように、内航タンカーには設備や運航の形

態の上で大型の外航タンカーと異なる面が多いが、

それらの実態や問題点、危険防止のために行われ

ている研究の動向等について、概説を試みること

とする。

2 内航タンカーの実態

我が国の内航タンカーの特色は、他国に比べて

小型船が著しく多いことである。図 1は、主要な

船舶保有国のタンカ一隻数を示したものであり、

また、我が国の内航タンカーの構成を図2に示す。

欧米に比べて我が国では石油エネルギーの供給を

いかに海上輸送に頼っているかがわかる。欧米で

は工場が内陸部に多く、石油類はパイプライン輸

送が多いためであろう。

この内時1Lタンカーの貨ヰ勿は、原油をはじめ、成

品または半成品の石油製品、その他の化学薬品等

多種多様なものがあるが、船が小さくなるほど、

すなわち輸送単位量が小さいほど、最終使用形態

に近い製品が多くなると考えられる。したがって、

ある特定貨物の専用船というものはきわめて少な

く、ただ、油の種類によって黒油用（重油以下の
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各国タンカーの大きさ男lj隻数（口イド統計による）図｜（軽油以上の軽質油）およびケ重質油）、白油用

ミカル用とに大別されている。
隻 1600
数

1400 

タンカーの構造は船の大きさにより若干異なる

が、船型としては船尾船橋型平甲板船といわれる

もので、船首から、船首ピークタンク、貨物油タ

｜ド10,000G.T.以上

~ 4,000～ 10, OOOG.T 

修a1, ooo～ 4,000 

閤 100～ 1,000 

1200 

ンク、ポンプ室、機関室、船尾ピークタンクの順

に区画されている。船橋は機関室の上に設けられ
1000 

800 る。貨物油タンクは船の長さの大部分を占め、小

型の内航タンカーは通常左右両舷に仕切られ、長
600 

甲板は平さ方向に 3区画程度に仕切られている。
400 

らな場合と、膨脹トランクと称して中心線に沿っ

200 甲キ反

上には、各タンクごとにハッチ、測深管等のふた

付きの開口がある。また、べント管と称する配管

て甲板を段付きで高く設けた場合とがあり、
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があって、これは一つに集められて、ブリーザー

弁または圧力調節弁を経てマスト上の高所に導か

日本の内航タンカーの構成（運輸符船舶枕I汁による）

隻800
数

700 

図 2タンク内の圧力を大気圧に近い一定圧に保つ

貨物油管は甲板上に設けられた積み荷用管と、

タンク内の船底附近に設けられた揚げ荷用管とが

オl、

役目をする。

あり、後者はポンプ室のポンプへと導かれる。つ

まリ、積み荷時は陸上の装置に頼って船では貨物

600 

500 
油をただ流し込むだけであるが、掲げ荷時は船の

400 

300 

100 

200 

この貨物油

管も小型船では比較的簡単な構成となっているが、

船が大きくなるにつれて、異種の貨物油を荷役で

きるように多系統設けたり、ストリッピング用、

洗浄用等の配管を設けたり、さらに、それらを兼

用できるようにしたりするため、配管とそれらの

ポンプを用いて陸上へ油を送り出す。
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弁の構成はきわめて複雑となっている。

内時克タンカーは小型市白が多いとはいえ、 その輸

送量は陸上の大きさの単位に比べればかなり大き

く、その故にこそ海運としての経済性がある。平

内航タンカーの火災爆発事故3 水区域の典型的なタンカーとして 200G.T.弱の船

内航に限らずタンカーの事故は爆発、火災を生

を例にとれば、貨物油の積載量は約 400kQ,あり陸

上のタンクローリーの40台分ぐらいに相当する。

この種の船は、河川のかなり上流の消費者や貯蔵 しかし、衝突等の他の原因があっ

た場合や、貨物油タンク以外から発生した一般と

同様な火災を除くと、その大部分は荷役中、また

はそれと関連した作業の聞に生じている。荷役の

33 

じるfダリカf多い。

所まで航行できるよう、マスト等を折り畳み式と

して橋の下を通行する。中には船橋の操舵室の壁

まで折り畳めるよう工夫されているものさえある。
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国際的にみれ

ば、我が国のタンカ一事

4 

く、また、一般的に大型

船の方が事故の発生率が

荷役中の危険性

このように、荷役中や

それに関連した作業中に

故は諸外国に比べて少な

図 3は、各国タンカーの

事故率の比較である。

しかし、

高いという資料もある。

内航タンカーの爆発火災事例（昭和44年以降）

司台 ?'1 総トン数 発生年月日 場 所 松正 要

i前 海丸 732 44. 5 27 千葉港内 ガソリンを満載し、主機始動直後に爆発

第 3富士山丸 215 45. 4 28 大阪t巷 ガソリン荷役中海面に流出、引火

大祥丸 106 45. 5 28 下津港 ガソリン積載中爆発

東 幸丸 1,987 45. 5 29 ゴム木崎灯子；i中 タンククリ ニング中タンク爆発

第 2大新丸 144 45. 7 18 船橋市川港 ガソリン荷役中噴出、ヲ｜火

第 2喜代丸 186 45. 9 23 ＿－：＇：）空港 軽油、ガソリン積み込み中出火

↑お f申）L 997 46. 3 27 川崎岸壁 街役中ガスが流入、 iJI火爆発

第 2英幸 丸 999 48. 1 19 「己符i巷 タンクのシール作業中爆発

いづも丸 179 48. 7 2 水島；巷 ガソリン干責み荷役中左舷マンホール付近より爆発

第 7福神丸 198 48. 8 . 28 大分；巷 ガソリン荷役中流出したガスに引火

シェル 6号 261 49.12. 11 横浜；巷 ジエソ卜燃料積み込み作業中引火爆発

むらさ き丸 785 51. 4 13 ！｜｜崎7)<.i工j豆J可 産業廃棄物を積み込み中ハソチ付近で爆発

:i7 昌運丸 472 52. 4 8 名古Ii_港 ガソリン陸揚げ作業中小爆発

信 JL 448 52.11. 25 神戸灯台沖 パラストタンクをi青掃＇t1タンク内で爆発

松 日青 丸 492 54. 8 3 横浜本牧；中 ガソリン防げ荷、ガスフリー後爆発

第 61栄宝 丸 199 54. 8 10 東京港中央防波堤 トルエン系溶剤持げ荷後、タンク内洗浄中爆発

明 和丸 169 55. 8 5 船 橋 タンク清掃中タンク内で爆発

第 5豊和丸 197 56. 1 6 京浜港 ガソリンをrnみ荷中爆発

表｜

不測の事故が発生する理由は、やはり可燃性ガス

の制御と着火源の制桂｜！とが不充分になるためであ

言うまでもなく、タンカーの爆発や火災の

ためには可燃性ガスと空気とがある割合で存在し、

さらに、着火するだけのエネルギーが存在しなけれ

ばならない。 空気中の可燃性ガス濃度が爆発限界

より高過ぎても低過ぎても、着火や爆発は生じな

い。一般に、タンカーの運航中にあっては、タン

ク内空間のガス濃度は爆発限界より高く保たれて

図 3 各国のタンカ

一事故率

（米国TankerAd-

visory Centerの資

末ヰによる 1977)

ろう。
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ガスの膨脹や船体動揺等による貨物よる貨牧1油、

油の運動があっても、可燃性ガスはほぼ定常状態関連作業としては、貨物油タンクの測深検尺、サ

に制御されていると考えてよい。（タンク内ンフ。リング、タンク；先j争、ガスフリー

貨物油の積み荷時

には液の流入による運動のためにガスの蒸発量は

急増し、かつ液面と昇もあって、タンク内の高濃

しかし、荷役中にあっては、の可燃性ガスを換気すること）等がある。後二者

は、貨物油の掲げ荷後に、次に違う種類の貨物油

を積載する場合に行うものであって、常に原油を

甲板上で周囲度可燃性ガスは船外に押し出され、その頻度はか輸送する外航タンカーに比べれば、

空気と混合して爆発限界内の雰囲気が形成される。

大型タンカーのようにすべてのハッチが閉鎖され

なり高い。

近年発生した内航タンカーの爆発火災事故（衝

突等他の原因によるものを除く）を表1に示すが、 タンク内のガスの出口はブリーザー弁

等限られた所だけであり、かつ、これらは普通マ

スト上の高所に設けられているため、爆発性雰囲

ていれば、

いずれも予想しない時に突然生じており、人身事

直接原因としては火気の取古文を伴う場合が多い。

しかし、内市otタ

ンカーでは液面監視等のためにハッチを聞いてい

気は甲板上には形成されにくい。り扱いと静電気とが多く、原因不明のものは静電

気ではないかと推定される。

34 



る場合が多く、また、ブリーザー弁の高さも低い。

したがって、甲板上に爆発性の混合ガス雰囲気が

生じやすい。

一方、貨物油の揚げ荷時には、タンク内液面が

降下するため、関口から空気がタンク内に流入し

てタンク内の高濃度ガスが稀釈され、爆発限界の

濃度となる。大型タンカーでは、この時にはイナ

ートガスがタンク中に供給されるため、原則とし

て爆発可能の条件となることがない。

このように、荷役時は常に甲板上かタンク内が

爆発可能なガス濃度雰囲気にさらされ、その周辺

で各種作業が行われ静電気の帯電も生じ得るため

着火源が存在するおそれがある。さらに、タンク

クリー二ングにおいては、タンク内を海~7J＜.、 j青7J<. 、

あるいは洗剤を用いて洗浄するため、甲板上に洗

j争用ホースを引き回したり、タンク内ヘホースを

出し入れする作業を行う。したがって、これら作

業中の工具の使用や、静電気帯電による着火源の

危険が常に付きまとう。また、洗浄水の放水によ

りガスが放出され、タンクの内外は爆発性雰囲気

にさらされる確率が大きい。同様にして、タンク

内を換気し可燃性ガスを追い出すガスフリー作業

においても、タンク内や甲板上が爆発性雰囲気と

なる可能性が大きい。すなわち、貨物油とその発

生ガスが非定常状態にある時が爆発、火災を生じ

やすいといえる。

5 爆発の防止対策

爆発や火災を防止し、安全な荷役とその関連作

業を実施するためには、爆発限界内の雰囲気をつ

くらないようにするか、着火源を防止するかのい

ずれかの方法しかない。

タンカーで爆発限界内の雰囲気が生じるおそれ

のある区域を一般には危険場所と称し、タンク内

や貨物油ポンプ室、貨物油タンクに隣接していた

り、貨物油管が通っている閉鎖区画は、みな危険

場所とみなされる。さらに、タンク上の暴露甲板

上では、タンクの端から船首尾方向にそれぞれ 3m 

の長さの範囲は高さ 2.4m まで危険場所と規定さ
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れている。この危険場所内の火気は厳重に管理し、

電気設備は防爆型とする等の措置が必要となる。

大型船においては、この危険場所を避けて居住

区や機関室を楽に設けられるが、ごく小型の内航

船ではほとんど船全体が危険場所に含まれてしま

う。航海中であればガスの漏えいは少なく、さら

に対船風速もあってガスが滞留する危険が少ない

が、停泊中の岸壁の下では風もあまりなくてガス

の滞留が生じやすい。

このように、爆発限界内の雰囲気を防止するこ

とが難しいとなれば、残る手段は着火源を絶無と

する方法しかない。このため、内航タンカーでは

着岸すると動力源をすべて停止し、電気はもちろ

ん、無線電話すら使用しない。作業用の工具類は

なるべく使用せず、止むを得ず使用するときはス

ノてークの生じない安全工具を用いる。

特に静電気については注意を払い、岸壁と船と

を同電位にするようにボンデイングケーブルで連

接し、ホース類はすべて内部に電気の導通線をも

ったものを使用する。また、人間の作業による帯

電を防ぐため、導電性のある安全靴を着用し、着

衣にも注意する。船の随所には船体に完全にアー

スした導板を設置して、作業員は随時それに触れ

て帯電を防ぐ。

静電気による帯電の最も大きなものは、積み荷

時の貨物油の流動と、タンク洗浄時等の流体の噴

出、衝突等によるものである。貨物油の流動に関

しては、流速が lm/sec以下であれば問題となる

ような帯電は生じない、というのが国際的な常識

となってきている。しかし、この条件を常に保と

うとすると、貨物油管を著しく太くして送油量を

確保するか、流量を減じて荷役時間を著しく長く

するかのどちらかとなり、経験的に定着している

設備や運航の方式 方法を大きく変革することと

なる。そのため、タンク内に積み込まれた油と電

位差が生じると想定される物体（具体的には貨物

油積み込み管等）が油面に接するまでの聞は、油

が帯電しないようにゆっくりと積み、以後は流速

を速くするという方法が採用され、これを初速制

限と称して国際的な指針となっている。また、積

35 
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み荷終了後は静電気の電荷が徐々に放電するのを

待つため、静置時間または緩和時間を設けること

もほぼ国際的な指針となっている。

同様にして、タンククリーニングの時に大量の

水を使用すると、その噴出や壁面との衝突によっ

て帯電が生じ、高温の洗浄水や洗剤を用いると特

に著しい帯電を生じることも判明している。これ

は、昭和44年に20万D.W.大型タンカーの爆発事故

が連続して発生したのを契機として解明され、以

来、イナートガス装置が採用されるようになった

ものである。しかし、内時1cタンカーのような寸、型

船では洗浄水量はけた違いに小さいため、通常は

このような心、自己はなく、むしろ、洗浄用ホースを

完全に船体とアースすることが重要な配慮、とされ

ている。

6 今後の課題一ーその 1. 静電気一一一一

今後、内航タンカーの安全性をさらに高め、爆

発火災事故を無くすためには一層の努力が必要で

ある。このためには、今まで述べてきたような爆

発性雰囲気と着火源とをそれぞれ制御または管理

できるように、設備面と操作上のマニュアルの面

から検討する必要がある。

しかし、技術的に解決されなければならない第

1の点は、着火源としての静電気であろう。先に

述べたように、内航タンカーの爆発性ガスの雰囲

気を制御することはなかなか難しく、残る着火源

の中で最もあいまいなものは静電気である。しか

も、タンカーにおける液体の流動帯電、噴出帯電、

衝突現象による帯電等が明らかにされてきたのは、

最近の10数年間のことである。静電気そのものの

現象は早くからわかりきったことであったが、石

油化学の発達により、各種の石油製品が貨物の対

象となってきたこと、荷役能率や作業効率を向上

させるための技術の発達、各種材料の進歩と採用

等が、予想外のところで静電気の原因となってい

るようである。

先に述代た大型タンカーのタンククリーニング

の場合も、タンカーが大型化して、それまでの小

36 

型の可搬式洗浄機では効率が悪いため、大型大容

量の固定式洗浄機を採用したことが事故の原因と

なった。これに関する研究の中から、原油に含ま

れるわずかの水分によって帯電量が著しく変化す

ることも明らかとなったが、各種の石油製品につ

いても、わずかの不純物含有量によって帯電量が

変化することは当然予想されることである。常に

原油だけを輸送する外航タンカーに比べて、種々

の製品を輸送する内航タンカーにとって、これは

厄介な問題といえよう。また、各種塗料の発達は、

むしろ帯電の危険が増大する方向へと進んでいる。

最近の塗料はエポキシ系のものが主流となり、強

固なち密な塗膜を形成するため腐食防止の効果が

高く、貨物油にさび等の不純物が混ざることも減

少する利点があるが、これは、導電率がきわめて

低いため帯電しやすく緩和時間も長くなると推定

さrtる。

静電気対策として難しいことは、タンカーの現

場において帯電量を計測することができないこと

である。実験室や、あるいは爆発性ガスの無い所

であれば、帯電量や電界強度を計測することは技

術的に可能であるが、タンカーで使用できるよう

な計測方法はまだ開発されていない。流動による

帯電量を例にとれば、配管の形状寸法、弁やフィ

ルターの有無、内面塗装の程度、液と不純物の含

有量、環境の湿度等、あらゆる条件で帯電量は変

化するから、流速制限だけでは充分とはいえない。

やはり、帯電量を検知する技術が必要であり、今

後の開発を期待したい。

なお、爆発限界内のガスが静電気で着火爆発す

る現象は多分に確率的なものである。高J且物体や

火炎は別として、静電気スパークのような瞬間的

な着火源は、そのエネルギーが小さくなるほど着火

確率が低下する。これは実験室的にも確かめられ

ており、以前と同じ条件だから安全であるという

理屈は実際には通用しない。前述の20万D.W.タン

カーの連続爆発も、各自白はそれまで同じようなタ

ンククリーニングを何回か行っていたし、内航タ

ンカーの事故にも似たことがみられる。このよう

な現象の再現性の悪さは、ガスの分子的規模でい



ずれ解明されると d思われるが、静電気の帯電のあ

いまいさと共にきわめて厄介な問題である。

7 今後の課題一ーその 2.

内航タンカーの運航形態一一

内航タンカーの爆発事故を防止するためには、

直接的な安全対策だけでなく、事故を引き起こす

間接的な周辺状況をも考慮、して問題点を掘り下げ

る必要もある。

内航タンカーの運航面に関しては経済的なこと

も絡んで、大型タンカーとはかなりの隔たりがあ

る。小型船のため、船全体が危険区域となるのは

止むを得ないとしても ハッチを聞いたままで荷

役、検尺、サンプリング等を行うことは、もとよ

り好ましいことではない。大型船のように液面計

等各種の装備が完備し、ハッチを閉鎖した状態で

の密閉荷役ができれば理想であるが、これには陸

側（主として積み込み側）の協力がかなり必要と

なる 9 たとえば、大型タンカーでは、サンプリン

グは通常行わないし、液面計による貨物油量の値

は参考値でしかないと聞く。大型船の場合は、陸

と船とがほとんど 1対 1に対応しているため、貨

物の質や量を陸と船とがそれぞれ主張しでも意味

がなく、動いている船の喫水やタンクの液面高さ

で求めた量よりも陸上タンクのレベル計測の方が

精度が高い、という常識的見解の下に高取引の関

係ができあがっているものと思われる。

しかし、内航タンカーにおいては半製品や製品

が主であり、出荷する陸側では何十種類もの製品

を有し、多数のパースから次々と違う貨物油を違

う船へ積み込む。この手順は、現在ではほとんど

電算機により管理されているが、やはり人間の介

在する部分は多く、操作や判断の誤りも起こり得

る。つまり、陸上のタンクと海上の船とが複雑な

配管を通して無数の組み合わせを持ち得るわけであ

って、その中から選んだ一つの組み合わせが間違

いないことを確認するために、船上でのサンプリ

ングや検尺が行われているのではなかろうか。さ

らにまた、輸送途中の油種や油量の変化を点検す
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るねらいもあろうが、いずれにせよ、陸と市合との

取引関係の在り方が、小型の内航船では大型のそ

れとやや異なるところがあるように思われ、これ

を改善するためには陸側のカ〉なリの協力が要るよ

うに

夕ンカ一爆発の危険性を根本的に低下させるた

めには、イナートガスが最も有効なことは大型船

でほぼ実証されており、また、積み荷時にタンクか

ら押し出されるガスを甲板上に放出せずに回収す

ることは、爆発防止のみか大気汚染防止にも有効

である。これらは、やはり陸側の協力と支援がな

ければ小型タンカーでは実行できない問題である。

8 おわりに

海上輸送の特色は大量貨物の経済的な輸送にあ

り、それゆえに産業活動の基盤のーっとして重要

な役割を担っているが、海上と陸上とでは法規や

管轄管庁が異なり、技術的な思想、や設計条件も異

なるところがある。したがって、両者の接点とな

る港湾の荷役は責任と分担が複雑に絡み合い、安

全に対する措置も一元化しにくいところがある。

また、一般に船は自己完結型ともいう性格を持

ち、船は船に必要な設備や資材を常備し、乗組員

の生活の場ですらある。どんな港へも貨物を輸送

できるのが船本来の用途であるし、ある大きさ以

上の船はそのような設備を持つこともできるが、

内航の小型船ではそれが難しくなる。したがって、

何らかの陸からの支援や協力がなければ充分な機

能を発揮することが難しくなり、安全に対する措

置も同様であろう。

内航タンカーはこのような条件にある一方、ハ

ードウェア、ソフトウェアともに外骨克骨合に比べて

不充分なところが多い。これは、船主も造船所も

経済的、技術的に基盤が弱いこと、船が一品生産

であること、蟻装品の市場が狭いこと等、種々の

理由があり、安全性をさらに向上させるとしても、

法令を強化したり注意を換起するだけですむ問題

ではないと思われる。

（おうなが かすびこ／運輸省船舶技術研究所蟻装部長）
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たばこは
発火源になるか
萩本安昭

はじめに

消防白書によると、たばこの火の不始末が原因

と考えられる火災が毎年全出火件数の10数%にも

及び、図 1に示すように、出火原因の中でトップ

の座を維持している。現在、国産の紙巻たばこは

43銘柄が販売されており、その喫煙量は本数にし

て年間約 3,000億本に達している。したがって、

単純に計算しでも数千万本に 1本の割合で火災の

原因になっていることになる。

ところで、日常生活において、たばこの火でう

っかり畳やカーペットに焦げ跡を作ってしまった

という方は案外多いのではなかろうか。もし、こ

のようなたばこの火の不始末がすべて火災につな

がっていたとしたら、火災原因のほとんどがたば

こだということになってしまうだろう。たばこの

火による火災はどのような場合でも起こるという

ものではなく、たばこと接触している可燃物の種

類や状態、あるいは風の有無などといった種々の

条件と密接な関係をもっている。実験してみれば

わかるが、たばこの火で可燃物に着火させようと

しても、予想に反してなかなか着火してくれない

ことが多いものである。そこで以下では、火災の

立場からみたたばこの燃焼性と、幾つかの代表的

な可燃物のたばこの火による着火性について、実

験例なども交えて述べてみたい。なお、単にたば

こというが、すべて紙巻たばこのことと考えてい

ただきたい。
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2 たばこの燃焼

たばこの燃焼については、増尾氏が本紙にすで

に詳しい記事を載せておられるので、そちらの方

も参考にしていただきたい。

1 ) 燃焼温度

たばこの燃焼温度を測定した例は数多くあり、

一般に最高温度は800℃以上に達し、 1,000℃を超

えるという測定結果の得られたものもある。ただ

し、この温度の値だけから直ちに可燃物に対する

着火性を言命じることはできない。たとえば、たば

こを可燃物と接触させると、可燃物に熱を奪われ

る結果、火種が消えてしまう場合さえある。よっ

て、どのような可燃物と、どのような状態で接触

しているのかといったことまで含めた総合的な判

断が必要である。

ところで、たばこの燃焼温度の測定には、通常

熱電対という細い金属線の一端を接続したものを

用いるが、なるべく細いものを用いないと測定結果

が実際の温度よりも低くなってしまう恐れがある。

また、通常の喫煙のように間欠的な吸煙を行う

場合には、燃焼部分の温度分布や最高温度が時々

刻々と変化するので、その点も考慮、に入れて測定

しなければならない。たとえば、自然燃焼（吸煙

を行わないときの燃焼）の場合には、燃焼部分の

中心付近で最も温度が高く、周辺部ほと温度が低

くなる。ところが、吸煙を行うと、大部分の外気

は巻紙の燃焼端付近から吸い込まれるため、この



部分の燃焼が促進されて温度も高くなる。

連続的に吸煙し続けた場合には、巻紙がどん

どん短くなってたばこの周辺部の燃焼ばかりが進

行し、中心部の燃焼が遅れるために燃焼部分が長

くなる。そして、燃焼の進行から取り残された部

分では自然燃焼に近い状態となる。

したがって、燃焼部分のどの位置の温度を、ど

のような吸煙方法のもとで測定しているのかとい 銘柄や、たばこがどのような状態におかれている

うことによっても、燃焼温度に差が生じるわけで かによって異なり、場合によっては30分以上も燃

ある。図 2は、たLゴこの 図｜ 出火原因別の出火件数と損害額（昭和田年中）（消防白書による）

向きと吸煙方法の違いに

よって、燃焼温度にとの

ような差が生じるかを調

べた結果てやある。 aは連

続的に吸煙した場合で、あ

り、たばこの周辺音日の燃

焼が促進されるだけで、

熱電対を挿入しである中

心部では温度があまり高

くならないことがわかるo

bは燃焼が熱電対の挿入

位置の直前に達したとき

に吸煙を開始した場合で、

あり、 aの連続吸煙や c

の自然燃焼よりも高い温

度の測定されることがわ

かる。

図 3は、図2の② b

の方法により燃焼温度を

’83予防時報134

測定した例であり、たばこの銘柄によっても若干

の差のあることがわかる。

2) 燃焼速度

ここでいう燃焼速度とは、自然燃焼させたとき

の速度であるとする。通常は、たばこに点火して

から 1本が完全に燃え尽きるまでに10-20分程度

の時間を要する。しかし、この時間は、たばこの

（百万円）
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図 4 7こばこの自然燃焼速度（無風時）
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え続けていることがある。

図 4は、無風状態におけるたばこの自然燃焼速

度の測定例であるが、たばこを床上約lOcmの空間

中に水平保持した場合に比較して、ラワン板や綿

タオルの上に置いた場合にはかなり燃焼速度の低

下することがわかる。このように、何かに接触さ

せて熱を逃げやすくするとか、空気の供給を抑え

るとかして燃焼を抑制してやると、燃焼速度は低

下する。

風によっても燃焼速度は影響され、風速が約 l

m ／秒の時に燃焼速度が最大で、それ以上の風速

ではかえって減少するという報告がある。

なお、吸煙した場合の燃焼速度については、参

考文献を参照されたい。

3) 立ち消え

通常の喫煙状態ではたばこの火が立ち消えてし

まうということはないが、風の強い所へ置いた場

合や、たばこが熱の奪われやすい状態で物体と接

触しているような場合には、途中で立ち消えてし

まうことカfある。

また、立ち消えのしやすさは、たばこの銘柄に

よっても異なる。たとえば、積み重ねた紙の上に

たばこを置いて実験を行ったところ、ジョーカー・

ランパージャック・ハイライト・わかばなどは比

較的立ち消えしやすいという結果が得られた。
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3 たばこと可燃物

1 ) 一般の可燃物

ここでいう一般の可燃物とは、たとえば紙・布・

わら・木材などの普通の固体可燃物のことである

と考えていただきたい。したがって、たばこの火

が原因となる火災の大部分がこの場合に該当する。

これらの可燃物がたばこの火によって着火した

場合、初めから炎を上げて燃え出すことはほとん

どなく、通常、しばらくの間は無炎燃焼状態を続

け、その後発炎燃焼に移行することが多い。なお

無炎燃焼とは、炭火やたばこの火のように炎を出

さない燃焼のことである。

この無炎燃焼の進む速さは比較的遅いが、いっ

たん発炎燃焼したとなると、その後は急速に周囲

の可燃物へ燃え広がって建物の内装材等に着火し、

本格的な火災へと進展する。この場合、たばこの

火によって無炎着火してから建物部分に燃え移り

出火するまでに要する時間は、可燃物の種類や状

態、あるいは燃焼に必要な空気の供給状態などに

よって影響されるほか、可燃物の着火箇所が部屋

の中央であるとか、壁の近くであるとかいったこ

とによっても燃焼条件が異なるため、かなりの幅

をもっている。たとえば たばこによって章氏くず

が着火燃焼するような場合には、 10～ 20分程度の

比較的短時間でも出火するが、布団わたに着火し

て燃え上がるような場合には、 5～ 6時間にも及

ぶ長時間を要することがある。

さて、たばこの火による出火といえば、寝たば

こを思い出す方が多いであろう。布団の上にたば

こを落としても必ず着火するとは限らないが、そ

れでもかなりの確率で着火することが、多くの実

験や火災事例から知られている。

写真 1は、無風状態の室内でシーツを掛けた敷

き布団の上にたばこを置いた場合の実験例で、ある。

この例では、 12か所置いたうちの 2か所で布団に

着火し、たばこを中心として同心円状に無炎燃焼

が拡大した。その時の布団表面での燃焼の拡大速

度は約15cm／時間であった。

このように、無炎燃焼の拡大にはかなりの時間
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を要するため、火災に進 写真｜ たばこによる布団の着火実験例

展するころまで寝たばこ

をした本人が熟睡してい

て気が付かないという心

配がある。

実験開始後約20分で布団に着火し、 50分経過後の状況。

（材質は、わた：木綿、生地：木綿のしゅす織、シーツ：木綿の平織）

写真 1の例は布団の上

にたばこを置いた場合で、

あったが、布団の中にた

ばこが挟まった場合の方

が着火しやすく、空気の

供給が充分でないため無

炎燃焼の拡大速度はもう

少しi星くなる。

たとえば、朝起き掛け

に吸ったたばこの吸い殻

を落としたのに気付かず、布団と一緒に押し入れ

に片付けて外出し、数時間後に留守宅から出火し

たという事例もある。

布団への着火性はわたの材質による違いが大き

く、一般に化餓わたの場合にはたばこの熱によっ

て縮れてしまうため着火しにくい。しかし、化繊

わたの布団が安全だというわけではなく、布団の

布地やシーツなどの他の可燃物と一緒になった状

態では燃える危険性がある。

また、同じ木綿わたの布団であっても、新旧や

吸湿の程度により燃えやすさが異なると考えられ

る。たとえば、新品のようにふかふかした布団と、

圧縮された、いわゆるせんぺい布団とでは、後者の

方がたばこの火によって着火しやすいようである。

布類の場合もわたと同様、一般に化繊よりも木

綿の方がたばこの火によって着火しやすく、無炎

燃焼も継続しやすいようである。ただし、一口に

化繊といっても、その燃焼性は異なる。また、布

がカーテンのように垂れ下がった状態で＝あるとか、

床の上に広げられた状態であるとかいったことに

よっても異なる。

次に、紙類に対する着火性を取り上げてみる。

通常、紙をきれいにそろえて積み重ね、その上に

たばこを置いた状態では焦げ跡が残るだけである

が、普通の紙であれば、たばこと接している部分

に穴のあくことがあっても、それ以上に燃え広が

ることはほとんどないようである。

ところが、紙を丸めたような場合には少々話が

違ってくる。たとえば、紙くずかごの中へ火のつ

いたたばこを投げ捨てたような場合には、紙くず

に着火する可能性は充分にある。たばこを直接紙

くずかごへ捨てる人はいないだろうが、灰皿にた

まった吸い殻を捨てることはよくある。ただし、

そのときに吸い殻がくすぶっていないかどうかを

よく確かめておくことが必要である。

過去に、このような場合を想定して、無風状態

の室内で各種の紙を丸めた中にたばこの吸い殻を

入れる着火実験を行ったところ、ザラ紙・アート

紙・タイプ用紙などに比較して、新聞紙がインク

の付着などの関係から着火しやすいという傾向が

認められている。

なお、初めにも述べたように、 1本のたばこは

10~20分で燃え尽きてしまうが、その火が他の吸

い殻に燃え移り、長時間にわたってくすぶり続け

ていることがある。したがって、たばこを吸った

後かなりの時間が経過していたとしても、吸い殻

には必、ず7］（を桂卜けてから捨てるようにすべきである。

また、木製の床板や畳などは、たばこの火によ

って焦げ跡が残ることはあっても燃え出すことは

ほとんどない。木はともかくとして、畳が燃えに
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くいのかと思われるかもしれないが、火災現場で

は、家屋が全焼しているにもかかわらず畳がかな

り焼け残っているという状況をよく見掛ける。木

や畳はたばこの火で着火しないというのではなく、

たとえば他の可燃物が介在したり、あるいは腐敗

や老朽化によってぼろぼろの状態になれば着火し

やすくなる。また、たばこを畳縁の上に置いて着

火させたところ、燃焼は畳の合わせ目に沿って広

がリやすかったという報告がある。

2) 気体の可燃物

ここでいう気体の可燃物とは、たとえば水素ガ

スやメタンガス、あるいは者日市ガス（いろいろな

種類があるが）やプロパンガスなどのように、い

わゆるガス爆発を起こす気体で、一般に可燃性ガ

スなどと呼ばれているものである。また、ガス爆

発が起こると付近の可燃物に燃え移って二次的に

火災を引き起こし、被害をさらに大きくすること

が多い。

ところで、たばこの火によってガス爆発が起こ

るかどうかが問題となる場合はかなり限られてい

る。すなわち、通常は喫煙する前にマッチやライ

ターを点火するわけであるが この火によって可

燃性ガスは容易に着火してしまうからである。し

たがって、たばこの火がガス爆発の着火源となる

のは、喫煙中にガスが漏えい・拡散してきたとか、

あるいは、ガスの滞留している所へたばこを投げ

捨てたとかいうような場合なのである。

一般に、可燃性ガスには、空気との混合割合が

適当な範囲内になければ燃焼しないという性質が

ある。この濃度範囲のことを、燃焼範囲あるいは

爆発範囲などといい、たとえばメタンガスの場合

は、約 5～ 15容量%の範囲である。もし、ガスの

濃度がこの範囲から外れていれば、ガス爆発は起

こらないといえる。ただし、漏出したガスは空間

内においてなかなか一様な濃度分布とならないた

め、平均濃度が燃焼範囲の下限界に満たなくても

局所的に燃焼範囲に入っていて着火することがあ

るから安心はできない。

さて、たばこを燃焼範囲内の可燃性ガスの中へ

投げ込むとどうなるであろうか。水素ガス・メタ
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ンガス・都市ガス・プロパンガスなどについては、

現在のところ着火したという報告は見当たらない。

では、可燃性ガスの中でたばこを吸えばどうで

あろうか。この場合は、高温のたばこの火の中ヘ

ガスが吸い込まれるわけであり、単に投げ込むだ

けよりも着火しやすいであろうと思われる。しか

し、実際に実験してみると着火するガスは少ない。

一つの例として、 42種類の可燃性ガスおよび、液

体の蒸気について、吸煙中のたばこの火による着

火実験を行ったところ、着火したのは、アセチレ

ン・酸化エチレン・エーテル・燐化水素・二硫化

炭素および水素だけであった（ただし、水素は静

止状態では着火せず、流通状態でのみ着火）とい

う報告がある。

着火しない場合に、たばこの吸い口組ljから出て

くるガスを集めて火をつけると燃えることから、

ガスがたばこの火の中を通過しても燃えていない

ことがわかる。

このように、着火しにくい理由についてはよく

わかっていないが、そのーっとして、たばこの火

の表面を覆っている灰や、刻みの燃焼生成ガスの

影響が考えられる。また、たばこの火の燃焼温度

が 800℃以上に達するといっても燃焼部分の一部

であり、しかも、吸い込まれたガスの通路は刻み

と刻みの狭いすき間であることから、ガスを高温

に加熱する空間はごく一部分であると考えられる。

また、さらに大部分のガスは、巻紙燃焼端付近の

側面から吸い込まれて、最短経路を経て燃焼部分

を通過するため、発火するに必要なエネルギーが

充分に得られないのではなかろうか。

たばこの火の代わりに電気ヒーターを着火源と

して用いた場合、ヒーターが小さすぎたり形状が

不適切であったりすると、ヒーターの温度を1,000

。C近くまで上げてもガスが着火しないことがある。

このことからも、温度が高いというだけでは着火

現象には不充分であることがわかるだろう。

一つの試みとして、たばこにアルミはくを巻き

付けて、ガスが側面から吸い込まれないようにし

てやった場合、ガスが常にたばこの先端から吸い

込まれるようになる結果、燃焼部分を通過するの



に要する時間が長くなって、着火率が高くなる。

3) 液体の可燃物

灯油やガソリンなどの液体中、あるいはこれら

が床面上にこほ、れた所へ火のついたたばこを投げ

捨てた場合に、着火するかどうかが問題となるこ

とがある。この場合、液体が着火するといっても

液体自身に直接着火するのではなく、液体の蒸気

に着火するわけで、気体の場合と同様、蒸気と空

気との混合割合が適当な範囲になければ着火しな

い。したがって、液温が低すぎると蒸気が充分に

発生せず着火しないことになる。

灯油の引火点は、 JI Sでは40℃以上と規定さ

れており、常温程度の液温ではたばこを投げ込ん

でも着火しないものと子想される。実際に実験し

てみても、着火現象が認められたという例はない。

ところが、ガソリンの場合には引火点が－45℃

程度で非常に低く、着火の可能性は大きいと考え

られるのであるが、実験してみると、やはり着火

しない。そこで、ガソリンを布や紙などにしみ込

ませたり、あるいはガソリン蒸気中でたばこの吸

煙を行ったりして、できるだけ着火しやすいよう

に工夫した実験を行ったが、現在のところ、まだ

一度も着火は確認されていない。

なお、たばこの火による液体蒸気への着火に関

しては、気体の可燃物のところで紹介した研究の

外に、ベンゾール・アセトン・ガソリンは着火し

なかったが、エーテル・二硫化炭素は着火したと

いう報告がある。

4 おわりに

たばこの火が着火源になるかどうかを問題にす

るとき、着火し得るということが充分に証明でき

る場合は比較的楽である。しかし、絶対に着火し

ないことを証明する場合は非常に困難である。な

ぜなら、偶然にたばこの一部分が勢いよく燃えた

り、あるいは、一瞬であっても小さな炎を出して

燃えることがあるかもしれないし、また、可燃物

が予想、もしないほどうまい具合いに燃えやすい状

態になっていることがあるかもしれないからであ
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る。このように、火災やガス爆発事故の中には、

しばしば非常に偶然的な条件が重なって発生する

例も少なくないのである。

また、喫煙という行為は、我々の日常生活の中

で習慣的になってしまっているだけに、つい何気

なく吸い殻を投げ捨てたり、火を消したかどうか

を忘れてしまうことが多いものである。喫煙のモ

ラルの問題としてだけでなく、防災という観点か

ら考えても、たばこの火は灰皿で確実に消し、決

して投げ捨てたりしないことが大切だと思われる。

（はぎもと やすあき／科学警察研究所火災研究室）
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1放火は厳罰

今からちょうど300年前の1683年、すなわち天和

3年 3月29日、品川の鈴ヶ森で火あぶりになった

若い女性がいた。有名な八百屋お七である。『天和

笑委集』によると、お七は本郷森川宿の八百屋市

左衛門の娘で、 3月 2日の夜、近くの商店に放火

した。軒板のすきまに綿くずをわらに包み、炭火

と一緒に差し込んだのである。風があったので程

なくくすぶり、火炎がちらつき始めた。折よく通

行人が発見して「火事だ、火事だ」と叫んだので、

近所の人々が慌てて駆け付け、たちまち消してし

まった。だから、ほとんど被害のないボヤですん

だ。お七はなぜか逃げも隠れもせず火事騒ぎの中

をうろついていたので、怪しまれて捕らえられた。

手に火つけの材料である古綿や竹を握りしめてい

たので、弁解はできなかった。若い娘だけに気が

動転したのであろうか。理解に苦しむ異常な行動

である。

お七の一家は12月28日の大火でリ災したので、

近くの正仙院という小さな寺に間借していた。そ

こで寺小姓の美少年生田庄之介と出会い、恋愛関

係が始まったのである。だが、お七の家の新築が

なったので、 2人の仲はわずか半月で引き裂かれた。

お七は庄之介への想いが断ち切れず、家が焼けれ
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江戸の消防戦略
黒木 云同

ば再び正仙院で生活ができ庄之介とも会えると考

えて放火したのであった。

当時の刑罰は「元禄御法式」にまとめられてい

るが、

一、火を付る者の類、火罪。火付道具を持候ばか

リ、また人に頼まれ火を付候類に死罪、流入。

とあり、自ら放火した以上、たとえボヤであって

も火あぶりにされたのである。 「御仕謹言語千帳」

という判例集をみても、人に頼まれて放火したと

白状しても火刑に処せられている。放火が非常に

重い罪であったことがわかる。

お七処刑の前年、天和 2年 (1682)11月と 12月に

江戸で大火があったが、いずれも放火が原因とい

ううわさであった。この時だけでなく、江戸の火

災の大部分が放火によるといわれている。

世の中にかつて火つけのなかりせば

江戸の人々 のどけからまし

という狂歌が作られたくらいである。 元禄 3年

(1690）、来日した長崎オランダ商館の医師エンゲ

ルベルト・ケンペルは、翌 4年 (1691）、江戸にき

たが、その『江戸参府旅行日記』（斎藤信訳・平凡

社東洋文庫。以下ケンペルに関する引用は同書よ

り）にも、

強い北風の吹いている夕刻、 1里半あるいは

一直線に計れば 1里ほど西に大火が起り、非常

に広いおか町 600軒が焼けたが、 4時間後によ

うやく消えた。放火犯人の仕業でうち 2人は逮

f市さオ1たということである。



と記している。これは 2月四日の河田ヶ窪から出

火し、市谷・四谷方面が焼失した火災で、ケンペ

ルが起居していたのは日本橋本石町の定宿長崎屋

であった。

江戸の放火犯の大方が食いつめ浪人や盗賊のた

ぐいで、椅福な商家をねらって火をつける。家人

が大騒ぎしているすきに金銭や物品を奪い取ると

いう悪質なものである。江戸の冬場は雨が少なく、

俗に“からっ風刊という北西の季節風が多く吹く

ので火事が多い。それに乗じて放火も頻発したの

である。

金品が強奪目的ならば、幕府は放火にそれほど

神経質にならなかったであろう。ところが、慶安

4年（1651）に白井正雪の事件が起こった。正雪は

江戸・京都・大阪に同志を派遣し、自身は駿河の久

能山に拠って一斉に反乱の火の手をあげようとし

たのである。江戸では河原勘右衛門らが夜陰に乗

じて鉛硝蔵に放火する。 3万駄の鉛硝が大爆発す

ると同時に、かねて蓄えておいた火薬で江戸の各

所に放火、市中を火の海にする。一方、丸橋忠弥

は混乱に紛れて決死隊を率い江戸城内に突入する、

という大それた計画であった。これは密告があっ

て未然に防ぐことができたが、明暦 3年（1657）の

大火の際にも、正雪の一味があちこちで放火して

いるといううわさがしきりであった。そのため、

幕府の放火に対する姿勢はきわめて厳しいものに

なった。

『御当代記』によると、大老堀田正俊の行財政

改革、いわゆる“天和の治”により人員整理され

た多数の同心が生活に困って放火しているという

風評を記し、さらに、

去年の11月28日・ 12月28日、両度の大火事よ

り正月を経て 2月まで、毎日のように火災があ

った。日に 5～ 6回、または 8～ 9回も発生し

たことがあった。これらはすべて放火であった。

と述べている。天和 3年 (1683）正月 8日には次の

ような町触れも出ている。

一、放火した者があったら訴え出よ。たとえ一

味であってもその罪を許し、褒美を与える。

訴え出た者に悪党仲間が仕返しをせぬよう保
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護にあたれ。

一、放火した者を見つけた場合は捕らえて早々

に報告せよ。決して見逃してはならぬ。

一・挙動不審の者があったらよく調べ、町奉行

戸斤にj皇千子せよ。

一、火事の場合、地車や大八車に荷物を積んで

避難してはならない。ゃりゃなぎなたも抜き

身にしないこと。

一、車長持を禁止する。以後、製造・売買して

はならない。

上の文で地車とは重量物を運搬するために用い

る四輪車で車台が低い。車長持は長持に車をつけ

たもので、明暦の大火の時、これが道路をふさぎ

大惨事の原因となった。正月 12日には、

風が激しい時には町内に 1、 2か所ずつ昼夜

屋根に人をあげて火の用心をさせるべきである。

という通達が出て“家根番”の制度も始まった。

23日、先手頭中山勘解由直守は与力・同心を市内

各所に派遣して不審な者を召し捕るようにと下知

を受けた。勘解由はさっそく変装した与力・同心

をはいかいさせて、怪しいとにらんだ者を片端か

ら検挙した。息子の直房も同じ役についていたが、

賊徒を多数捕らえた功労により金 5枚を与えられ

ている。それだけに、誤って逮捕された者も大勢

いた。そして、そのほとんどが容赦ない拷問で放

火を無理やり自白させられ、処刑されたのである。

川越の塩商人榎本弥左衛門は閏 5月18日の覚書に、

江戸で火あぶりになった者は今年だけで50人

ほどもあった。みな火付である。各所で告発さ

れてこうなったのである。

と記している。八百屋お七の逮捕と火刑はこのよ

うな状況の中で行われたのであった。

2江戸の防火対策

ケンペルは日本の家屋について、

江戸では家は小さく高さも低く松材やしつく

いの薄い壁からつくられ、内部には紙の障子と
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ふすまをたて床にはしんをつめたされいなイグ

サの畳が敷いてあり、屋根は松のこけら板でふ

いてあってすべての物が、いわば燃えやすい材ー

料で組み立てであるから、ほんのちょっとした

火でもつきやすい。

と述べている。かわら屋根が普及するのは享保時

代、 8代将軍吉宗が躍起となって奨励してからで

ある。費用がかかるのと、明暦の大火の際、かわ

らの落下で負傷者が多く出たために、元禄になっ

ても板ぶきが普通であった。したがって、燃焼材

料の住宅が密集している江戸の町では細心な防火

対策が必要であった。

慶安元年（1648）の町触れでは、 2時間交代の夜

番を置き、町々を見回る。火事が発生したら火元

の者は声を出して知らせ、町内は残らず駆け付け

て消火にあたる。駆け付けぬ者には過料を課する、

と規定している。承応 2年（1653）には、家ごとに

防火用の水を手おけに入れて軒につるし、はしご

も用意することになった。だが、ケンペルは、

なるほど、屋根の破風の下には普通は台があ

って、それに水を入れた取っ手の付いたおけが

水を降りかける 2、3本のひしゃくと一緒に置い

てあり、人は外から掛かっているはしごを使っ

てそこへ楽々と登ることができる。しかし、こ

のやり方はぶすぶすくすぶっている火に対して

は何とか間に合うが、これでは燃え広がってい

る猛火の威力はけっして抑えられない。

と社七半リしている。

花火は隅田河畔に限られ、市中で売ることは禁

止された。正月の松飾りを焼く左義長もまきを多

く積んではならぬとされた。風呂屋も午後6時以後

はたくことが許されなくなった。明暦元年（1655)

には、市街地でごみを焼くことも規制された。こ

のころ玉川上水が完成したので、 l町の両側に平

均 8個の消火用の井戸を掘るようにとの通達が出

た。井戸は商売の妨げにならぬよう道路なみの高

さにして、平常はふたをしておく、ということに

なった。その後も、強風時の外出を禁じたり、火

を持ち歩く商売を認めないという、きめ細かな防

火対策を行っている。江戸の大半を焼き、死者数
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万を出した明暦の大火（1657年）後は、屋根に泥を

塗らせて少しでも延焼を防ごうとしている。

防災についての通達は、外国使節入府の場合に

は一段と厳しくなる。天和 2年 (1682）、綱吉の 5

代将軍就任を祝って朝鮮信使が来日した。江戸で

は、 7月 9日に、

はしご・天水おけ・ためおけなど古くなって

いたら新しいものに取りかえよ。

という町触れが出た。 8月14日には、

昼夜とも火の用心に念を入れよ。 2階で火を

たいてはならぬ。手おけを各戸で用意し、朝鮮

人通行の直前に打水すること。水ためおけには

常に水を入れて火災に備えること。

という指示が出た。同月20日には、

明日、いよいよ朝鮮使節が到着する。名主、

月行事はかみしもをつけ、到着の時には木戸に

立ち、けんか口百命など牧1騒がしいことのないよ

うにせよ。火の用心はもちろんである。

という念を入れた触れが出されている。

3火消制度の発達

幕府の火消制度は大名火消から始まった。寛永

16年（ 1639) 8月11日、江戸城御台所から出火した

火災で本丸御殿が全焼した。そこで幕府は10月15

日、秋元但馬守・土屋民部少輔・細川玄蕃頭・浅

野内匠頭・大関土佐守・西尾丹後守の 6大名に火

消役を命じた。このうち、浅野内匠頭とは刃傷事

件を起こした赤穂藩主長矩の祖父長直である。寛

永20年（1643）には、 6万石以下の16大名を 4隊に

編成した。各隊は 4家で組み、 1万石につき 30人

ずつの隊員で構成された。各隊は10日間交代で任

務につき、参勤交代があっても定数が確保できる

ようになっていた。ところが、翌正保元年(1644)

には10家 3隊，同 3年（ 1646）には 9家 3隊と縮少

され、慶安 2年（ 1649）に10家 3隊になった。

大名火消の中で火消場所が定まっているものを

所々火消と称した。寛永16年（1639）に森川半弥に



託業日の仏殿の守備を命じたのが始まりで、元禄

時代には江戸城本丸など重要地点20か所を36大名

が担当した。方角火消というのは定められた方面の

火災にのみ出動したもので、明暦の大火（1657年）

直後に桜田筋・山手筋・下谷筋に12大名を割り当

てたのが最初で、寛文 8年（1668）の大火を機会に

大手下馬所、本丸はね橋外、桜田門、巣鴨・牛込・

市谷、浅草・谷中・千駄木、四谷・渋谷の 6地点

を 6大名に分担させたが、元禄11年（ 1698）には、

江戸を東西南北の四方に分けて各 3人ずつ計12人

の大名を配置することになった。正徳 2年（1712)

には、改めて江戸を 5地域に分割し、 3万石から

10万石までの大名15人を 3人ずつ防火に当たらせ

た。同 6年（1716）には、方角火消を大手・桜田の

2組にまとめ、それぞれ 4大名に 6地区を担当さ

せた。方角火消は、内曲輪の火災には直接消火に

当たったが、外由輪の場合には老中の指令を受け

て初めて出動した。そのような時でも活動は定火

消が到着するまでで、定火消がくると道や溝を隔

てて火の粉を防ぐ役にまわった。享保 3年（1718)

には、火事場から遠ざかった場所で、延焼を防ぐだ

けが仕事になり、元文元年（1736）になると、江戸

城から遠方の火災には出動しなくなった。

さらに増火消というのがある。将軍の命令を受

けて老中が発する文書（暴善）によって出動する

ので奉書火消とも呼ばれる。慶安 3年（1650）、仙

石越前守政俊など 5人が命ぜられたのが始まりで、

大火のたびに 3人から 6、7人が当てられた。だが

定火消の応援が主たる任務で、町火消が成立・発

展すると影が薄くなった。

定火消は旗本の消防隊である。明暦の大火後の

万治元年（1658）、近藤彦九郎など 4人を任命し 2

人ずつ隔日に火の番をさせた。それぞれの組は与

力 6騎・同心30人・消防夫 100人で編成されてい

た。幕府は、この 4組に役料として 300人扶持を

与えたが、これだけでは不足である。そこで、寄
あい

合（3,000石以上）の豊かな旗本から人選したので

寄合火消ともいわれた。定火消は 3,000坪ほどの

火消屋敷に常時待機している。 4組の屋敷は麹町

半蔵門外・飯田町・お茶の水・市谷佐内坂で、北
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西部に置かれたのは この地域から出火すると江

戸全市が風下となって大火になりやすく、特に江

戸城が危険に陥ることが子想されたためであった。

火消屋敷の造営には銀 100貫が下賜されるので

なかなか立派である。約13mの火の見やぐらもあ

り、大太鼓と半鐘が置かれていた。見張りは常時

2人、火事を発見すると太鼓を打ち、近火には太

鼓と半鐘を交互にたたいた。この合図を聞くと定

紋打った銀箔押しのまといを先頭に火消役がとび

出し、高張じようちん・はしご・さすまた・玄蕃

おけ・とびぐちなどが続く。与力以上が騎馬、同

心以下が徒歩であった。

いく度も聞くは火事太鼓。打つより早く与力

衆の伊達皮羽織皮頭巾・・・・一同心衆は鳶口やまと

いを先に押したてて・・・（「武蔵八代集』）

という勇ましい情景である。

消 防 夫 は ガ エ ン と 呼 ば れ 火消屋敷の大部屋で

生活していた。寝る時は丸太を枕にして10人から

15人が 1列に並んで眠る。いったん火災が発生す

ると寝ずの番が枕木の小口を木づちでたたいて起

こした。文字通り“たたきおこす”のである。真

冬でもはっぴ 1枚 色白で男っぷりのよい江戸生

まれが多く、おしゃれで日に 3 4回も入浴し、入

れ墨の身体を誇りにしていた。しかし、平常はば

くちにふけり、酒屋・料理屋を荒らしまわり、芝

居見物をしても木戸銭を払わずダこのように嫌わ

オlfこ。

定火消は万治 2年（1659）、 6組になり、翌 3年

(1660）には 8組、寛文 2年（ 1662）には10組、さら

に元禄 8年（1695）には15組 1,920人まで増設され

たが、幕府の財政難や旗本の困窮によって、宝永

元年（1704）には10組 1,280人に縮少した。以後、

十人火消と呼ばれた。

定火消の消火作業は江戸城と武家屋敷に限られ

ていて、町家の火災には動かず、武家地に延焼の

恐れのある場合でも境界線で待機していた。これ

では江戸市民は助からない。

町火消の濫鰐は明暦の大火後、万治元年(1658)

高野新左衛門の提唱で組織された火消組合にある

といわれる。この時、南伝馬町など23町は、
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一、各町とも月行事と家持 2人で火消人足を指

揮すること。消防のため、家を崩すことがあ

っても家主は文句を言わぬこと。

一、火事場では月行事・家持の指揮に従いけん

か口三命をしないこと。

一鎮火後、火消人足の札を改め、不参の者が

いたら 1貫丈（ 4貫文で 1両）の過料を出さ

せること。

一大火となって大名火消が出動したら第 2線

に後退して消火すること。

など 7項目を取り決めた。この組合の火消人足は

167人であった。幕府もこの動きに対応して寛文

元年（1661）、

町内に火事があった場合には向い側 3町、左

右 2町、裏 3町、火元の町と合わせて 9町が駆

け付けて消火する。片町（道路の片側だけが町

屋）ならば左右 2町、裏町 3町、火元町の 6町

が駆け付けて火を消す。

と出動範囲を示した。これが駈付火消である。

このような経過ののち、享保 3年（1718）、南町

奉行大岡越前守忠相は隅田川を境にして、およそ

20町を 1区画にまとめ“いろは47組” （特別隊本

組を合算すると48組）を編成し、本所・深川方面

は16組に組織した。同 5年（1720）にはいろは組の

ひ・へ・らの 3組の名称をそれぞれ百・千・万に

変えた。火・庇・羅（男性器を連想させる）の語

呂を避けたのである。享保15年（1730）には“いろ

は47組”を 1番組から 9番組に方面別にした。そ

して、各ブロック内の火災には互いに応援しあう

ようにした。元文 3年（1738）には 4番組と 7番組

を廃止し、組内のいろは組を 5番組と 6番組に編

入した。死や質という音を嫌ったのである。本所・

深川は南・中・北の 3組にまとめた。火消人足の

総人数は 10'359人であった。以後、江戸市街の消

防活動は彼等町火消の手にゆだねられたのである。

当時の消防は大うちわで火勢をあおぎ返そうと

したリ、延焼を防ぐため火の通路に当たる建物を

片端から壊してしまうという単純なものであった。

そこで、とびぐちゃのこぎりを持って出動したの

である。このような、消すより壊すことを主眼と
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した破壊消防の戦術は 基本的には明治まで継続

したのである。消防の実例を『天和笑委集」の描

写で見てみよう。

天和 2年 11月28日はさわやかな青空で朝を迎え

た。ところが午前 7時すぎから黒雲が覆い、 8時

をまわるころから風が吹き始めて次第に激しさを

増した。午前 9時ごろ市谷の河田ヶ窪から出火し

た。火元は百姓地にあった五兵衛に借家していた

徳左衛門という説と遁世者の草庵という説があっ

て定かではない。強風下、たちまち黒煙はもうも

うと空高く舞い上がり、火勢は町家を灰にしなが

ら尾張中納言光友（名古屋61.9万石）の上屋敷に

迫った。だが家中の武士が必死に防いだので被害

は西側の五段長屋だけにとどまった。だが四谷一

帯に火があふれると、堀沿いの松平左京大夫両主

（西条 3万石）と紀伊中納言光貞（和歌山55.5万

石）の中屋敷からもすさまじい火炎が立ち昇った。

消火担当の大名は金銀をちりばめた詰弱を先頭に

革製の火消装束を身にまとって四方から駆け付け、

ここを先途と火煙に立ち向かった。その光景は勇

壮華麗でさながら合戦絵巻を見るようであった。

だが山の手は井戸が深く水に乏しい。辻々の用水

も凍っていて使いものにならない。そのため、次

第に吹き荒れる北風と火の粉に追われる形勢とな

った。将軍綱吉はついに酒井河内守忠挙（厩橋13

万石）をはじめ13大名にも出動を命じた。忠挙が

数百人を率いて煙の中を紀州邸に駆け付けると、

もう一面の火の海で鷲の門とその下の長屋が残っ

ているだけであった。ここも風下であるから火の

かかるのは時間の問題である。しかも南は坂で低

い所、武家屋敷に添うように赤坂の町が続いてい

た。忠挙は「急：ぎ長屋に登リ火を止めよ」と命じ

た。犬塚又内が輩下とともに屋根にあがり、堀の

水をくみ上げて奔流のように押し寄せる火炎を必

死に防いだ。同時にくま手・鎌・おの・まさかり・

とびぐち・のこぎりなどを使って＋東木やたる木を

切り落とし、懸命に延焼を食い止め、ついに鷲の

門とその下の長屋を守リ通した。もし防禦に失敗

したら西久保から愛宕山・増上寺方面にまで火の

手がのびたことであろう。それだけに犬塚又内の



f動きは、

犬塚ときけばいやしみ思へども

かかる誉れは人にまたない

と嘆賞されたのであった。

4江戸の防災化

元禄の初年に来日したケンペルは、江戸につい

て次のように言己している。

この都市は他の町々と同じように城壁で固ま

れてはいないが、幾つかの幅広い堀と木を植え

た高い土堤で分断されていて、それで大火を防

ぎ、火が燃え広がることがないという窮極の目

的を達している。 ・・・・・・江戸の町の造成に関して

いうと、一時期でなくて次第に今の大きさに繁

栄していったので町は整然としていない。けれ

ども、ここでは大火はまったく珍しいことでは

なく、その機会に市区には整然とした十字路が

新たに造られる。

江戸時代においても、最終的な消防戦略はやは

り都市計画であった。ケンペルが指摘している防

火土手や整然とした道路も、明暦の大火（1657年）

後の都市計画で新設されたものなのである。災後、

幕府は大がかりな武家屋敷の移動を断行し、寛文

元年（1661）までに1,308家を域内から城外へ、市街

地から郊外へと移した。寺院も外堀の先か新開地

に移す政策が積極的にすすめられた。幕府は、明

暦の大火の際、湯島方面の飛び火で駿河台が炎上

し、これが江戸城や市街地を焼失させる導火線に

なったことを重視して、お茶の水・本郷・湯島な

どの寺院を小石川・駒込・浅草方面に移した。ま

た道路の拡張にも着手し、日本橋通りと通町筋は

18.2m、本町通りは13.8mの道幅になったほか、

幅lOm前後の道路を盛んに造った。さらに、府内

各所に広小路とか火除地と呼ばれる広場を設けた。

そして、市街地には 2本の防火堤が築かれた。一

つは神田の新白銀町から柳原までの約1,091m、も

う一つは日本橋から江戸橋に至る川の南岸272.5m 

’83予防時報134

のもので、ともに高さは 7.2m、土手の上には松

が植えられた。これらの防火施設のため多くの町

家が不便な場所に立ち退きを強制された。幕府が

隅田川に初めて長さ 171m、幅 7.3mの両国橋を

架けたのは本所開発のためであった。だが、この

橋の完成により民衆は絶好な避難通路を獲得した。

明暦の大火の際に、浅草橋で火に追いつめられ、

23,000人が焼死したような悲劇はもはや過去のも

のとなった。

天和 2年（1682）の大火ののち、幕府は明暦の大

火後の市街整備を大修正した。まず、青山和泉守

忠雄（浜松 5万石）邸の西半分を接収して、小身

の御家人に分与した。これが現在の青山の町々の

始まりである。千駄谷の内藤若狭守重頼の屋敷も

御家人に細分化された。

寺院は26寺が移動したが、そのうち12が湯島に

あったもので、 7寺を駒込に、 3寺を谷中に移転

させている。馬喰町にあった 5寺院も深川などに

転出させられたため、外堀の内側から寺院は姿を

消した。寺院はろうそく・線香など火気を多く使

用するので、火災を起こしやすいのである。

明暦の大火後設けた新道は、あまり防火に役に

立たなかったという理由で廃止された。だが、一

方では不忍池西南部に幅 4間（約 7.2 m ）の道路

を造ったり、白銀町土手北側の道路も大幅に拡張

している。湯島広小路も北に延ばし、湯島天神の

西側まで幅 2町（約 218m）という広々とした道

になった。湯島とともに火災多発地帯の神田）｜｜北

岸には空閑地を多く設けた。お茶の水には土手を

造成し、芝を敷き小松を植えた。近辺に完成した

桜馬場も一種の火除地といえなくもない。筋違橋

内外（現在の神田万世橋付近）には、すでに明暦

の大火後から広場ができていたが、天和の大火後

はさらにそれを拡張したため、広大な草原が江戸

市中に出現した。付近の住民はその空地を野菜栽

培に利用していた。かくして、本郷方面で出火し

た火災を湯島で防ぎ、お茶の水で防ぎ、筋違橋で

防ぎ、さらには白銀町土手で防ぐ、江戸の防災化

が達成されたのである。

（くろき たかし／東京都立北多摩高等学校教諭）
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“安全な住ましγ’といったら、人はどんなこと

を考えるだろうか。直感的に思い浮かぶのは、地

震や台風にあってもつぶれない家のイメージだろ

う。実際に、新潟や仙台の地震では住宅がかなり

被害を受けている。手元の理科年表によると、昭

和53年の宮城県沖地震では全壊651、半壊5,450戸

だ。台風による風水害も、また多い。このように、

地震災害や風水害は再三繰り返されているので、

行政的にも建築基準法で構造上つぶれない建物を

造るよう指導がなされているし、また、住宅金融

公庫の融資の条件にも、構造上の安全性を備える

よういろいろな規定が仕様書の中にもられている。

だから、この指針に従って住宅が建てられている

のなら一応は安心していられるのだが、それにも

かかわらず、かなりの住宅が壊れている事実は、

一つにはこの基準が守られていない住宅が多いこ

と、さらには、建物自体の耐久性が限度にきてい

るのにそれを気付かずにいることなどが主な原因

である。しかし、これ以外にもある。私が宮城県

沖地震の直後、現地で感じたことは、住宅がどん

なに丈夫にできていても、地盤が不安定だと住宅

の被害は実に大きいということであった。土地の

丈夫さと住宅の丈夫さとが一体となったときに、

初めて構造的に安全な住宅ができるのである。住

宅だけをいくら丈夫にしても足元が不安定では何

にもならない。このように、構造上の安全性確保

のための努力は常になされ、その研究も対策もと

られており、今さら述べることもない。そこで、
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住まいの安全

ここではそれ以外の“住まいの安全”について述

べてみたい。

安全という概念が“人の命を守る”ことであるな

らば、何らかの意味で住まいに関係のある安全を

考えるときには、さらに広範囲にみる必要がある。

日常災害ということ

今から15年ほど前、新聞に中高層のアパートの

ベランダや窓から子供が落ち死傷するという記事

が目立って増えた。土地の有効利用のため都心で

は鉄筋コンクリート造の中高層アパートが増加し

てきたころだが、この住まいは従来の住まいと違

って地上lOmにも及ぶ高所での居住なので、地上

の生活に慣れてきた住まい手が戸惑うところがた

くさんあった。今まで身につけた暮らし方では適

応できない部分がある。かといって、新しい住ま

いに合った暮らし方を身につけるには時間がかか

る。このように、生活環境の急変によって、住ま

い手が住まいを住みこなせないために、窓、やベラ

ンダから落ちることが多くなっているのなら、ほ

かにも住み慣れないための事故が起きているはず

だと考えた。そこで、厚生省が毎年発表している

人口動態統計より、住宅内で住宅が原因で事故死

した件数を集計してみると、何と 4,000人にのぼ

り、さらに昭和40年～45年朝日・中日・西日本の

各新聞に報じられた事故をみても、窓、からの転落

で死亡30件、重傷約18件、それ以外でも建物の至



る所で事故を起こしていることがわかった。

このような事故は、建物の造り方が急変して、

住まい手が住まい方を知らないために起こった事

故だとは必ずしもいいきれない面も多々あるが、

主な原因であることは否定できない。在来の住ま

いでも、日常の生活をしている中での事故はあっ

た。これは、道を歩いていても転んで思わぬけが

をするのと同じである。これが慣れない環境では、

事故の発生率は多くなるのは致し方ない。こう考

えてくると、今造られている住まいに対しては、

安全性を確保する何らかの客観的な対策を講じな

ければならないことになる。

こんな考えから、私たちは昭和46年、建築学会

で開催された大会に「建築物の日常的災害に関す

る調査」と題して住まいでの傷害例を調査したも

のを発表した。これが、建物における事故を安全

性という立場から総合的に見た初めての論文では

ないかと思う。それ以前にも、建物内での人間の

安全性を扱った研究はまれには発表されていたが、

それは、安全性というよりも環境とか材料に着目

しての研究が多い。

さて、建物の安全性の研究となると、その安全

性とは何を指すのかが問題になる。というのは、

日常生活で使うどんなものでも、使い方を誤れば

手を切ったりやけどをしたりといった事故を起こ

す。だから、複雑な建物ではその使い方を誤れば

当然事故を起こす。そこで、建物または住まいは

どこまで安全性を確保しなければならないのかが

問題だ。私は、この限界を“そのときの社会的判

断で常識的な生活をしているとき、身体に何らか

の不都合な傷害を受ける”環境は、安全な建物で

はないと判断している。だから、住まいもその章E

囲で安全対策をとるのが好ましい。

なぜこのようなことをいうのかというと、安全

性と住み心地は裏腹の関係にあるからだ。住まい

には心休まる快適な環境が望まれる。安全性を確

保するには多少この快適さを犠牲にしなければな

らないところがある。たとえば、墜落を防止する

ための手すりをつけるとうっとおしい、つまずか

ないように床に段差をなくすと味気ないといった
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ことが至る所にでてくる。安全性と快適性と、こ

の二つの兼ね合いが難しい。

日常生活の中で起こる人身の事故を、地震・火

災・台風などのときの事故、すなわち非常災害と

区別して、日常災害と呼んでいる。

さて、日常災害の研究は約15年ほど前から行わ

れてきたのだが、方法としては次の二つがある。

1 .災害の統計的研究

2. 災害防止のための人間工学的研究

2 日常災害の統計的研究

図 1は、厚生省の人口動態統計に示された各種

の事故による 1年間の死亡者数である。ここで昭

和51年を使っているのは、私の調査がこの年に行

われたので、比較上周年のものを使わせていただ

く。（）内は昭和55年の数値である。このうち、住

まいでの事故は建築災害のうち家庭の部分で3,964

図 l 各種の事故における｜年間の死亡者数

（厚生省人口動態統計昭51年 （）内は55年）

5000 10,000人

労働災害

9,091 (7,742) 

（自動車
交通災害｛

lその他

12' 801l(ll,555) 

（家庭
建築災害 f

iその他

3' 964( 4' 465) 

その他の事故

図 2 住宅での事故の｜年聞の原因別死亡者数

（厚生省人口動態統計昭51年 （）内は55年）
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人、最も危険だと思われる労働災害の死亡者より

多い。労働環境での事故防止は労働省や各会社な

どがかなり力を入れているので、このような数に

とどまっているのだろうが、家庭での事故に対し

図3 東京都で家の中でけがをした人数（推定値）

（ただし病院に行く程度のけがをしたもの）

40, 000 
（人）

30, 000 

37' 000 

合計111,057

10, 000 

土萄つ
ぶ
さ
れ

落

下

物

転

倒
転

落

墜

落

表｜ 日常災害の種類と定義

ては、積極的な対策に乗り出していないのが現状

である。事故の性質上ちょっと注意すれば防げる

ことだけに、防止のための努力が少ないのは残念

なことだ。図 2は、家庭内での災害の内訳である。

これから日常災害の死者は3,009人である。

では、けがをする人はどのくらいいるのか。こ

れを明らかにするために、東京消防庁が管轄する

救急隊 149隊の中から無作為に16隊を選び、前述

の統計と同じ昭和51年中に出動した記録の中から、

住まいに関係あるものを抜き出して数えた。この

結果を全東京都の人口に統計的に直した値が、図

3である。

転倒・転落・墜落が多いのは死亡事故の場合と

同じだ。救急車で病院に運ばれるのは、けがの中

では重症の部類に属する。

したがって、この調査で

は特に軽いものを除くと、

I人の死亡者に対してそ

の約 100倍の人が重症を

負っていることが明らか

になった。

こんどは軽い傷程度を

みてみよう。戸に挟まれ

たりガラスで手を切った

りしたときには自分で治

療する。この程度のキズ

をする人数を数える方法

として、私の勤める大学

で、自宅から通学してい

る学生を対象にしてアン

ケート調査を行った。こ

の結果を紹介しておこう。

対象は 2,300人、昭和51

年12月 1日～31日までの

1か月間に起きた事故を

もれなく記入してもらう

という方法をとった。回

答は 944。家族も含めた

ので手念人員は 3,798人で

ある（図 4）。

種類 ｛ 疋 義 考

墜 )1§- 人が高所より空中を落下する事故 弘tlJ易戦
人が階段・スロープ等の高所より階段・スロ

転落カl'~務引入場転 落 プ等に体を接しながら落下する事故（ころ

がり落ちる事故）
となって墜落に至ったものは後者とする

人が床・地面等の同一水平面上で、あるいは 転倒が起因となって墜落 転

転 伺j これに近い状態の面上で（体の均衡を失って） みド火f勾制感電 i~~水
倒れる事故 に至ったものは後者とする

落下物に 人が落下（あるいは飛来）してきた物体に当

ムT
'l よる打撲 たる事故

つぶされ
人が倒壊あるいは転倒してきた重い物体につ よゑ ブロックの倒壊、家具の

ぶされる事故 転倒等

墜落・転落・転倒・落下物 つぶされ等の結

｛重I ηプhミ
人が物体にぶつかる事故、あるいは人が動い 果生じたぶつかりは前者とするが、ガラスヘ

てくる物体にぶつけられる事故 のぶつかりが起因となって墜落 転倒に至っ

たものは後者とする

挟まれ
人が物体問あるいは物体内の狭いすき間に身

つぶされと考えられるものを除く
体の全部あるいは一部を挟まれる事故

人が身体の一部を荒い表面でこする事故
墜落転落・転倒落下物つぶされ等の結

こす り
果生じたこすりは前者とする

鋭利物に 人が鋭利な物によって身体の一部を切るある
墜落・転落・転倒・落下物・つぶされ等の結

果生じたものは前者とする。ガラスへのぶつ
よる｛努害 いは刺す

かりは除く

火・熱傷 人が高温物に触れて生じる事故 転倒によるものを含む

1’戎也 、 電 人が電位差のあるものに触れて生ずる事故 転倒によるものを含む

ガス中毒 人が有害ガスにより中毒する事故、あるいは
ガス爆発に至ったものを除く

・酸欠 酸素欠乏により窒息する事故

i弱 水 人が溺れる。あるいは水の中で窒息する事故 転倒によるものを含む ~ 

その他 その他の事故 犯罪病気・自損等は除く
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不注意と相まって、あながち住まい方が悪いから

だとばかりはいい切れない面も多々ある。

事故を起こした人の年齢だが、 15歳－44歳が多

い。 45歳－64歳がこれに続く。人口動態統計の事

故死の場合は O歳および65歳以上の人たちが圧倒 安全を確保するための技術的手法としては、

人間の行動を分析し、その動作を設計に取り

入れられる形で数量化する。

数量化された人間像を建物の部分として具体

①
 

的に多いのだが、これに比べて、軽傷を起こす年

齢層がかなり活動的な年齢層に集中していること

がわかる。傷の干重類はかなり多手重にわたっている ② 

化するための構法を決める。が、転倒・転落はここでも多いことがわかる。

二つの例を挙げてこの 2項目によって行われる。この三つの総計値をまとめてみると次のさて、

のことを ~R. 明しよう。

墜落事故防止のための手法

墜落は、住まいが高層化してくると窓やベラン

具体例 1

死亡、重傷、軽傷の比率は 1: 100 : 

10,000。日本の人口を1億1,000万とすれば約37,000

人に 1人の死亡、 370人に 1人の重傷、そして3.7

ようになる。

ダから落ちる事故である。墜落を防止するには、

窓やベランダに安全性の高い手すりを取り付ける

人に 1人の軽傷が 1年間に起こることを意味する。

日常災害の種類を明確に定義づけておここで、

ことだ。安全性の高い手すりとはどんな条件を備

これには四つの条件が考え

こオlかないとこの統計値は意味をなさないので、

えていればいいのか。を表 1に示しておく。

強さ・高さ・手すり子間隔の

寸法・形が適当、の四つであることだ。

I m当たり 300kg.に耐えること・・・・・・手すリは人

が寄り掛かる。非常時には多人数で押す場合もあ

る。だから、押しでも壊れない丈夫さが必要だ。

すなわち、ら;hる。

日常安全確保のための

人間工学的研究

3 

統計の値からみて、かなりな人が事故に遭って

人はどのくらいの力で押すものかを知

らなくてはならない。

このような力を測定する装置である。

となると、どんな動機で事故に

遭うのかとなると明らかではない。外国の例では、

住まい方が悪くて事故に遭うのが約 7割を占める

では、いることはわかるが、

図 5は、

柱から下げた平面加力部は、ここに力が加わると、

どのくらいの力が加えられているかを知ることが

という資料がある。いずれにしても、住まいの造

りが悪くて事故を起こすのは、ほんの 1割程度の

できる。写真のように、実際の手すりを取り付けょうだ。しかし前にも述べたように、住まいの形

が高層化・プレハブ化してきた今日、生活行動の ここに実際に加力し笠木に 1m の範囲を決めて、

てみると、表 2のような値を得た。

人数が増えても 1人で押せる力の人数倍という

わけではなく、ある値に近づくようである。実際の

アパートなどでは、いくら人が集まっても幅 1m 

に 6人程度だから、設計用には300kg/mの荷重を

仮定しておけば充分である。しかしこの値は、階

段とか各戸をつなぐ共通の廊下に使われている手

個人の家のベランダの手すりすりの場合である。

は、パニックのときでもそれほど人が集まるとは

考えられない。そこで、このような場所に使う手

すりは150kg/mの加力に耐えればいい。

住宅での事故の｜月間の原因別軽傷者数
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実際に手すりを取り付けるとなると、いろいろ

な取り付け方があるが、 一番苦労するのが、図 6
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のように根元だけをコンクリートに埋め込む構造

の場合である。この取り付け方だと300kg/mの力

に耐えるためにはコンクリートへの埋め込み方を

かなり工夫しないと壊れてしまうことがあるので

図 5 測定装置

表 2 人の押したときの力 図 6 ベランダの先端

l人当たりの力

l人で押す 92. 7 牛二コ
2人で押す 106.4 
3人で押す 85 .1 
4人で押す 63.8 
6人で押す 47 .1 
8人で押す 65.6 
10人で押す 48.2 
10人で後から徐々に押す 36.9 
10人でl.5m＇に入って押す 21.4 
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注意したい。

11 Ocm以上の高さが必要・・・・・・手すり自体がどんな

に丈夫であっても、低いために寄り掛かったとき

手すりを越えて頭から落ちたのではたまらない。

この事故を防止するには、手すりの高さは人の重

心高さより高い必要がある。理由は、図 7のよう

に体重が重心に集まっていると考えると、これよ

り低ければ手すりを越えて落ちることが考えられ

るからだ。

日本人の場合、この重心高さは、身長を 100と

すると56の｛立置にあるといわれているから、この

比率を使って、多少古いが手持ちの昭和46年の身

長統計から計算すると 105cmとなる。身長は今日

でもそれほど変わっていないから、この計算から

手すり高さは 110cm以上が必要なことがわかる。

この値は建築基準法施工令第 126条の値と同じ。

しかし、最近は手すりの取り付け場所や手すり自

体の形によって、足掛かりとなる部分ができてし

まうので、実際には 110cmに足掛かりまでの寸法

を加えた高さとしなければならない。

問題なのは窓手すりだ。窓の場合は必ず窓台が

あるが、子供はこの上に上るので床から 110cm取

っても意味がない。 5～ 6歳の子供を対象として

この高さを決めればいい。この結果は、窓台より

75cmの高さが必要なのだが、一般にはさらにlOcm

の余裕をみて85cmとするのが普通である。

手すりの間隔は Ilcm以下・・・・・・手すりは手すり子

と呼ばれる格子状の部分と笠木とからできている

（写真参照）。最近は手すりをユニットとして造る

ので、一つ一つのユニットをコンクリート躯体に

図 7 手すりは重心より高〈



取り付けていくが、このとき誤りがちなのはユニ

ット間の寸法で、ここがllcm以上になっている場

合が多い。 llcmという間隔は、生後間もない子供

の頭の幅の寸法である。だから、頭が通らない寸

法と解していい。しかし、事故は足から落ちるこ

ともあるので、この場合には首がひっかかる。ど

うしても事故を防止するなら 9cm以下としなけれ

ばならないのだが、これは手すりとしてはうっと

おしい。家庭の事情によってよく対策を考えるこ

とが必要となろう。

子供の上れないデザイン・・・・・・手すり子の形は縦

だけがいい。横桟が入ると足掛かりとなって上る

ので墜落の危険が増す。必ずしも縦棒だけに頼ら

なくても、笠木を太くするとかこう配を付けるな

どの工夫をすれば、上りにくい手すりはできるの

だが、価格が上がるので現在ではほとんど縦しげ

の手すり子を使っている。公団住宅仕様のこの縦

しげの手すりでも子供がぜんぜん上れないわけで

はない。実際に上らせてみると、 4歳程度になる

とほとんどの子供が上ることができる。ただ縦棒

だけだと時間がかかる。このことを考えると、や

はり子供には手すりには上ってはいけないよとい

う教育を充分しておくことが必要なのだ。

具体例2 階段からの転落を防止する

階段からの転落は実に多い。アメリカの消費者

製品安全委員会の報告で事故原因の第 1位、イギ

リスの貿易省の報告も第 1位である。日本でも国

民生活センターの報告で 2位。住宅の中では最も

注意すべき場所なのである。

階段は踏み面とけあげから成っている。階段を

踏み外す原因は大きく分けて二つある。踏み面で

滑る場合と、上り下りのとき体のバランスを失う

場合とである。踏み面で滑る場合は、さらに踏み

面の面で滑る場合と段鼻で滑る場合とがある。そ

のうち、踏み面の平らな面で滑ることはごくまれ

だが、この予防法は、床面の滑りと同様な考えで

処理できる。段鼻での滑りはちょっと違う。そし

て、この場合が最も危険なのである。

ここでまず明らかにしなければならないのは、

踏み面とけあげの寸法によって足の付く位置が異
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なるということ。このとき、足の親指の根元の骨、

すなわち第 1中足指節関節がこの段鼻を越えて接

地すると、滑りを止めて、体の安定を保つために

足指の微妙な動作ができないので事故を起こし

やすい。安全性を確保するための踏み面の寸法は、

このような考え方からすれば、第 1中足指節関節

が踏み面上に乗るように接地できる寸法を確保す

ることだ。

では、足のどこが接地するのかは上り下りの動

作の変化や踏み面とけあげの寸法によって皆違う

のだが、私たちの行った平常の上り下り動作をビ

デオ撮りして、それより動作解析をした結果で、は、

踏み面寸法は 210mmが限度で、あることがわかった。

けあげについては、下りる動作のうちで接地時の

段に与える力の大きさを計ると、けあげが 195mm

以上だと体が落下するように接地することが測定

されたので、この値が踏み面の限界値と判断して

よさそうである。というのは、落下するように接

地するということは、その瞬間は体が不安定にな

っているからである。この値は、従来からいわれ

ている快適な階段の条件、踏み面にけあげの 2倍

を加えたものが63という式に当てはめると60とい

う｛直となる。

実際問題として、面積の制約などでこのような

理想的な階段が造れないときには、事故が起こる

可能性があるから、イ本を支える手すり棒を設けた

り、転落したときの打撲などを少しでも柔らげる

ため、ジュータンなどを敷くなどして、階段まわ

りの安全を保たなければならない。

以上二つの具体例を挙げて、その対策の手法を

述べたが、このような手法で、表 1のほとんどの

事故についてその対策が研究されている。しかし、

統計的な研究も、いまだ在室時間との関係が明ら

かになっていないとか、人間工学的研究もまだま

だ序の口である。今後に残された問題は多く、建

築における安全学の確立はむしろこれからといっ

たところである。この分野が特に多くの学問分野

との境界に当たる部分が多いので、今後いろいろ

と御協力をせつにお願いする次第である。

（うの ひでたか／千葉工業大学工学部教授）
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都市ω 循環

押田勇雄

地球上の水循環

まず最初に、地球全体としての水循環のあらま

しを理解していただきたい。

図 1は、地球の表面全体としての水の循環の大

筋を示したものである。地表全体では年間l,020mm 

の蒸発があり、また、同時に年間 1,020 mmの降水

（雨、雪）があって平衡が保たれている。海につ

いてみると、蒸発が l,240mm、降水が1,140mmで、

どちらも平均より多く、また、蒸発の方が降水よ

り多い。この多い分は、もちろん陸地の降水に付

け加わるわけである。

陸地についてみると、蒸発が470mm、降水が720

mmで、いずれも海より相当小さい。そして、降水

量は蒸発量より大きく、その差は河や地下水とな

って最終的に海に戻る。

陸と海でなく、緯度の別でみると、低緯度地方

は蒸発・降水ともに多く、高緯度地方はともに少

ない。大勢としては、水は水蒸気として低緯度か

ら高緯度に運ばれ、 7}(の形で、再び、低緯度に戻る。

陸地からの蒸発分には、植物体を通って空中に

出ていく水蒸気も含まれており、これを蒸散と呼

んで、土壌面・水面からの蒸発と区別することも

ある。

地表における植物の存在は、水分の蒸発に大き
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な貢献をする。あるいは、地面の水分の損失を促

すという言い方もできる。植物の種類や生長の状

況などによって一＋既にはいえないが、ごくおおま

かにいうと、植物が生えている所の蒸発量は、生

えていない所の 2倍以上となり、むしろ自由水面

の値に）liづく。

植物は、その成長・生活のために我々の想像以

上の水を消費する。しかも、その大部分は体の成

分として水を蓄えるというのでなく、成長や生活

のために必要な水が植物体を「通過」する水なの

である。

植物が、自分の成長のために必要とする水の量

を自分の体重（乾燥重量）で割った値を要水量と

図 l 水収支の概要（Kalinin、1971の他により新井作図）

R ・ 1培地からの流出、 E：蒸発、 T：発散、 ET：蒸発散

Ill：表面流出、 12I地下水流出

文献（］）、 99ペ ジより。



いうが、その値は、麦で500-600、稲で約700、野

菜類で600～ 800といわれている。だから、地表に

植物が生えるか生えないか、生えるとすればどん

な植物が生えるかは、その場所の土壌の水分の含

有量により、そして、水分の含有量は主として降

水量と蒸発量の差で決まる。

気候学からの研究によると、年間降水量と年間

蒸発量とがちょうど等しい所が、森林の生育可能

な限界であるという。また、降水量が蒸発量の半

分以下の所は砂漠、その中間は草原やサバンナに

なるということである。これらのことから、中直物

に対する水の決定的な重要さが理解できる。

2 日本の水収支

日本の平均年間降水量は 1,818 mmで、世界の陸

地の平均の実に 2倍半に当たり、日本はこの点か

らいうとヌkに恵まれた国といえる。しかし、この

ような日本でも、近ごろ水不足の声を聞くように

なってきた。水の需要がにわかに増してきたから

である。

昔から引き続いて必要な農業用水は、年間約400

億 tと見積もられている。そのほか、上水道に年

間およそ100億 t、これに加えて工業用水が約200

億 t、これだけの淡水が必要で、その総和は年間

800億 tにのぼる。これらがほとんど河川｜から、一

部が地下水から採取されている。

日本全体で河川や地下水となって海に出ていく

水の量（流出量）は年間約 4,000億 t と推定され、

まだ余裕がありそうであるが、そもそも河の水を

全部使い切るというわけにはいかない。河川は上

水道以外の多くの目的に利用されており、たとえ

ば、水力発電や水産業なども水がなければ成立し

ない。

一方、水需要の方は増える一方である。特に、
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工業用水の使用が目立って増加してきている。

工業製品 1tをっくり出すために必要な水の量

は、鉄で 300t、紙・パルプで300～ 700t、化学

t載維で 2,400t、セルロイドフィルムで 3,000t 

に達する。省エネルギーのほうは一時強調され、

ある程度成功したが、「省水」の方はあまり注意さ

れず、今に及んでいるように思われる。

3 水の循環

昔は、水の問題はまず洪水対策、すなわち治水

であり、もう一つは農業用水の確保で、あった。だ

からもちろん、水の問題は大きかったけれどもわ

りあい単純であったといえよう。

川から水をとり、使った水は川に戻す。川は上

水道であり、同時に下水道で、あった。この姿は現

在でも発展途上国においてみることができる。

川には自浄作用があり、人口が少ないときはこ

のやり方が成り立つ。特に日本では、家庭の排せ

っ物を下肥として田畑に使用する時期が長かった

ため、わりあい河川の水を汚染することが少なく、

下水道が普及しない割には河川の水は比較的きれ

いにイ呆たれていた。

現状では、発達した下水道によって多量の汚水

をそのまま河川に戻したとすれば、水質汚濁はま

ったく恐るべきものとなり、河はそれ自身下水道

化して上水道の水源は確保できなくなる。そこで

上水→使用→下水→浄化→再び、上水、という水の

人工的なサイクルを技術的に、量的に、経済的に

確立することが必要となり、これが可能になれば、

水問題ははじめて解決されたことになる。

残念ながら、後述するように、この浄化という

プロセスはこの中でもっとも難しく、いまだ石在立

されたということはできず、河川の汚れはむしろ

増していく傾向さえみられる。

襲撃襲撃機選議選襲撃審議襲撃襲撃襲警護襲撃襲撃選襲警護襲撃譲襲撃襲撃警護警護襲撃養護議襲撃襲撃襲撃襲撃襲撃選議選議選議選議選議選議議警察警察議襲撃襲警護議警察議議選議襲撃選議選議襲警警察
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加うるに、一本の河の両岸には、上流から下流

にわたって町や村が分布しており、多くの人が住

んでおり、上水源を必要とし、また、下水道の放

流先を必要としている。このことが水の問題を一

層難しいものにしている。

4 水問題の焦点

水の問題は大きく深い。タベの分貯にまたがっ

ている。しかし、その焦点に位置するものは水の

浄イじということである。

海水を浄化して淡ァkにするにはいろいろな手段

が考えられており、一部は実行に移されているが、

いずれにしても、かなり大きな装置とエネルギー、

したがって経費がかかる。

上水道の場合、一定の水質基準があって、水質

がそれを満たさない場合には、沈殿・ろ過・殺菌

などの浄水処理が必要になる。下水の場合、その

汚れが一定の環境基準以内におさまるよう処理、

すなわち浄化を行うことが義務づけられている。

以上によって、水の問題は浄化ということが大

きな部分を占めることは理解されるが、同時に、

これはもっとも困難な過程なのである。

水を汚すことはきわめて簡単である。きれいな

水に少量のインクを落とせば、インクはたちまち

拡散して薄青い水ができる。この水は、見た目に

はきれいかもしれないが、物理化学的には汚れた

水といわなければならない。この過程は自然に起

こり、入手やエネルギーを加える必要はない。

ところが、逆にこの薄青い水から元のきれいな

水を得るのは大変である。水を蒸留するか、他の

方法によるか、いずれにしても大きなエネルギー

をつぎ込み、しかるべき装置を使ってやっと目的

をi圭することカfできる。

物理学の用語を使うことを許していただくなら

ば、きれいな水を汚すことはエントロビーを増大

させる行為で、自然に起こるが、いったん汚れた

水を再び元のきれいな水に戻すことは、反自然の

困難な行為であるということである。

いま、多くの家庭で飲料にできるほどきれいな

水を水洗便所に使っている。これは、エントロビ

ーを一挙に増大させるまことにもったいない仕業

なのである。汚れた水を少しでもきれいにするた

めに、どれだけの装置と手間がかかるかについて、

人はあまりに無関心である場合が多過ぎるのでは

なかろうか。

5 都市の水循環

人間の住むところ、何らかの形の水の循環があ

る。都市では、その人口に応じて大きなスケール

の水循環がある。都市の人口増と水の使用量の増

加によって、より大きな水源を求めることは、都

市の周辺、遠くまでその場所で農業用その他に必

要とする水と競合し、次第に限界に達する。

一方、使用済みの多量の水を集めた下水の処理

はますます場所と時間を必要とし、こちらもまた

限界に達する。まさに、都市は大なり小なり、この

ように「前門の虎、後門の狼」に挟まれて、次第

に動きがとれなくなってきているのが現状である。

東京都の水の供給量は、昭和54年で年間区部が

17億 t、多摩地区が4億 6,000万 tで、その水源

は遠く 200kmも離れた利根川上流に及んでいる。

利根川水系のほか荒川I.多摩川両水系からも水を

とって、やっと間に合わせている状況である。

下水に関しでいえば、区部で年間12億 tほどの

量が下水処理場に送られ、処理され、河川や海に

捨てられている。そのため、 12の下水処理場が働

き、それでも不足で、現に 5つの処理場が建設中

または計画中である。

議議機襲撃襲撃襲襲撃議議選議警護霊襲撃議選議選襲警護襲撃襲撃機襲撃機譲翼線襲撃議義務機襲撃襲撃綴議議議襲撃議選審議選議選議襲警護警護襲撃襲撃議議委譲襲撃警護襲警警護懇談
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沈砂i也

一つの河川の上流・中 図 2 活性汚泥法によるフローシート文献（6)124ページより。

最初沈殿池 エアレーション
タンク

最終沈殿池 減
菌
槽

日土 iilJ 
出川
口ι 

流・下流に都市があって、

一方ではこれを水源とし、

他方では下水の放流先と

している。こうして原水

は汚れの度を増していく。

それを浄イ七することもま

すますっ大変になる。たと

えば、原水の中に含まれ 注：この他に最初沈殿池汚泥、最終沈殿池余剰汚泥を取り出して処理する汚泥処理施設がある。

下
水
流
入

返送汚泥

上
澄
水
放
流

ている有機物やアンモニアなどを酸化するのと、

消毒のために投入される塩素の量は次第に増し、

昭和54年には、昭和31年に比べて水 1t当たり 4

倍以上の塩素が使われた。このことは、水道本管

の腐食を早め、また、塩素と原水中のフミン質の

反応によって発ガン性物質トリハロメタンを生じ

させる恐れがある。

いうまでもないが、今日の科学技術を駆使して

最高の設備を設け、費用もいくらかけてもいいと

いうならば、 7｝（をきれいにすることは必ずできる。

その極端な例は宇宙船内における水循環であって、

そこでは一滴の水も捨てられることなく、し尿に

至るまで回収され浄化されて再び飲料水となる。

都市の場合、たとえば費用だけを考えても、とう

ていこのようなことは望めない。

下水処理法のうち、我が国で現在もっとも多く

使われているのは活性汚泥法で、これによる処理

施設のフローシートを図 2に示す。ところで、こ

の方法は管理に手聞がかかり、エネルギー消費量

も多く、かつ浄化過程に伴って発生する汚泥の量

が非常に多く、「汚泥製造機」というあだ名まであ

るというふうに、多くの欠点を持つもので、大き

な問題になっている。

東京都区部の 8つの下水処理場から出る汚泥の

量は、 1日当たり約 2,900tにも及ぶ（昭和55年

度）。この全部を焼却すれば重量は約1/12に減り、

埋め立てに使いやすくなる。実際には、燃料費の

高騰、大気汚染などの問題があって、この60%を焼

却、残りを埋め立てで処分している有り様である。

困ったことには、この方式は負荷変動に弱い、

すなわち入ってくる下水の水質が変わっても、す

ぐ浄化能力が適応できず、特に全国で 400万基も

普及した「全曝気式浄化槽」は、し尿の処理能力

が低く、そのまま放流する傾向があり、河川や湖

沼の水質の悪化に貢献していることである。

問題はまだまだある。地下水のことには触れな

かったが、そういうことも含めて、短い文ではす

べてを尽くすことはできない。都市の水循環は行

くところまで、行二って、 1'Jき言吉まっているということ

をご理解いただけたとして、次に進むことにしよう。

6 集中化から地域化へ

それではどうすればいいのか。それが現時点で

はもっとも大切なことである。ソーラーシステム
圧）

研究グループが、調べ、見聞し、悩んだあげく、

自らの声として訴えている幾つかの重要な提言は、

もはや水問題を通り越して現代文明への批判にま

でつながっていく。

注）東京都の各区役所に勤務する少壮の地方公務員を中心とし

た集まりで、ソーラーシステムの研究から始まり、現在、都市

の水の問題と取り組んで、いる。

襲撃畿襲撃襲撃暴露護憲襲撃襲撃機襲撃襲警襲撃襲撃襲撃襲撃襲襲撃襲撃襲撃襲撃警護憲襲襲撃襲警護霊襲警護襲撃襲撃襲撃護憲襲撃襲撃襲撃欝襲撃襲撃襲撃懇意襲撃襲撃襲撃悪霊襲撃襲警襲警襲欝
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その提言のうち、最も大きなものは地域水循環

の考え方であろう。ここまで述べてきた現在の都

市の水循環は大きな矛盾を含んでいる。この広い

東京で、自分のところに降る雨は下水道に流して

しまい、 7］（が足りないと水源を求めて利根川上流

にまでさかのぼ、っていく。

ますます汚れていく水源の浄化に苦しみながら、

やっとどうやら浄化した飲料水級のきれいな水を、

一瞬にして水洗便所で、汚水に変える。何かが間違

っている。

そこで、雨水の利用の再確認、上水・下水の聞

のグレードの中水（雑用水）の利用という考え方、

それに、個人下水道の設置という、これまでの国

や地方自治体の推進の方向に一見逆行するような

提言がでてくる。

その十艮底にあるものは、エネルギーシステムの

場合と同様、適性規模を越えてしまった水循環シ

ステム、すなわち上水道・下水道システムの破た

んを、身をもって体験したソーラーシステム研究

グループが、直観的に見い出した正しい方向を示

していると思、う。

7 雨水の利用

この現代においても、雨水は多くの場所で貴重

な水源となっている。近い所では、東京都の一部

である伊豆七島や小笠原諸島の一部がそうである。

しかし、ここでは都市に降る雨水の利用について

のf是言である。

まず、簡単な計算をしてみよう。東京都区部の

面積は 592km2である。他方東京の年間降水量は

平均l,460mmで、ある。してみると、実に 8億6,000

万 t もの水が天から降ってくることになる。

問題はその天水がどうなるかである。それは、

ほとんど一面に敷き詰められたコンクリートの皮、
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すなわち舗装と、発達した下水道にあっという聞

に収容されて、汚水に変じ、処理の対象となる。

これはばかげたことではないのか。

大気汚染の影響を受けて、汚れた汚れたといわ

れる雨水は、元は蒸留水であり、相対的にはまだ

まだ「きれしU であるということができる。いわ

ゆる酸性雨の原因となる石克酸イオン、硝酸イオン、

亜硝酸イオンなども、千代田区や大田区において

さえ検出されない場合が数多くある（文献7、P

64、表 5 5 ）。平均して、これらのイオンの濃度

はlOmg/£，のけたで、確かに昔の雨水に比べれば

1けた汚れがひとい。それでも日本の水道水の水質

基準からいえば、硫酸イオンについては基準がな

く、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素についてはlQmg/£,

以下ということになっているから、悪い場合でも

わずかに手を加えることによって上水として使え

る範囲のものである。特に、長く続いた後の雨水

はけっこうきオ1いな＊で、あるということカfできる。

都会地でも雨水をためて利用するということは

二重、三重の利益がある。（ 1 ）水不足を補う、（ 2 ) 

集中的に降る雨に対して、これが一挙に下水に流

れ込むことを緩和し、都市の出水を減ずる、（ 3 ) 

植物をかん養できる、（ 4 ）防火用水として蓄えて

おける、などである。

従来も、個人住宅などで、雨水を利用していた篤

志家が何人かおられたが、いまではかなり大きな

建物に、計画的に天水を利用する設計がされるよ

うになった。まことに結構なことであり、これか

らも、こうした動きが一層普及することを念願し

ている。

東京都水道局千歳営業所で、は、一部雨水を集め

て90tの容量の貯留槽に蓄え、これを給水の一部

にまわしている。水処理コストはほとんどかから

ないということで、全給水量の約20%が雨水利用

によるものであるという。
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表｜ 標準世帯（ 4人）｜日当たりの生活用水量（東京都水道局、

1973) （文献（7)277ページによる）

使用水量（ Q) 割合（%）

炊事用水 48 14 

A洗濯用水 84 25 

洗面用水 20 6 

風呂用水 80 24 

...水洗便所 80 23 

...掃除用水 28 8 

340 100 

8 中水（雑用水）の利用

浄化装置を持たない各家庭での雨水利用は、こ

れを直接雑用水にまわすのが手っ取り早い。表 1

は、東京都水道局で調べた標準的家庭（構成員 4

人）における水使用の内訳である。これでみると、

およそ半分の、企印をつけた用途は雑用水で、充分

であろう。

表 1の半分の水量 1日170.eは I年で 62tにな

るが、先に述べた東京の降水量年間 1,460mmとい

う値から、 42m2の屋根に降る降水を集めて雑用水

にまわすことで、これは賄える。充分可能なごと

で、あると

中プ'k（雑用水）の考え方は、上水と下水の聞に

もう一種、中間の汚れを持った水を配管によって

供給しようというもので、単に雨水利用にとどま

らず、これによって上水を 2度のお役に立てると

いう「省水J の基本であり、将来、全般的な水不

足に伴って、当然我々が向かっていく目標である

と考える。

9 おわりに

次には、個人下水道の考え方を述べる順序であ

るが、もはや与えられた紙数も尽きょうとしてい

るし、この話は大分専門的となるので、残念なが

ら省く。興味ある方は文献（ 5 ）を読んでいただき

たい。そこでは土壌浄化法という方法が紹介され

ていて、土壌の自然浄化力を利用するより環境に

順化した方法と思われる。

こうして、今の水循環サイクルの行き詰まりか

ら、根本的には水はもっと小さい地域を単位とし

て循環を図るべきであるという結論になった。

この結論には重みがある。マハトマ・ガンジー

はこう言っている。「何人でも自己の汚物を始末す

べきである。排せつは補給と同様、必要なる機能

であるから、最良の解決は、各自が自己の廃物を

処理することである。もしそれが不可能なれば、

各家庭でこの清潔法を実施すべきである」。科学・

技術の極致を尽くした果てに、再びこの言葉の真

実性をみない人は、まだ現代文明の行きつく先が

わかっていないという他はない。
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はじめに

今日、我が国の自動車保有台数は 4,200万台を

数え、また、ドライパーの数も 4,700万人を超え

るなど、まさに車社会の時代である。自動車なく

しては近代的社会生活はもはや不可能であり、車

の利便性はますます増加するものと，思われる。し

かし一方では、自動車による交通事故の増加、交

通渋滞による社会的便益の軽減、あるいは騒音や

振動等による交通公害の発生等、自動車に起因す

るさまざまな社会的問題も生じている。

我が国における交通事故死者数は、昭和46年度

を頂点として、その後漸次減少を続け、昭和54年

にはほぼ半減することができた。しかしながら、

その後じわじわと増勢をたどり、昭和57年にはつ

いに 9,073人に達した。この数字は、前年に比較

すると 354人、 4.1%の増加となり、 1日平均24.9

人の尊い人命が失われていることになる。また、

死者数が 9,000人の大台を突破したのは、昭和51

年以来 6年振りのことである。一方、負傷者にお

いても62万6'192人に達し、前年に比較して3.1%

の増加を示し、今後もこの傾向は続くものと思わ

tlる。

62 

これらの交通事故による社会的損失を評価して

みると、概算で2兆4千億円に達する（「道路交通事

故の社会的損失」’77 10、日本交通政策研究会資

料）。また、米国における交通事故による死者数は、

平均 1年間に 5万人、負傷者は 200万人に達し、

その損失評価額は、 Ns c （全米安全協会）によ

れば 342億ドル（ 8兆円）、 NHTS  A （米国運輸

省道路安全局）によれば 560億ドル（12兆円）に達

するといわれている。

このような交通事故の現状を踏まえ、その増勢

に歯止めをかけるためには、これまで実施されて

きた種々の交通安全対策をさらに強力に推進する

とともに、新たな交通環境に対処する施策が講ぜ

られなければならない。

（財）日本交通管理技術協会は、このような社会

的要請にこたえて、昭和53年に設立されたが、そ

の目的とするところは、大量交通、国民皆免許時

代にふさわしい交通環境づくりを目指し、最近顕

著な進歩を示しているエレクトロニクス技術を駆

使して、交通事故の抜本的減少をはかり、併せて、

交通渋滞・交通公害等の道路交通に起因する社会

的問題を解決することである。その中心となるプ

ロジェクトである「自動車交通情報化システム」



は、現在、警察庁・警視庁のご指導、こ、、協力の下

に関係諸団体のご支援を得て、研究開発を行って

いるので、その概要についてご紹介する。

2 自動車交通情報化システム

(ATICS）の目標と機能

自動車交通情報化システム（AutomobileTraf -

f ic Information and Control Sys tern ホATIC  

S" ）は、前に述べたような交通事故の減少をは

じめとして、交通渋滞の解消および交通公害の軽

減等、自動車交通に起因する各種の社会問題を近

代的な技術的手法、特にエレクトロニクスの応用

によって総合的に解決しようとするプロジェクト

である。

既にこの種のシステムとしては、交通信号機の

系統的あるいは面的な制御を行う交通管制センタ

ーがあり、全国の主要都市を中心にして67か所で

効果的に運用されている。この交通管制システム
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でかつ快適なホくるま社会グを実現しようとする

ものである。

ATIC  Sを新しい高度の交通管理システムと

して実現するためには、次の機能が要求される。

第 1は、情報収集機能である。これは、各種の

センサーによって交通量・速度・車種・区間旅行

時間・カーロケーションなど道路交通に関する情

報や催し物、火災・地震・気象情報等広範囲にわ

たる情報を収集する機能である。

第 2は、交通情報化機能である。これは、情報

収集機能によって得られた情報を、利用しやすい

図 IATICS 

の目的

の整備は、昭和41年度を

初年度とする第 1次交通

図 2 ATICSトータルシステム機能構成図

安全整備 3か年計画によ

って開始されたが、昭和

45年に、交通事故者が 1

万6,765人というピーク

に達したこともあり、こ

れに対処するため、 46年

度を初年度とする第1次・

第 2次 5か年計画によっ

て強力に推進され、交通

事故の減少に大きく寄与

したのである。

ATIC  Sは、この交

通管制システムを基盤と

して、その機能を高度化

することにより、交通事

故の増加を防止するとと

もに、自動車交通によっ

て生ずるさまざまな社会

的諸問題を解決し、行政

ニーズやドライパーニー

ズに即応して安全・円滑

情報収集

・交通情報

不定時突発
情報収集

・火災 ・気象

・地区 ・公害

・事故 ・救急

・規制

テータ処理

データノ＼ンク

旅行時間予測

・径路誘導市｜］街l

・交通流配分制御

・公共車・緊急車優先制御

・災害時市Ii徒II

・信号制御

・可変標識制御

・情報提供

管理統計

信号制御

・ラジオ放送

・路測通信

・誘導地図板

・対車通信

・車内表示

・可変情報板

・ 可 変 標 識

・駐車士是情報

・違反笠告

・気象情報

1入
Tl 

・現場＇：＇f察官へ交
通処理の指令
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ATIC Sは、以上述べた諸機能を総合したト

ータルシステムで、交通情報収集システム、交通

情報化システム、交通情報伝達システム、交通信

号制御システムおよび交通誘導システムから構成

されており、各システムの機能を具体化するため、

昭和53年以来、各種の専門部会を開催し、 57年度

末までに延べ260回の会議と延べ6,400人の関係者

の・熱心な討議を経て ほぼ実用に近い程度の AT 

I C Sのトータルシステムを実現することができた。

ここでは、その中で特に新しい交通情報システ

ムとしての路側通信を中心とする情報伝達システ

ムと、 57年に警視庁管内、晴海通りで、行った総合

実験について、その概要を説明することとする。

交通情報伝達システム一一路側通信サ

ブシステム

3 

ように処理・加工してデータの蓄積を行うととも

に、データパンクとして、また各種のシミュレー

ション、旅行時間の予測、交通状況の予測等を行

う機能である。

第 3は、交通情報伝達機能である。これは、径

路の案内、目的地までの時間予測、道路の混雑状

況、駐車場の案内、行事や特異時における交通案

内などの交通情報・災害情報・地震警報等の情報

をドライパーに伝達する機能である。

第 4は、交通信号制御機能である。これは、交

通状況に応じて交通信号機を最適に、しかもキメ

細かく制御するとともに、公共車や緊急車の優先

制御や災害時の制御等を行う機能である。

第 5は、交通誘導、配分機能である。これは目

的地に安全でしかも早く着けるように、径路やま

た走行時の注意を音声・文字・図柄などにより車

内に表示する機能である。
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交通情報伝達システムは、図 3のように五つの

サブシステムを包含するものであり、可変情報板

サブシステムのように、既に実用に供されている

ものもあるが、ここでは、路側通信について研究

開発の内容を紹介する。

従来のラジオによる交通情報の提供は、放送時

間が限られており、刻々変化する交通情報をタイ

ミング良く提供できないことから、ドライパーは

欲しい時に欲しい情報が得られないという不満を

持っている。このような不満を解消すべく研究が

開始されたのが、路側通信システムである。

路側通信システムにおいては、都市街路の主要

交差点や主要路線の重要地点等に無線送信装置を

設け、ドライパーは、その送信装置から提供され

る交通情報をカーラジオによって受信するもので

交通情報伝達システム

可変情報板サブシステム

・大型の可変情報板を主要地点に設置し、主要径路

別の交通渋滞の状況、主要行先別の推奨径路、交通

事故、交通公害、道路工事等の交通障害の発生状況、

交通規制状況等を表示し、積極的な交通誘導等を行

うシステム

図3

・自動車総合管制技術で開発された技術を応用し、

主な交通規制情報やドライパーに特に注意を促した

い情報を音声で自動車内に伝達するシステム

走行情報サブシステム

交

通

情

報

伝

達

路側通信サブシステム

ン

ある。

路側通信システムの中央装置は、交通管制シス

テムから、交通流・交通事故・交通規制等の情報

を受け、総合的な状況判断と各事象の影響度を予

測し、その中から重要情報を選択して、提供メッ

セージを編集したうえ、路側の無線送信装置より

音声で情報提供する。

路側通信システムが提供する情報は、従来のラ

ジオによって提供される内容より、地域的にもよ

り局所的で、かつ即時性が要求される。

・交通渋滞、交通事故等の情報をタイミング良く的

確にドライパーに伝達するため、主要地点の路側に

無線送信装置を設置して、カーラジオにより効率良

く交通情報を伝達しようとするシステム

・ガソリンスタンド、駐車場等に交通情報提供機（仮

称）を設置し、これを通じてドライパ が必要な交

通情報を入手できるシステム
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渋滞情報板サブシステム

・複数地点の渋滞状況を 1個の情報板で提供するこ

とにより交通誘導を行うシステム

街頭情報提供サブシステム

ス

T 

ム



主要な情報は、渋滞地点と渋滞理由、う廻ルー

トの案内に関する情報、交通事故・道路工事等に

伴う混雑および回復予想時刻、およびう廻ルート

の案内に関する情報、交通規制に関する情報等が

想定されている。

大都市の大規模システムの場合、コンビュータ

による自動的な情報提供が実用化の一つの前提条

件となるが、そのためには、ソフトウェアと運用

法に関する研究がきわめて重要な位置を占める。

しかし、対象が「網」によって構成される平面街

路であるだけに、その交通状況は平面的な広がり

をもってダイナミックに変動する。このような対

象であっても、それに対して総合的な状況の判断

と、予測ならびに重要事象の選択を基に、提供情

報を自動または半自動で編集提供し、提供情報が

現実と異ならない正確な情報であることが、路側

通信システムの必須条件でもある。

路側通信システムの情報提供アルゴリズムは、

このように高度で複雑な面を持つものの、その開

発は、システム運用の自動化には必須課題である。

交通管制システムと一体となって、平面街路網を

対象に、局所的な通信ゾーンで交通情報をドライ

ノてーに提供するシステムは、世界的にも類似シス

テムが見当たらないだけに、独自開発が求められ

ているものである。

路側通信システムは、一つの情報提供エリヤか

ら提供する情報数が、他の情報提供装置に比べて

多く、また、提供する情報内容が詳細になること

からも、新たに提供対象とする情報が増え、情報

数が膨大になることが予想される。このことから、

多量の情報の中から最も情報価値の高いものを選

択することが重要な課題である。

また、路側通信の実用化は、メッセージの自動

編集が実現できるか否かがキーポイントであり、

自動編集アルゴリズムの構築は、今後優先的に取

り組まなければならない研究課題である。

次に、路側通信システムの市街地における電波

伝搬実験について簡単に触れておく。警察庁が中

心となり、カーラジオで受信可能な 1,627KHzの

中波帯電波を用い、路側送信装置より送信した場

合の市街地での電波伝搬実験と、これらの装置を

用いて路側通信システムへ適用する実験を行った。
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写真｜路側通信用アンテナ 写真 2路側通信用送信機

図4 路側通信システムのメッセージ編集手）I［頁

情報の収集（通報）

情報の属性の展開

じ
じ機成生

一一l1
1
1
1
↓

情報の優先順位付け

提供エリアの決定

メッセージ構成語句の選択

文章ノぐターンの決定

耳又り消し

絵、メ yセージ時間長の試算

メッセージ文の削除、取り消し

NO 

音声変換（合成）

放 送

65 



’83予防時報134

電波伝搬実験は、警視庁管内の晴海通りにおいて

行い、 6送信地点を 4通信ゾーンに設置した。こ

の実験では、都市街路の物理的形状に対応したア

ンテナ形式の適正と電界分布、隣接ゾーン間の混

信保護、および多数ゾーン同時送信時の通話品質

評価に関してデータの収集を行った。

アンテナ形式については、ループアンテナ・垂

直負荷ダイポールアンテナのほか、逆L形アンテ

ナについてもデータの収集を行った。また、混信

や通話品質等に関する評価を行うため、警視庁交

通管制センターに設置した録音再生装置から模擬

情報を伝送して、路側送信装置から送信する実験

表｜ 各種空中線によるサービスエ IJア

も行‘った。

その結果、都市街路の物理的形状、特に送信地

点付近の建物の状況に応じたアンテナの特性、お

よび送信電力と通信ゾーンについて、表 1のよう

な成果が得られた。

路側通信サービスゾーンの大きさは、本来、シ

ステム設計上の必要性や運用上の必要性から自由

に設定できることが望ましい。しかし、東京都心

部のようにビルが密集した場所では、サービスゾ

ーンを自由に設定するにはまだ多くの解決すべき

問題のあることも明らかとなった。したがって、

電波伝搬特性の改善という本来的な研究開発と同

｜ 空＼仮＼線属、類＼環＼境、条＼件＼ 

付近に障害物が 付近に空中線より
高いビルがあまり

周りに高いビルが イ蒔 ヨJろ

時に、ゾーン設定法や、

その運用法を工夫するこ

とも今後の課題である。ほとんど無い場合 無い場合 ある場合 （空中線形状）

lm世

も5 0 0 m 以上 1 0 0 m 以下 5 0 m 以下
ループ空中線

垂直負荷形
1 km 以上 3 0 0 m 以下 1 0 0 m以下

ゲ二工巳二 中 線

逆 L形空中線

店12 km 以上 5 0 0 m 以下 2 0 0 m 以下
（街路に平行）

逆 L形空中線 町出2 km 以 上 1 km 以下 3 0 0 m 以下
（特殊形）

（出 送信出力lOW時で、55dBμ/m以上の電界強度が実用上問題のない程度に確保できる範囲を示す。

図 5 実験システム機器設置位置概略図

言己孝子 実験システム・機器 壬＂＇又L ill 士号 所

⑧ 路側通信
旭町一丁目、祝田橋、数寄屋橋

三原橋、築地四丁目、勝間情

⑮ i!'i滞情報板 半蔵門、祝回稿、三原稿、1%明橋

⑤ 右折感応制御 銀座四丁目、築地四丁目、勝どき二丁目

⑧ 走行情報 日比谷、万年橋

⑧ 路側式可変標識 万年椅

③ センサー 築地匹l丁目

⑤ 光 通 信築地凹丁目
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4 開発システム機器

による総合実験

新しい交通管理システ

ムの開発を目十旨した AT 

I C Sの研究開発は、 5

か年間にわたって活発に

行われてきた。この問、

交通情報を効果的に収集

するための各種情報収集

機器（センサー）、ドライ

パーへ交通情報を提供す

るためのフリーパターン

式可変情報板、路側通信、

渋滞情報板、渋滞交差点

の交通処理を効率化する

ための信号制御方式、右

折車を効率的に処理する

ための右折信号制御方式、

信号制御機の機能を高度

化する総合交通制御機、

その他路側式可変標識、

交通状況予測手法等、幾

つかの技術・手法を開発

し、既に一部は実用化さ



写真 3 渋滞情報板

れているが、今回これらの研究開発の成果を総合

的に検討する実験を行った。

今回の実験は、主として交通情報の提供と信号

制御について、これまでに開発したシステムや機

器を晴海通り（麹町 1丁目～晴海 3丁目問、約 5

km ）および玉川通り（太子堂～新町消防出張所問、

約 3km）に設置し、実験本部（中央）のコンビュ

ータおよび警視庁交通管制センターと結んで作動

させ、これらを実用化するために必要な実験を行

った。晴海通りにおける実験システムと機器設置

位置の概略は、図 5のとおりである。

1) 中央施設

警察総合庁舎内に設置した実験本部コンビュー

タと、警視庁交通管制センターがある。

2) 路側通信

前項で説明したので省略する。

3) 渋滞情報板

警視庁交通管制センターで収集された渋滞情報

を基に、主要交差点聞の渋滞の有無を情報板のラ

ンプの点滅で示すシステムである。

4) 右折感応制御

右折感応制御は、右折車の需要に応じて右折矢

印信号の時間を延長あるいは短縮する信号制御方

式であり、右折車の需要が一定しない交差点に適

用することにより、信号機の青時間を有効に利用

できる。

今回の実験では、右折車の識別を勝どき 2丁目

および銀座 4丁目では超音波感知器により、築地

4丁目では新規に開発した光学式センサーによっ

て行った。また、築地 4丁目では、光学式センサ

ーとともに今回新規開発した空間光伝送方式を採

り入れた。これらの光学式センサー・光伝送方式

は、今後、都市美観上、超音波感知器のアームが

使用できない地点、架空線が張れない地点等への

適用が期待される。

写真 4 路側式可変

標識角型 後議

5) 走行情報

日比谷交差点下り方向 万年橋交差点上り方向

の 2か所に、走行情報用路上機を設置し、車載機

を搭載した車両がループアンテナ埋設車線上を走

行する時に、合成音声による走行情報を車載スピ

ーカーにより出力した。 ドライパーにも午寺別の設

備負担を要するシステムであり、今後、路側通信

との情報提供区分、取り扱う情報の種類等につい

ての研究が必要である。

6) 路側式可変標識

路側式可変標識は、標識本体に内蔵された万年

カレンダープログラムによって、平日・イ木日・時

刻に応じて二通りの規制図柄を変更する標識であ

り、晴海通りの万年橋上り・下りにそれぞれ一基

ずつ設置した。この標識の電源には、太陽電池を

使用しており、省エネルギータイプであること、

本体以外の機器と電源ケーブル・信号ケーブル等

で接続する必要がなく、単体で動作すること等の

理由から、今後、ますます普及していくものと思

われる。

7) 渋滞路線の信号制御

渋滞路線の旅行時間の最短化を図る信号制御手

法を開発し、現在、玉川通りにおいて実用化試験

を千子っている。

5 おわりに

ATIC Sの研究が始まって 5年、この問、開

発されたシステム機器の一部は既に実用化され、

また、一部は近く実用化の方向にある。

しかし、 ATIC Sをトータルとしてみた場合、

まだ解決すべき課題が残されている。この残され

た課題を解決し、本システムが追及する安全、円

滑で快適な自動車交通の実現が、早期に到来する

ことが期待される。

（つざわ まさみ／（財）日本交通管理技術協会理事）
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協会だより
日本損害保険協会の防災活動や損害保険業界の動き＼とくに
防災活動を中山にお知らせするページです。協会の活動につ
いて＼ご意見やご質問ガございましだら＼何なりとお気軽に
編集部＝当協会予防広報部防災課あてにお寄せください。

68 

消防自動車を55台自治体へ寄贈します

損害保険業界では、当協会を通じて火災予防・

交通事故防止など各種の防災事業を行っておりま

す。この一環として、消防自動車をはじめ消防諸

設備などの寄贈を行っておりますが、本年度の寄

贈先が次のように決定しました。

1 .防火運動用ポスター（62万枚）…・自治省消防庁

2. 震災対策用機材……東京都

震災時用携帯無線機 100台

訓｜車東用ハウス 3中東

訓練用人形 300体

広報用ビデオ編集システム装置 1式

指揮車 3台

3 .消防自動車（55台）

・屈折梯子車2台・・…・横須賀市（神奈川県）、桑名

市（三重県）

・救助工作車2台……裾野市（静岡県）、島田市金

谷町衛生消防組合（静岡県）

・化学車 5台……青森地域広域消防事務組合（青

森県）、尾西市（愛知県）、宇治市（京都府）、城

陽市（京都府）、光地区消防組合（山口県）

・水槽車20台……千歳市（北海道）、大船渡地区消

防組合（岩手県）、大田原地区広域消防組合（栃

木県）、南那須地区広域行政事務組合（栃木県）、

館林地区消防組合（群馬県）、前橋広域市町村圏

振興整備組合（群馬県）、浜北市（静岡県）、氷見

市（富山県）、羽咋郡市広域圏事務組合（石川県）、

金沢市（石川県）、津幡町（石川県）、西春日井郡

西部消防組合（愛知県）、木次町外3町消防組合

（島根県）、泉大津市（大阪府）、豊中市（大防荷）、

橿原市（奈良県）、長門地区広域行政事務組合

（山口県）、下松市（山口県）、阿蘇広域消防組合

（熊本県）、平良市（沖縄県）

・標準車26台…ー・上川南部消防事務組合（北海道）、

上川北部消防事務組合（北海道）、釧路西部消防

組合（北海道）、南十勝消防事務組合（北海道）、

渡島西部消防事務組合（北海道）、津軽北部消防

事務組合（青森県）、尾花沢市（山形県）、須賀川

地方広域消防組合（福島県）、南魚沼郡広域事務

組合（新潟県）、西蒲原郡南部消防事務組合（新

潟県）、五泉市（新潟県）、四街道市（千葉県）、

小笠地区消防組合（静岡県）、羽島市（岐阜県）、

新城市（愛知県）、福知山市（京都府）、養父郡広

域事務組合（兵庫県）、赤磐消防組合（岡山県）、

小松島市（徳島県）、多度津町（香川県）、仲多度

南部消防組合（香川県）、北条市（愛媛県）、室戸

市（高知県）、幡多西部消防組合（高知県）、中間

市（福岡県）、神埼地区消防事務組合（佐賀県）

安全と安心のためのバイク展

近年、バイク（ 125 C.C以下）の事故が、その普

及に伴い増加傾向にありますが、バイクの 5台に

I台は法律で契約が義務づけられている白賠責保

険をつけていないのが現状です。

当協会では、運輸省主唱の無保険バイク追放運

動に協力して、バイクの交通安全と自賠責保険付

保率向上を図るため、バイクの自賠責保険付保状

況が低い地域を対象に、毎年「安全と安心のため

のバイク展」を開催しています。本年度第 1回目

のバイク展は、 4月28日（木）から 5月 3日（火）ま

で秋田市内のジャスコで開催されました。次いで

7月に長野県で、 9月には鳥取県で開催する予定

になっています。

新作防火映画の貸出しを始めました

昭和57年度制作の防火映画「工場防火を考える」

がこのほど完成し、当会および各地方委員会で貸

出しを始めました。各種催事にご活用くださるよ

うご案内します。なお、地方委員会の電話番号は

表 3に、映画の内容紹介は表4に掲載してありま

す。

寄贈図書のご紹介

予防時報にご執筆いただいている柳田邦男

氏より、下記の図書をご寄贈いただきました

ので、ここにご紹介させていただきます。

←ースリーマイル島原発事故のドキュメント

『恐怖の 2時間18分」柳田邦男著

A5判、 262ページ、（捕文芸春秋刊

定価1,200円



58年 2月・ 3月・ 4月

災害メモ
女火災

•2 ・ 1 埼玉県大宮市吉敷町の片

倉キャロン大宮商品センター倉庫で

火災。 1棟約 260m＇全焼。衣料品約

10万点が焼失し、損害は約 3億円。

不審火。

•2 ・ 6 静岡県加茂郡東伊立町の

熱川温泉熱川プリンスホテル本館 2

階廊下付近から出火。計 1,550m＇全

焼。従業員 1名軽傷。

•2 ・ 20 福岡県福岡市博多区の井

上印刷所有倉庫から出火。周囲住宅

に延焼し、 6棟延べ3,600m＇全半焼。

29世帯約50名り災。放火0

•2 ・ 21 山形県蔵王温泉の蔵王観

光ホテルで火災。本館・別館2,264m' 

を全焼。さらに隣接旅館へ延焼し、

3棟l,392m＇を全焼。 11名死亡、 2名

負傷。

•2 ・ 22 群馬県万座温泉の万座温

泉ホテルで火災。 2棟約 1,300M全

焼。 3名負f話0

•2 ・ 22 静岡県磐田郡佐久間町の

町営住宅から出火。 l棟48m＇全焼。

4名死亡。

·~・ 24 東京都中野区本町の菓子

製造川越屋倉庫 1階付近から出火。

1棟約 500m＇全焼。隣接の輸入雑貨

却テクロ倉庫兼事務所 1階部分約50

m＇を焼損。菓子類と輸入毛皮など約

1億2,000万円相当の損害。

.3・4 千葉県印膳郡富里村の住

宅から出火。 1棟約50m＇全焼。留守

番の子供 3名死亡。火遊びらしい0

.3・6 愛知県瀬戸市泉町の耐火

レンガ製造瀬戸ルツボの住宅から出

火。工場、事務所計 3棟，延べ約900m'

全焼。隣接工場と倉庫計2棟約350m'

も焼失。 3名死亡、 1名重傷。

.3・9 福島県郡山市安積町の市

営住宅から出火。 1棟約40m＇全焼。

3名死亡。

.3・16 東京都荒川区東尾久のプ

ラスチック加工横江工業所付近から

出火。 l棟40m＇と隣接工場約 lOOm＇全

焼。さらに配送センター倉庫兼従業

員寮に飛び火し、 1棟約900m＇半焼。

倉庫のカーテン布地など約 5億円分

が焼失。.3・16 広島県呉市中通のパチン

コ店裏側付近から出火。同店 1棟延

べ約l,OOOm＇を焼き、飲食店や洋品店

へ延焼。 7棟21店舗、 1アパート全

焼。 4棟 4店舗が半焼または部分焼。

計延べ約2,600m＇を焼失。.3・18 神奈川県平塚市上平塚の

店舗兼住宅で火災。 l棟82.5m＇全焼 O

3名死亡0.3・26 埼玉県大宮市下町の雑貨

商松亀商店前軒先のトイレットペー

ノf一入り段ボールから出火。同店舗

を全焼。さらに住宅、畳店などに延

焼し、計 6棟約l,400m＇全焼、 1棟半

焼。 5世帯15名り災。 1名負傷0.3・26 岩手県紫波郡都南村の住

宅で火災。 1棟55m＇全焼。 3名死亡0.3・27 長野県岡谷市川岸の住宅

1階居間から出火。 l棟と隣接土蔵、

物置計 3棟延べ約 210M全焼。母と

子5名が死亡。石油ストーブが過熱

し唐紙に燃え移ったらしい。

.4・1 宮城県加美郡宮崎町の農

家で火災。 I＋東約lOOm＇と牛舎、わら

小屋計 3棟約 336m＇全焼。 3名死亡0

.4・9 静岡県静岡市柳町の国光

オブラートの工場から出火。工場兼

倉庫約2,300m＇と隣接木工所工場 1棟

約130m＇全焼。さらに民家 1棟全焼、

2棟部分焼。.4・20 愛知県犬山市羽黒金山の

民家で火災。 1棟 129m＇全焼。 3名

死亡0.4・20 沖縄県宮古島の奥平アパ

ート 306号で、畳がくすぶり室内に

煙が充満。幼児 3名死亡。タバコの

不始未らしい。
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.4・27 東北・北陸で山火事多発。

（グラビアページへ）。

＊爆発.3・15 三重県亀山市西丸町の住

宅で、プロパンガス爆発・炎上。 1 

棟約？Om＇全焼。 3名死亡0.4・15 宮城県仙台市堤町のスナ

ックさくらで、ガス爆発。同店入居

の店舗 1棟と民家 3棟全壊。約lOOm

四方の50数戸の窓ガラスなどが割れ、

通りがかりのパス、乗用車数台のガ

ラスが破損。 13名重軽傷。.4・17 北海道札幌市豊平区の第

二ハイツ東北 l階 I室で、プロパン

ガス爆発・炎上っ 1棟延べ約 170m'

全焼。 3名死亡、 I名重症。夫婦げ

んかによる発作的な無理心中らしい。

女陸上支通

•2 ・ 2 三重県松坂市高町の国道

23号で、軽乗用車が保冷車に正面衝

突、大破。保冷車も前部を中破。 3名

死亡、 1名重体。居眠り運転らしい。

•2 ・ 6 長野県上水内郡牟礼村古

町の国道18号で、道路わきでチェー

ン着装後発進す前の乗用車に、チェ

ーン未着装の大型トラックが路面凍

結のためスリップし激突。乗用車は

大破。 4名死亡。

•2 ・ 26 山形県西田川郡温海町の

国道 7号で、チェーン未着装の大型

トラックが、路面凍結のためスリッ

プしセンターラインをこえ、マイク

ロパスと正面衝突。 4名死亡、 1名

重体、 5名重軽傷0

.3・6 北海道厚岸郡厚岸町の国

道44号で、乗用車がセンターライン

をこえ乗用車と正面衝突。両車とも

大破。 3名死亡、 3名重傷。無免許

のうえ、トルエンを吸っての運転。

＊海難

•2 ・ 15 山形県鶴岡市加茂の荒崎

69 
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灯台北北西16.6kmで、小型底引き漁

船第 3東洋丸 (14.69t.5名乗組）

が、大シケで高波を受け転覆。 2名

死亡、 3名行方不明。.4・15 北海道釧路管内釧路町の

見布森漁港防波堤付近で、サケ定置

網漁船大進丸 (19t . 10名乗組）が

転覆。 4名死亡、 6名行方不明。濃

霧と強風で同漁港の防波堤に激突し

たらしい。

女航空.3・11 北海道根室支庁中標津町

の中標津空港で、日本近距離航空Y

s 11機（乗員乗客53名）が着陸に失

敗し墜落。空港手前の雑木林に突っ

込み、31名重軽傷。操縦ミスらしい0

.4・1 宮城県岩沼市の仙台空港

付近の水田に、民間の小型双発機パ

イパ－ PA34 200Tが墜落、大破。

7名全員死亡。

.4・19 三重県鳥羽市沖の菅島で、

悪天候の中、低高度航法訓練中の航

空自衛隊c1輸送機 6機のうち 2機

が墜落。乗員計14名全員死亡。・4・26 山口県岩国市三角町で、

飛行訓練中の海上自衛隊対潜飛行艇

PS lが、市し尿処理場わき土手に

激突、炎上。 10名死亡、 4名重傷（29

日l名死亡）。

＊自然

•2 ・ 2 鹿児島県鹿児島市古里町

（桜島）の南岳南側斜面で土石流が発

生。第 2古里川の砂防堤を壊し古里

温泉街に流出。桜島国際ホテルほか

計11軒で被害0

.4・8 長野県・群馬県にまたが

る浅間山で、 10年ぶりの中規模爆発。

長野県側山ろくで山火事が発生。前

橋・高崎・宇都宮・水戸などに降灰0

.4・22 兵庫県神戸市北区淡河町

で大規模な地滑り。 23日正午現在家

屋全半壊11、農地の隆起・陥没1.2 

70 

ha 、ため池決壊4。

＊その他

•2 ・ 1 北海道歌志内市の空知炭

鉱の採炭現場で、抗内員10名が作業

中ガス突出。 3名死亡0

.4・7 神奈川県茅ヶ崎市萩園の

小出川で、 Jllに浮いていたボールを

拾おうとした児童ら 3人が深みには

まり死亡。

.4・24 福岡県北九州市小倉北区

の内田ビル406号で、ガス中毒で 3名

死亡、 1名重体。台所のゴムホース

がはずれ漏れたらしい。

女海外

•2 ・ 13 米東部で数十年未の猛吹

雪。ノースカロライナからカナダ国

境まで10州で、雪の降り始めた10日

以来約80名死亡。ワシントンでも61

年振りの記録的大雪。

•2 ・ 13 イタリア・トリノ市の映

画館スタチュードで火災。観客約500

名がパニック状態となり大混乱。 64

名死亡、数十名重軽傷。

•2 ・ 16 オーストラリア南部諸州

で山火事続発。 11日23時現在69名死

亡、 22名行方不明。住宅 2,000戸以

上焼け、 6万haが焼失0

.3・1 中国・広東省三水付近で、

フェリー紅星312号が、強風のため転

覆。 100名以上行方不明。

.3・7 中国・甘粛省南部で大規

模な地滑り。 270名以上死亡。

.3・31 チリ・サンチアゴ北東60

kmのアンデス山中を震源とする地震。

コロンビア・ボコタ南西 370kmのポ

パセン市では大聖堂が倒壊し、 50名

以上生き埋め。家を失った人は 5～

9万名にのぼり、死者 500名、負傷

者1,500名以上になる見込み。・4・18 韓国・大印市で、ディス

コクラブ草原の家が火災。 25名死亡、

70名負傷。

編集委員

赤木昭夫 NHK解説委員

秋田一雄 東京大学教授

安倍北夫 東京外国語大学教授

生内玲子 評論家

岡本博之 科学警察研究所交通部長

塚本孝一 日本大学講師

徳久俊彦 大成火災海上保険鮒

中保永吉 東京消防庁予防部長

根本順吉 気象研究家

吉田勝昭 千代田火災海上保険（掬

編集後記

．「地震があったら津波の用心」と

刻んだ碑が三陸の沿岸に建っている

そうです。しかし、 「I也震←津波」

という合言葉は、三陸など一部の地

方を除いて、一般的にはなっていな

かったことを、 5月26日に発生した

日本海中部地震は証明しました。も

し、 「地震だ．／火を消せ」と同じよ

うに、地震防災の合言葉になってい

たら、死者・行方不明者 102人とい

う大きな犠牲を出さなくてすんだの

にと悔やまれます。.今度の地震の

教訓はいろいろありますが、改めて

感じたことは、災害情報はインパク

トの強いことに片寄るということで

す。流砂現象による被害は津波災害

の陰にかすんでしまい、新聞記事で

筆者が自にしたのは30日になってか

らでした。もし、津波災害がなけれ

ば、もっと早く、もっと大きく報道

されたでしょう。。災害の教訓を生

かすためには、こういう片寄りをど

こかで修正する必要があると感じま

した。（小関）
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三
昭和58年 5月26日正午、秋田県西方

約 I00 km、深さ O～ IOkmを震源とす

る、日本海側過去最大規模のM7.7 

の地震が発生。秋田・むつ・深浦で

震度 5の強震を記録したほか、東北・

北海道・北陸各地方でも 4～ 3（中・

弱震）を記録。津波が襲来したため、

秋田県沿岸を中心に津波による人的

被害が増大。北海道から島根県まで

12道府県に被害を及ぼし、 102名が

死亡・行方不明となる惨事となった。

また、秋田市、能代市、男鹿半島一

帯など、海岸に近い市町村では流砂

現象が起こり、家屋の倒壊・陥没が

相次ぎ、田畑の隆起や地割れなども

発生。農作物への被害も心配されて

いる。この日本海中部地震は・日本

海側に久しく津波災害がなかったこ

とから（前の被害地震津波は150年前

といわれている）、津波への警戒心

がうすし地震即避難と L、う津波へ

の備えがなかったこと、・緊急連絡

体制の不備から情報伝達がスムーズ

にいかなかったこと等が津波被害を

大きくした。

主な被害

・秋田県男鹿半島加茂青砂海岸で、遠足中の

合川南小の生徒ら45名が津波にのまれ、 13

名死亡0

・秋田県能代港の東北電力石炭火力発電所建

設用埋め立て現場で、作業員34名死亡・行

方不明。

・秋田市内本金デパート屋上の広告塔が倒れ、

衝撃で4階の天井が落下。 ｜名死l:o

・秋田県飯島の東北電力秋田火力発電所で、

燃料用タンクから出火し、まもなく鎮火0

・秋田県秋田港で、岸壁の崩壊やクレーン倒

壊などで8割以上の機能が奪われ、復旧は

｜年以上かかる見通し。

・青森県鯵ヶ沢町て＼防波堤工事中の作業員

7名死亡・行方不明。

・青森県沖館の石油基地で、パイプの圧力調

節のレリーフバルブの折損、タンクの亀裂

により 2基の軽油タンクから油流出。

・津軽・松前・奥羽・五能線の被害が大きく、

復旧に要する経費は26億円。

。死亡・行方不明 102（秋田81、青森17、北海

道4）／負傷196（秋田 138、青森25、北海道23、

石Jll3、島根 5、新潟 2）／全壊830（秋田654、

青森167、北海道 9）／半壊 1,724／一部破損

3, 178／床上・下浸水1,037／非住家 3,250/

道路1,257／橋りょう 90／河川316／がけ崩れ

26／文教施設607／船舶2,038／鉄道84／電話

765／水道41,665／電気24,416／ガス 15,277

／堤防 16／フ持ロック倒壊424／火災 4 〔58年

5月31日午前 9時消防庁調べ〕



ブェーン現象炉、
東北、北陸で山火事多発。

昭和58王手4月27毘午後から、東北地方を中心に強嵐が吹き菜れ、

警森・岩手・宮城・秋田・福島の東北5集と石111壊で、 23か訴か

ら大規模な山火事が次々と発生した。

当自i立、数詰晴天続きで空気が乾ききっていたとニろにフェーン

現象に見舞われ、委主j量も上昇していたため一気に燃え広が巧、最

も被害の大きかった岩手県久慈市、岩泉町などIOha以上螺えた林

野火災l玄、 6県で4,459.3切に及んだ。

5毘25毘自治省i高務庁襲べによると、山火事被害は、住家出、非

住家 106の計 167棟が全境、73世帯がり災し、13名負傷。損害額は

66t意9,754万5,000円にのぼ1 鏡失麗績では史上5番罷の林野火

災となった。

主な被害警

・久幾市長内町小屋煩地区のUt林から出火。最

大瞬間建立遂38惜の強滋iこあ$：＞られ、三三護海擦

に蕊したw~·わの集落iこ燃え広がった。ニの

ため、開演7玉の脇、二子、大尻など5捻!El二

延幾。住宅、藤梯などを次与と娩き尽くし、

逃げ場を失った住民iま海から総でま主望書された。

雪t927.Sha焼失。

・岩手禁下関童書岩泉防のw毒事からお火。住宅 i

練全焼。計1,629ha幾失。

・泉市松森地区のw林から出火。秘会Fちなど2

子容3震rtこまたがるf集長の森Jなどが幾lt、民

家・旅館・神社など7草案全半幾。雪十862ha焼

失。

・驚森票三三戸認事誇郷村の杉林から滋火。八戸市

と潟毒事階上陀iこも棄び火し燃え広がった。民

室長8様会焼。計420.Sha幾失。



刊行物／眼聞と嚢肉
防災誌

予防時報（季干ii)

奥さま防災ニュース（隔月干I))

防災指導書

高層ホテル・旅館の防火指針

石油精製工業の防火・防爆指針

石油化学工業の防火・防爆指針

危険物施設等における火気使用工事の防火指針

コンヒ．ュータの防災指針

ピル内の可燃物と火災危険性（浜田稔著）

旅館・ホテルの防火（堀内三郎著）

事例が語るテパー トの防火｛湯本孝一著）

自のつけどころはここだ1ー工場の防火対策一

人命安全一ビルや地下街の防災一

改訂工場防火の基礎知識（秋田一雄著）

理想のビル防災ービルの防火管理を考えるー

防災読本

やさしい火の科学（崎川範行著）

そのとき lあなたがりーターだ（安倍北夫著）

業態別工場防火シリーズ

①金属機械器具工業の火災危険と対策

②印刷および紙工工業の火災危険と対策

③製材および木工業の火災危険と対策

④織布、裁断・裁縫、帽子製造工業の火災危険と対策

⑤プラスチック加工、 ゴム・コム材加工工業の火災危険と対策

⑤菓子製造、飲料製造および冷凍工業の火災危険と対策

⑦電気機械器具工業の火災危険と対策

③自動車整備工場の火災危険と対策

⑨染色整理および漂白工業の火災危険と対策

⑪皮革工業の火災危険と対策

⑪パルプおよび製紙工業の火災危険と対策

⑫製粉・精米・精麦およびでんぷん製造工業の火災危険と対策

⑬酒類製造工業の火災危険と対策

⑪化粧品製造工業の火災危険と対策

※既刊の下記防災図書は現在再販しており ません。

〔防災指鴻書］

プラント運転の防火・防爆指針／危険物輸送の防火 ・防爆

指針／ヘルスセンタ の防火指針／自然発火の防火指針／

スーパーマーケットの防火指針／ LPガスの防火指針／プ

ラスチ ック加工工場の防火指針／ガス溶径の防火指針／地

下街の防火指針／駐車場の防火指針／高膚ピルの防火指針

／火災の実例から見た防火管理／都市の防火蓄積／ビルの

防火について／危険物要覧／防火管理必携／災害の研究／

爆発

〔防災読本〕

M7.9そのときーあなたの地震対策は？／現代版・火の用心

の本／暮らしの防災知識／そのときあなたはどうする？ー

暮らしの防災ハンドブック／わが家の防火対策ー予防から

避難まで／安心できる暮らし（東孝光著）／イザという とき

どう逃げるかー防災の行動科学（安倍北夫著）／慣れすぎか

怖いーガスの知識

映画

工場防火を考える （25分〕

たとえ小さな火でも（火災を科学する）〔26分〕

わんわん火事だわん （18分〕

ある防火管理者の悩み（34分］

友情は燃えて （35分｝

火事と子馬 〔22分〕

火災のあとに残るもの 〔28分〕

ふたりの私 （33分〕

ザ・ファイヤー・Gメン〔21分〕

煙の恐ろしさ（28分］

パニyクをさけるために（あるビル火災に学ぶもの）〔21分〕

動物村の消防士 （18分〕

損害保険のAB C 〔15分｝

映画は、防火講演会・座談会のおり、ぜひご利用く ださい。当協会ならびに当協会各地方委員会［北海道＝（011)231-3815、

東北＝(0222)21-6466、新潟＝( 0252 )23-0039、償浜＝（045)681-1966、官事岡＝（0542)52ー1843、金沢＝（0762)21ー1149、

名古屋＝（052)971-1201、京都＝（075)221-2670、大阪＝(06)202-8761、神戸＝(078)341-2771、広島＝(0822)47-4529、

四国＝(0878)51-3344、福岡＝（092)771-9766）にて、無料貸し出ししております。

社団
法人 日本損害保険協会詑弘代間甥~~~~；f~；； o1 



日本損害保険協会の防災事業

交通安全のために 火災予防のために一一一一

．救急車の寄贈 ．消防自動車の寄贈

．交通安全機器の寄贈 ．防火ポスターの寄贈

．交通遺児育英会への援助・防火標語の募集

．交通安全展の開催 ・奥さま防災博士の表彰

・交通債の引受け ・消防債の引受け

工場防火を考える
．カラー25介・消防庁推薦

工場の火災は、レろいろな形で発生します。たとえば、設備

改修のための溶断・溶接火花と包装材の組み合わせによ

る出火、あるL、は溶剤や洗浄油などのベーバーが静電火

花などの火i原てい引火するなどとL、う例は、多くの工場でみら

れる火災危険です。一方、製粉工場や金属粉を取り扱う

工場には粉塵爆発とし、う危険がありますし、食品製造工場

では、油カスの自然発火とL、う危険があります。このように、

多くの工場に共通の火災危険L業態に特有の火災危険

があるわけです。

本映画lまそうL、う視点て工場火災のさまざまな形を、事例

と実験によって理解しやすく解説しています。

主要 日本損害保険協会

朝 日 火災 大成火災東亜 火災 日 新 火 災

オールステート 太陽 火災 東京 海上 日 本 火 災

共栄 火災 第一火災東洋 火災 日本地震

興 亜 火災 大東京火災同 和火災富 土火 災

住友海上大同 火災 日動火災安 田 火災

大 正 海上千代田火災 日産 火災 （社員会社so音順）


